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基準条例及び条例施行規則の規定方法の変更について 
本市では、介護サービス事業者等の基準条例及び条例施行規則について、これまでは各基準省令を一条ずつ

具体的に言い換える形式で条例に規定し、市の基準としていましたが、平成３１年４月より、各基準省令と同一の基

準を市の基準とする場合は、各基準省令を引用する形式とし、具体的な基準は条例に規定しないこととしました。 

介護療養型医療施設及び（介護予防）短期入所療養介護の基準条例及び条例施行規則を次のとおり廃止及び制定し

ております。 

廃止（平成31年3月31日） 制定（平成31年4月1日） 

相模原市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び

運営に関する基準を定める条例 

相模原市介護保険法に基づく事業及び施設の人員、設備

及び運営に関する基準等を定める条例(平成 31 年相模原

市条例第13号) 

 

相模原市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に

関する基準を定める条例 

相模原市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備

及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予

防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める

条例 

相模原市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び

運営に関する基準を定める条例施行規則 

相模原市介護保険法に基づく事業及び施設の人員、設備

及び運営に関する基準等を定める条例施行規則(平成 31

年相模原市規則第27号) 

 

相模原市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に

関する基準を定める条例施行規則 

相模原市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備

及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予

防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める

条例施行規則 

 

■条例により引用した基準省令■ 

 １ 介護療養型医療施設 

介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成３０年厚生労働省令第５号)  

 ２ （介護予防）短期入所療養介護 

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成１１年厚生省令第３７号)  

介護予防サービス指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る

介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成１８年厚生労働省令第３５号) 

なお、条文中「省令」と記載があるものに関しては、原文のとおり記載しております。 

 

■市ホームページ、条例等の掲載場所■ 

○相模原市公式ホームページ（ＵＲＬ：http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/）[ページ番号1007035] 

→ 子育て・健康・福祉 → 介護・介護予防 

→ 事業者向け情報（「介護サービス事業者等の基準条例等について」）                

 
 
 
 

http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/
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Ⅰ 条例の性格等 
 

 

 

◎ 条例は、介護医療院がその目的を達成するために必要な最低限の基準を定めたものであり、介護医療院の開設

者は、常にその施設、設備及び運営の向上に努めなければなりません。 

 

●  介護医療院サービスを行う者又は行おうとする者が満たすべき基準等を満たさない場合には、介護医療院の

開設許可又は更新は受けられず、また、基準に違反することが明らかになった場合には、 

① 相当の期限を定めて基準を遵守するよう勧告を行い、 

② 当該相当の期限内に勧告に従わなかった場合は、開設者名、当該勧告に至った経緯、当該勧告に対する対

応等を公表し、 

③ 正当な理由が無く、当該勧告に係る措置を採らなかった場合は、相当の期限を定めて当該勧告に係る措置

をとるよう命令することができます。（③の命令をした場合には開設者名、命令に至った経緯等を公示し

なければなりません。） 

なお、③の命令に従わない場合には、当該許可を取り消すこと、又は取り消しを行う前に相当の期間を定め

て許可の全部若しくは一部の効力を停止すること（不適正なサービスが行われていることが判明した場合、当

該サービスに関する介護報酬の請求を停止させること）ができます。 

 

●  ただし、次に掲げる場合には、基準に従った適正な運営ができなくなったものとして、直ちに許可を取り消

すことができます。 

①  次に掲げるとき、その他の介護医療院が自己の利益を図るために基準に違反したとき 

ア  介護医療院サービスの提供に際し、入所者が負担すべき額の支払を適正に受けなかったとき 

イ  居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、要介護被保険者に対して当該施設を紹介することの代償

として、金品その他財産上の利益を供与したとき 

ウ  居宅介護支援事業者又はその従業者から、当該施設からの退所者をを紹介することの代償として、金

品その他財産上の利益を供与したとき 

② 利用者の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあるとき 

③ その他①及び②に準ずる重大かつ明白な基準違反があったとき 

 

○   運営に関する基準に従って施設の運営をすることができなくなったことを理由として開設許可が取り消され

た直後に再度当該施設から介護医療院の開設許可の申請がなされた場合には、当該施設が運営に関する基準を

遵守することに特段の注意が必要であり、その改善状況等が確認されない限り開設許可を行わないものとする、

とされています。 

 

条例の性格 
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１ 介護医療院とは（基本方針） 

「介護医療院」は、長期にわたり療養を必要である者に対し、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看 

護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他の必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことにより、そ

の者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするものでなければなりません。  

介護医療院は、入所者の意思及び人格を尊重し、常に入所者の立場に立って介護医療院サービスの提供に 

努め、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村（特別区を含む。以

下同じ。）、居宅介護支援事業者（居宅介護支援事業を行う者をいう。以下同じ。）、居宅サービス事業者（居宅

サービス事業を行う者をいう。以下同じ。）、地域包括支援センター（法第115 条の 46第１項に規定する地域包括

支援センターをいう。以下同じ。）、他の介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者

との密接な連携に努めなければなりません。 

 介護医療院は、入所者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対

し、研修を実施する等の措置を講じなければなりません。 

さらに、介護医療院は、介護医療院サービスを提供するに当たっては、介護保険法第118条の2第1項に規定す

る介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。 

「ユニット型介護医療院」は、長期にわたり療養が必要である入居者一人一人の意思及び人格を尊重し、施設サ

ービス計画に基づき、入居前の居宅における生活と入居後の生活が連続したものとなるよう配慮しながら、療養

上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他の必要な医療並びに日常生活上の世話を行う

ことにより、各ユニットにおいてその入居者が相互に社会的関係を築き、自立的な日常生活を支援しなければな

りません。 

また、「ユニット型介護医療院」は、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、居宅介護支援

事業者、居宅サービス事業者、地域包括支援センター、他の介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サ

ービスを提供する者との密接な連携に努めなければなりません。 

 

２ 療養床等の定義 

 この条例において、次の用語の意義は、それぞれに定めるところによる。 

 

（１）療養床 療養室のうち、入所者一人当たりの寝台またはこれに代わる設備の部分をいう。 

（２）Ⅰ型療養床 療養床のうち、主として長期にわたり療養が必要である者であって、重篤な身体疾患を有す 

る者、身体合併症を有する認知症高齢者等を入所させるためのものをいう。（介護療養病床（療養機能強 

化型）相当のサービス） 

（３）Ⅱ型療養床 療養床のうち、Ⅰ型療養床以外のものをいう。（老人保健施設相当以上のサービス） 

 

３ 許可の単位等について 

 介護医療院のⅠ型とⅡ型サービスについては、法の規定上、介護医療院の開設許可は、一つの介護医療院を単位

として行なわれることとなっているが、介護医療院サービスを行う部分として認められる単位（以下「許可の単

位」という。）等については、以下のとおりです。 

１ 許可の単位は、原則として「療養棟」となります。 

２ 「療養棟」とは、介護医療院における看護・介護体制の１単位を指すものであり、高層建築等の場合には、

複数階(原則として２つの階)を１療養棟として認めることは差し支えありませんが、昼間・夜間を通して、看

護・介護に支障のない体制をとることが必要です。 

３ １療養棟の療養床数は、原則として60床以下です。 

４ １療養棟ごとに、看護・介護サービスの責任者を配置し、看護・介護チームによる交代制勤務等の看護・介

護を実施すること及び看護・介護に係る職員の詰め所（以下｢サービスステーション｣という。）等の設備等を

有することが必要となります。ただし、サービスステーションの配置によっては、他の看護・介護単位とサー

ビスステーションを共用することは可能です。 

５ 例外的に、療養棟を２棟以下しか持たない介護医療院については、療養室単位で開設許可を受け、又は変更

することができます。 



4 

 

４ 医療機関併設型介護医療院の形態  

（１）医療機関併設型介護医療院 

病院又は診療所に併設（同一敷地内又は隣接する敷地において、サービスの提供、夜勤を行う職員の配置

等が一体的に行われているものを指すこと。以下同じ。）され、入所者の療養生活の支援を目的とする介護

医療院です。 

（２）併設型小規模介護医療院 

医療機関併設型介護医療院のうち、当該介護医療院の入所定員が19人以下のものです。病院又は診療所に

1か所の設置とします。 

 

  医療法第1条の５ 

病院  医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行なう場所であって、２０

人以上の患者を入院させるための施設を有するものをいう。  

診療所 医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行なう場所であって、患者

を入院させるための施設を有しないもの又は１９人以下の患者を入院させるための施設を有する

ものをいう。 

 

５ 医療法上の扱い  

○病院・診療所ではなくなります。 

病床転換による場合、介護医療院の施設として使用する部分は、病院・診療所の施設では無くなります。

病床の減少だけでなく、構造設備の変更や、施設を共用する場合の共用等について、病院・診療所の開設許

可の変更手続きが必要になります。 
 
６ 介護医療院サービス費（介護報酬）  

提供した介護医療院サービスのうち、保険給付されるものを介護医療院サービス費といいます。 

介護医療院サービス費は、告示の単位数表に示された単位に地域加算を乗じた額の９割、８割又は７割が支給

されます。 

(介護医療院における介護医療院サービス等に要する費用の額は、Ⅶ参照。) 

 

７ 利用料等（入所者の自己負担）  

介護医療院は、入所者から利用料の一部として、おおむね介護医療院サービス費の１割又は２割若しくは３割

相当額、食事の提供に要する費用、居住に要する費用、入所者が選定する特別な療養室の提供に係る費用、入所

者が選定する特別な食事の提供に係る費用、理美容代、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であ

って、入所者に負担させることが適当と認められるものについて利用料として支払いを受けることができます。 

 

８ 名称の取扱い  

 ○「介護医療院」という文字を併記すれば、介護医療院の名称の中で従前の病院又は診療所の名称を継続して

使用できます。 

   例：□□病院介護医療院 

 ○名称の表示については、医療機関の一部を転換して介護医療院を併設する場合は、表示等により医療機関と

介護医療院との区分を可能な限り明確にする必要があります。 

 ○全部転換の場合は、従前の病院又は診療所の機能が無くなるため、従前の病院又は診療所の名称のうち、地

域医療支援病院その他の患者を誤認させるような文字を用いることはできません。 
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Ⅱ 介護医療院の人員基準について 
 

介護医療院の従業者は、専ら当該介護医療院の職務に従事するものでなければなりません。ただし、入所者の

処遇に支障がない場合には、この限りではありません。 

 

１ 従業者の員数 
     

（１） 医師 

 常勤換算方法で、介護医療院の入所者のうちⅠ型療養床の利用者（以下「Ⅰ型入所者」という。）の数を４８

で除した数に、介護医療院の入所者のうちⅡ型療養床の利用者（以下「Ⅱ型入所者」という。）の数を１００で

除した数を加えて得た数以上（その数が３に満たないときは３とし、その数に１に満たない端数が生じたときは、

その端数を１として計算する。）（第27条第３項により介護医療院に宿直を行なう医師を置かない場合にあっ

ては、入所者の数を１００で除した数以上（その数に１に満たない端数が生じたときは、その端数を１として計

算する。）とします。） 

 ただし、医療機関併設型介護医療院（病院又は診療所に併設され、入所者の療養生活の支援を目的とする介護

医療院をいう。以下同じ。）の医師の員数の基準は、常勤換算方法で、Ⅰ型入所者の数を４８で除した数に、Ⅱ

型入所者の数を１００で除した数を加えて得た数以上とする。 

 

（２） 薬剤師 

 常勤換算方法で、Ⅰ型入所者の数を150で除した数に、Ⅱ型入所者の数を300で除した数を加えて得た数以上 

 

（３） 看護職員 

看護職員（看護師又は准看護師をいう。）については、常勤換算方法で、介護医療院の入所者の数を６で除し

た数以上 

看護職員の数は、療養棟において実際に入所者の看護に当たっている看護職員の数である。併設医療機関又は

事業所の職務に従事する場合は、当該介護医療院において勤務する時間が勤務計画表によって管理されていなけ

ればならず、介護医療院の職員の常勤換算方法における勤務時間に併設医療機関又は事業所の職務に従事する時

間は従事する時間は含まれません。 

 

（４） 介護職員 

 常勤換算方法で、Ⅰ型入所者の数を５で除した数に、Ⅱ型入所者の数を６で除した数を加えて得た数以上 

 なお、介護職員の数を算出を算出するに当たっては、看護職員を介護職員とみなして差し支えありません。ただ

し、この場合の看護職員については、人員の算出上、看護職員として数えることはできません。 

介護職員の数は、療養棟において実際に入所者の看護の当たっている介護職員の数である。併設医療機関又は

事業所の職務に従事する場合は、当該介護医療院において勤務する時間が勤務計画表によって管理されていなけ

ればならず、介護医療院の職員の常勤換算方法における勤務時間に併設医療機関又は事業所の職務に従事する時

間は従事する時間は含まれません。 

 

（５） 理学療法士及び作業療法士又は言語聴覚士 

 介護医療院の実情に応じた適当数 

 

（６） 栄養士又は管理栄養士 

入所定員が１００人以上の介護医療院にあっては、１以上を配置すること。ただし、同一敷地地内にある病院等

の栄養士又は管理栄養士がいることにより、栄養管理に支障がない場合には、兼務職員をもって充てても差し支え

ありません。 
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（７） 介護支援専門員 

１以上（入所者の数が１００以上又はその端数を増すごとに１を標準とします。） 

【ポイント】 

ア 専らその業務に従事する常勤の者を１人以上配置しなければなりません。したがって、入所者が 100

人未満の介護医療院であっても１人は配置しなければなりません。 

イ 介護支援専門員の配置は、入所者の数が 100 人又はその端数を増すごとに１人を標準とするものであ

り、入所者の数が 100 人又はその端数を増すごとに増員することが望ましいものです。ただし、当該

増員に係る介護支援専門員については、非常勤とすることを妨げるものではありません。 

ウ 入所者の処遇に支障がない場合は、当該介護医療院の他の職務に従事することができるものとしま

す。介護支援専門員が医療機関併設型介護医療院（病院又は診療所に併設され、入所者の療養生活の

支援を目的とする介護医療院をいう。）の職務に従事する場合であって、当該医療機関併設型介護医

療院の入所者の処遇に支障がない場合には、当該医療機関併設型介護医療院に併設される病院又は診

療所の職務に従事すことができます。 

エ 居宅介護支援事業者の介護支援専門員との兼務は認められません。ただし、増員に係る非常勤の介護

支援専門員については、この限りではありません。 

 

 

（８） 診療放射線技師 

介護医療院の実情に応じた適当数を配置することになりますが、併設施設との職員の兼務を行う等により適正

なサービスを確保できる場合にあっては、配置しない場合があっても差し支えありません。 

 

（９） 調理員、事務員等 

介護医療院の実情に応じた適当数を配置することになりますが、併設施設との職員の兼務や業務委託等により

適正なサービスを確保できる場合にあっては、配置しない場合があっても差し支えありません。 

 

 

 

 人員基準に関する厚生労働省通知  

 介護医療院の人員に関する基準については、一定の要件を満たすことにより、併設する医療機関等の人員と介

護医療院の人員を一体的に見ることが可能です。詳細については、次の通知を確認の上、ご相談ください。 

 

・病院又は診療所と介護保険施設等との併設等について 

・介護保険施設と併設する病院における医師等の員数の算定について 

・保険医療機関と併設する介護医療院における夜勤職員の員数の算定について 
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２ 併設型小規模介護医療院 
 

  併設型小規模介護医療院（医療機関併設型介護医療院のうち、入所定員が１９人以下のものをいう。以下同

じ。） 

 

（１） 医師、薬剤師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士 

  併設される医療機関が病院の場合にあっては当該病院の医師、薬剤師又は理学療法士、作業療法士若しくは

言語聴覚士により、当該併設型小規模介護医療院の入所者の処遇が適切に行なわれると認められるときは、置

かないことができます。（併設される医療機関が診療所の場合にあっては当該診療所の医師による管理） 

 

（２） 介護職員 

  常勤換算方法で、当該併設型小規模介護医療院の入所者の数を６で除した数以上 

 

（３） 介護支援専門員 

当該併設型小規模介護医療院の実情に応じた適当数 

 

 

 平成30年度介護報酬改定に関するQ＆A（Vol.２）（平成30年３月28日）  

○夜勤体制について 

 

問６ 夜勤帯を交代制で導入している場合、夜勤を行うものの頭数で要件に該当するか否かを判断するのではなく、夜勤帯

に勤務した延べ時間から夜勤帯の時間を割るという方法で算出するのか。また、人員配置の算定上介護職員として届け出

している看護職員についても、夜勤を行う看護職員の員数の算定においては、看護職員として算定できるのか。 

 

（答）貴見のとおりである。 

 

 

 

３ 用語の定義 

   

①  常勤換算方法： 

  当該介護医療院の従業者の勤務延時間数を当該施設において常勤の従業者が勤務すべき時間数（１週間

に勤務すべき時間が32時間を下回る場合は32時間を基本とする。）で除することにより、当該施設の従

業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいいます。 

  この場合の勤務延時間数は、当該施設の介護医療院サービスに従事する勤務時間の延べ数であり、例え

ば、施設が通所リハビリテーションの指定を重複して受けている場合であって、ある従業者が介護医療院

サービスと指定通所リハビリテーションを兼務する場合、当該従事者の勤務延時間数は当該介護医療院サ

ービスに係る時間数だけを算入することとなります。 

  ただし、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律（昭和47 年法律第113 

号）第13 条第１項に規定する措置（以下「母性健康管理措置」という。）又は育児休業、介護休業等育児

又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成３年法律第76 号。以下「育児・介護休業法」とい

う。）第23 条第１項、同条第３項又は同法第24 条に規定する所定労働時間の短縮等の措置（以下「育児

及び介護のための所定労働時間の短縮等の措置」という。）が講じられている場合、30 時間以上の勤務で、

常勤換算方法での計算に当たり、常勤の従業者が勤務すべき時間数を満たしたものとし、１として取り扱

うことを可能とする。 
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②  勤務延時間数： 

  勤務表上、介護医療院サービスの提供に従事する時間として明確に位置付けられている時間の合計数を

いいます。 

   なお、従業者１人につき、勤務延時間に算入することができる時間は、当該施設において常勤の従業者が

勤務すべき勤務時間数を上限とします。 

 

③  常勤： 

当該介護医療院における勤務時間が、当該施設において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間

数（１週間に勤務すべき時間数が32時間を下回る場合は32時間を基本とする。）に達していることをい

います。ただし、母性健康管理措置又は育児及び介護のための所定労働時間の短縮等の措置が講じられて

いる者については、入院患者の処遇に支障がない体制が施設として整っている場合は、例外的に常勤の労

働者が勤務すべき時間数を30時間として取扱うことは可能です。 

  当該施設に併設されている事業所の職務であって、当該施設の職務と同時並行的に行われることが差し

支えないと考えられるものについては、それぞれに係る勤務時間数の合計が常勤の従業者が勤務すべき時

間数に達していれば、常勤の要件を満たすものとします。 

  また、人員基準において常勤要件が設けられている場合、従事者が労働基準法（昭和 22 年法律第 49 

号）第 65 条に規定する休業（以下「産前産後休業」という。）、母性健康管理措置、育児・介護休業法第

２条第１号に規定する育児休業（以下「育児休業」という。）、同条第２号に規定する介護休業（以下

「介護休業」という。）、同法第 23 条第２項の育児休業に関する制度に準ずる措置又は同法第 24 条第１

項（第２号に係る部分に限る。）の規定により同項第２号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ず 

る措置による休業（以下「育児休業に準ずる休業」という。）を取得中の期間において、当該人員基準にお

いて求められる資質を有する複数の非常勤の従事者を常勤の従業者の員数に換算することにより、人員基

準を満たすことが可能です。 

 

 ④ 専ら従事する： 

  原則として、サービス提供時間帯を通じて介護医療院サービス以外の職務に従事しないことをいいます。 

   この場合のサービス提供時間帯とは、当該従業者の当該施設における勤務時間をいうものであり、常勤・

非常勤の別を問いません。 

 

⑤ 前年度の平均値：  

・ 前年度の平均値とは、当該年度の前年度（毎年４月１日から翌年３月31日まで）の入院患者延数を当該

前年度の日数で除した数とし、この算定にあたっては小数点第２位以下を切り上げます。 

 

・ 新設（再開を含む）又は増床分のベッドに関して、前年度において1年未満の実績しかない場合の入所者

数は、新設又は増床の時点から６月未満の間は便宜上、ベッド数の「90％」を入所者数とし、新設又は増

床の時点から６月以上１年未満の間は、「直近の６月における入所者延数を６月の日数で除して得た数」

とし、新設又は増床の時点から１年以上経過している場合は、「直近１年間における入所者延数を１年間

の日数で除して得た数」とします。 

 

・ 減床の場合には、減床後の実績が３ヶ月以上あるときは、減床後の入所者延数を延日数で除した数としま

す。 
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Ⅲ 介護医療院の施設及び設備に関する基準について 
 

施  設 基  準 

療養室 

・１の療養室の定員は４人以下。 

・内法による測定で入所者１名当たり８㎡以上 

・地階に設けてはならない 

・一以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面していること。 

・多床室の場合は、家具、カーテン等で入所者同士の視線等を遮断し、入所者のプライバ

シーの確保すること。 

・ナース・コールについては、入所者の状況等に応じ、サービスに支障を来たさない場合

には、入所者の動向や意向を検知できる機器を設置することで代用することとして差し

支えありません。 

診察室 

・医師が診察を行う施設については、医師が診療を行うのに適切なものとする。 

・喀痰、血液、尿、糞便等について通常行われる臨床検査を行うことができる施設（以下

「臨床検査施設」という。）は、病院又は診療所に設置される臨床検査施設に求められ

る検査基準及び構造設備基準を満たすものであること。 

・調剤を行う施設は、病院又は診療所に設置される調剤所に求められる基準を満たすもの

であること。 

・臨床検査施設は、人体から排出され、又は採取された検体の微生物学的検査、血清学的

検査、血液学的検査、病理学的検査、寄生虫学的検査及び生化学的検査（以下、「検体

検査」という。）の業務を委託する場合は、設けないことができる。 

・臨床検査施設において検体検査を実施する場合は、医療法施行規則（昭和 23 年厚生省令

第50号）第9条の7から第9条の7の3までの規定を準用する。 

処置室 

・医師が処置を行う施設については、医師が処置を行うのに適切なものとする。 

なお、当該部分は、診察室における医師が診察を行う施設の部分と兼用することができ

ます。 

・診察の用に供するエックス線装置は、医師法（昭和 23 年法律第 205 号）、医療法施行規

則（昭和23年厚生省令50号）等において求められる防護に関する基準をみたすこと。 

機能訓練室 

・内法による測定で床面積40㎡以上を有し、必要な器械、器具を備えること。 

・併設型小規模介護医療院は、機能訓練を行うのに十分な広さを有し、必要な器械、器具

を備えることで足りる。 

談話室 ・入所者同士や入所者とその家族と談話を楽しめる広さ。 

食 堂 ・内法による測定で、入所者１人につき、１㎡以上の広さ。 

浴 室 
・身体の不自由な者が入浴するのに適したもの。 

・一般浴槽のほか、入浴に介助を必要とする者の入浴に適した特別浴槽を設けること。 

レクレーショ

ン・ルーム 
・レクレーションを行うために十分な広さを有し、必要な設備を備えること。 

洗面所 ・身体の不自由な者が利用するのに適したものとすること。 

便所 ・身体の不自由な者が利用するのに適したものとすること。 

サービス・ス

テーション 

・看護・介護職員が入所者のニーズに適切に応じられるよう、療養室のある階ごとに療養

室に近接してサービス・ステーションを設けること。 

洗濯室又は洗

濯場 

・入所者の衣類等を洗濯するのに必要な器械を設置し、洗濯物を仕分けするのに必要な広

さを有すること。 

汚物処理室 ・汚物処理室は、他の施設と区別された一定のスペースを有すれば足りる。 

 

※これらの施設は、専ら当該介護医療院の用に供するものでなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がな

い場合には、この限りでない。 
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 また、設置の義務はないが、家族相談室、ボランティア・ルーム及び家族介護教室は、介護医療院の性格等から

みて設置が望ましい。 

構造設備の基準 

（１）介護医療院の建物（入所者の療養生活のために使用しない付属の建物を除く。）は、耐火建築物（建築基準

法（昭和25年法律第201号）第２条第29号の２に規定する耐火建築物とすること。 

   介護医療院の建物は、入所者が身体的、精神的に障害を有する者であることに鑑み、入所者の日常生活に使

用しない付属の建物を除き耐火建築物にしなければなりません。 

（２）療養室等が２階以上の階にある場合は、屋内の直通階段及びエレベーターをそれぞれ１以上設けること。 

（３）療養室等が３階以上の階にある場合は、避難に支障がないように避難階段を２以上設けること。ただし、前

号の直通階段を建築基準法施行令（昭和２５年政令第338号）第123条第1項の規定による避難階段としての

構造とする場合は、避難階段の数に参入することができます。 

（４）診察の用に供する電気、光線、熱、蒸気又はガスに関する構造設備は、危害防止上必要な方法を講ずること

とし、放射線に関する構造設備は、医療法施行規則第30条等を準用する。 

（５）階段には、手すりを設けること。 

（６）廊下の構造は、次のとおりとすること。 

 ・廊下の幅は、内法による測定で 1.8ｍ以上、ただし、中廊下（廊下の両側に療養室等又はエレベーター室のあ

る廊下）の場合は2.7ｍ以上。 

・手すりを設けること。 

・常夜灯を設けること。 

（７）入所者に対する介護医療院サービスの提供を適切に行うために必要な設備を設けること。 

   また、入所者の身体の状態等に応じた介護医療院サービスの提供を確保するため、車椅子、ギャッジベッド、

ストレッチャー等を備えること。 

（８）消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。 

   「消火設備その他の非常災害に際して必要な設備」とは、消防法第 17 条の規定に基づく消防用設備等及び

風水害、地震等の災害に際して必要な設備をいいます。 

 

※機能訓練室、談話室、食堂、レクリエーション・ルーム等を区画せず、１つのオープンスペースとすることは差

し支えありませんが、入所者に対する介護医療院サービスの提供に支障を来さないよう、全体の面積は各々の施

設の基準面積を合算したもの以上とします。 

※施設の兼用については、各々の施設の利用目的に沿い、かつ、入所者に対する介護医療院サービスの提供に支障

を来さない程度であれば認めます。したがって、談話室とレクリエーション・ルームの兼用並びに洗面所と便所、

洗濯室と汚物処理室が同一の区画にあること等は差し支えありません。 

 

併設施設（病院又は診療所）との施設の共用 

病院又は診療所に係る施設及び構造設備と介護医療院に係る施設及び設備は、それぞれの基準を満たし、か

つ、各施設等の患者等に対する治療、介護その他のサービスに支障がない場合に限り、共用が認められます。 

   ・ 病院・診療所の診察室、処置室、エックス線装置との共用は認められます。 

ただし、診察室については、現に存する病院又は診療所の建物の一部を介護医療院に転用する場合に共

用を認めるものとし、介護医療院に係る建物を新たに設置する場合は原則、共用は認められないものの実

情に応じて、個別具体的に判断します。 

   ・ 病院・診療所の病室と介護医療院の療養室の共用、手術室の共用は認められません。 

共用する施設については、介護医療院としての許可と医療法上の許可とが重複することになります。 

・ 共用を予定する施設及び構造設備については、医療法に基づく使用許可等の手続きも必要となります。

（現に存する病院又は診療所に係る施設及び構造設備と共用する場合は、医療法に基づく所要の変更手続

きが必要となります。） 

 

 

 

 

介護医療院併設指定短期入所療養介護事業所及び介護医療院併設指定介護予防短期入所療

養介護事業所並びにユニット型介護医療院の設備基準等については、市内に現存する施設が

ないため、掲載を省略します。 
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Ⅳ 介護医療院の運営基準について 
 
 
 
（１） 内容及び手続きの説明及び同意 

 

 介護医療院サービスの提供の開始に際しては、あらかじめ、入所申込者又はその家族に対し、当該介護医療院

の運営規程の概要、従業者の勤務体制、事故発生時の対応、苦情処理の体制等の入所申込者がサービスを選択す

るために必要な重要事項を記した文書を交付して懇切丁寧に説明を行い、当該施設から指定介護医療院サービス

の提供を受けることにつき入所申込者の同意を得なければなりません。なお、当該同意については、入所申込者

及び施設双方の保護の立場から書面によって確認することが必要です。 

 

  【ポイント】 

重要事項を記した文書に記載しておくべきことは、 

ア 運営規程の概要（施設の概要、定員、サービス内容、利用料その他費用の額、利用上の留意事項等） 

イ 従業者の勤務体制 

ウ 身体的拘束その他の入所者の行動を制限する行為を行う際の手続 

エ 事故発生時の対応 

オ 苦情処理の体制（施設担当、市町村、国民健康保険団体連合会などの相談・苦情の窓口も記載） 

カ その他入所申込者がサービスを選択するために必要な重要事項（法人及び施設の概要、従業者の研

修、秘密保持、協力医療機関の名称及び診療科名、居宅において日常生活を営むことができるかどうか

を検討する会議、入所中の病院への入院・通院の扱いなど） 

※ 重要事項を記した文書を説明した際には、内容を確認した旨及び交付したことがわかる旨の署名を得て

ください 

※ サービスの提供を受けることについての同意は、重要事項を記した文書の説明確認とは別に行ってくだ

さい。 

 

（２） 提供拒否の禁止 

 

正当な理由なく介護医療院サービスの提供を拒んではなりません。 

 

【ポイント】 

原則として、入所申込に対して応じなければなりません。 

特に要介護度や所得の多寡を理由にサービスの提供を拒否することは禁じられています。提供を拒むこと

のできる正当な理由とは、 

ア 入院治療の必要がある場合 

イ その他入所者に対し自ら適切な介護医療院サービスを提供することが困難な場合   

 

ユニット型介護療養型医療施設の運営基準等については、 

市内に現存する施設がないため、掲載を省略します。 
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（３） サービス提供困難時の対応 

 

入所申込者の病状等を勘案し、自ら必要なサービスを提供することが困難であると認めた場合は、適切な病院

又は診療所を紹介するなどの適切な措置を速やかに講じなければなりません。 

 

（４） 受給資格等の確認 

 

介護医療院サービスの提供を求められた場合（入所の申込みがあった場合）は、その者の被保険者証（介護保

険）によって、被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確認します。 

被保険者証に、認定審査会の意見が記載されているときは、これに配慮して介護医療院サービスを提供するよ

う努めなければなりません。 

 

（５） 要介護認定の申請に係る援助 

 

 入所の際に、要介護認定を受けていない入所申込者については、要介護認定の申請が、既に行われているかど

うかを確認し、申請が行われていない場合は、入所申込者の意思を踏まえて、速やかに当該申請が行われるよう

必要な援助を行わなければなりません。 

 また、継続して保険給付を受けるためには、要介護認定の更新が必要となりますので、遅くとも要介護認定の

有効期間の満了日の30日前には更新申請が行われるよう、必要な援助を行わなければなりません。 

 

（６） 入退所 

 

心身の状況、病状、その置かれている環境等に照らし療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び

機能訓練その他医療等が必要であると認められる者を対象に、介護医療院サービスを提供しなければなりません。 

 【ポイント】 

入退所に当たって留意すべきことは、 

ア 入所申込者の数が入所定員から入所者の数を差し引いた数を超えている場合には、長期にわたる療養及

び医学的管理の下における介護の必要性を勘案し、介護医療院サービスを受ける必要性が高いと認めら

れる入所申込者を優先的に入所させるよう努めなければなりません。 

イ 入所申込者の入所に際しては、その者に係る居宅介護支援事業者に対する照会等により、その者の心身

の状況、生活歴、病歴、指定居宅サービス等の利用状況等の把握に努めなければなりません。  

ウ 入所者の心身の状況、病状、その置かれている環境等に照らし、その者が居宅において日常生活を営む

ことができかどうかについて定期的に検討し、その内容等を記録しなければなりません。 

エ ウの検討に当たっては、医師、薬剤師、看護職員、介護職員、介護支援専門員等の従業者の間で協議し

なければなりません。  

エ 入所者の退所に際しては、入所者又はその家族に対し、適切な指導を行うとともに、居宅サービス計画

の作成等の援助に資するため、居宅介護支援事業者に対する情報の提供に努めるほか、退所後の主治の

医師に対する情報の提供に努めるほか、地域包括支援センター又は保健医療サービス若しくは福祉サー

ビスを提供する者との密接な連携に努めなければなりません。 

 

（７） サービス提供の記録 

 

入所に際しては入所の年月日並びに入所している介護保険施設の種類及び名称を、退所に際しては退所の年月

日を入所者の被保険者証（介護保険）に必ず記載しなければなりません。 

また、介護医療院サービスを提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録しなければなりませ

ん。 
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【ポイント】 

介護医療院サービスを提供した際の記録は、その完結の日から２年間又は介護給付費受領の日から５年間 

のいずれか長い期間、保存しなければなりません。 

 

（８） 利用料等の受領 

 

 介護医療院は、入所者から介護医療院サービスについての入所者負担として、厚生労働大臣が定める基準によ

り算定した費用の額の１割又は２割若しくは３割相当額の支払いを受けるものとします。 

 また、その他に次に掲げる費用の額の支払いを受けることができます。 

① 食事の提供に要する費用（食費） 

② 居住に要する費用（居住費） 

③ 入所者が選定する特別な療養室の提供を行ったことに伴い必要となる費用 

  ④ 入所者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用 

⑤ 理美容代 

⑥ 上記のほか、介護医療院サービスにおいて提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となる

ものに係る費用であって、入所者に負担させることが適当と認められるもの（その他の日常生活費） 

 

 【ポイント】 

ア ①食費と②居住費の具体的な金額等は入所者と施設の契約により定められることになりますが、当該契

約の内容については文書により事前に説明を行い、文書（通常は、重要事項説明書）により同意を得る

必要があります。 

イ 食費と居住費の具体的内容、金額の設定及び変更に関しては、運営規程及び重要事項説明書へ記載する

とともに施設の見やすい場所に掲示することとします。 

ウ 居住費は住居環境の違いに応じて、個室は室料及び光熱水費、多床室は光熱水費に相当する額を基本と

し、その水準の設定に当たっては「施設の建設費用」「近隣地域に所在する類似施設の家賃及び光熱水

費の平均的な費用」を勘案することになります。 

エ 食費は食材料費及び調理に係る費用に相当する額を基本とします。 

オ 入所者が選定する特別な病室・特別な食事の提供に係る利用料（消費税の課税対象となる）について

は、居住費・食費と明確に区別して受領する必要があります。 

カ ③～⑥の額に係るサービスの提供に当たっても、あらかじめ、入所者又は家族に対し、当該サービスの

内容及び費用について文書を交付して説明を行い、入所者の同意を得なければなりません。（この場合

の同意は文書（通常は、重要事項説明書）により行います。また、個々の費用ごとにそのサービス提供

の希望を確認できるようにしておくこととします。） 

＜事業者が入所者から徴収できる費用について（その他の日常生活費）＞ 

※入所者の選択と希望に基づいて提供される必要があります。 

○ 身の回り品として日常生活に必要なものを提供する場合に係る費用 

○ 教養娯楽として日常生活に必要なものを提供する場合に係る費用 

○ 健康管理費(インフルエンザ予防接種に係る費用等) 

○ 預かり金の出納管理に係る費用 

○ 私物の洗濯代 

※保険給付の対象となっているサービスと明確に区分されないあいまいな名目による費用（お世話

料、管理協力費、共益費等）の受領は認められません。 

※すべての入所者に対して一律に提供しているものについて、すべての入所者から費用を画一的に徴

収することは認められません。 

※個人用の日用品については、個別の品目ごとに提供する体制を整えたうえで、入所者の要望に対応

した日用品のセットを提供することは可能です。 
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＜入所者から徴収することができない主な費用について＞ 

○ 介護上必要な標準的な福祉用具（リクライニング車いすを含む）にかかる費用 

○ 介護サービスの提供に必要な消耗品にかかる費用（トロミ剤、排泄介助に使用するお尻拭き、介護

用手袋等） 

○ 他医療機関への通院にかかる費用(付添い費用を含む) 

○ 寝具、シーツ、枕カバーにかかる費用 

○ その他、徴収にふさわしくない費用（室内エアコンの修理代、共用の雑誌代等） 

 

キ これら介護医療院サービスの提供に要した費用について、入所者から支払いを受けたものについては、

それぞれ個別の費用に区分した上で、領収書を交付することとします。 

ク 法定代理受領サービスに該当しない介護医療院サービスを提供した際に入所者から支払いを受ける利

用料の額と、施設サービス費用基準額との間に不合理な差額が生じないようにします。 

 

 

 

 平成30年度介護報酬改定に関するQ＆A（Vol.２）（平成30年３月28日）  

○居住費について 

 

問７ 介護医療院の入所者が他の医療機関に治療等のため入院する際、療養床を引き続き確保しておくことについて施設と

入所者との間に契約が成立していた場合、入所者に対し利用者負担を求めることは可能だが、当該期間中に補足給付の適

用とはならないということでよいか。 

 

（答）貴見のとおりである。 

 

（９） 保険給付の請求のための証明書の交付 

 

 法定代理受領サービスに該当しない介護医療院サービスに係る費用の支払いを受けた場合は、提供した介護医

療院サービスの内容、費用の額その他入院患者が保険給付を請求する上で、必要と認められる事項を記載したサ

ービス提供証明書を入院患者に交付しなければなりません。 

 

（10） 介護医療院サービスの取扱方針 

 

施設サービス計画に基づき、入所者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その者の心身の状況等

を踏まえて、その者の療養を妥当適切に行わなければなりません。 

 

【ポイント】 

ア 介護医療院サービスは、施設サービス計画に基づいて、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮し

て行わなければなりません。 

イ 従業者は、介護医療院サービスの提供に当たっては、懇切丁寧を旨として、入所者又はその家族に対

し、療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行わなければなりません。 

ウ 介護医療院サービスの提供に当たっては、当該入所者又は他の入所者等の生命又は身体を保護するため

緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他入所者の行動を制限する行為（以下「身体的拘束等」

という。）を行ってはなりません。 

エ 緊急やむを得ない場合に身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者の心身の

状況並びに緊急やむを得ない理由を介護医療院の医師が診療録に記録しなければなりません。 

オ 身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければなりません。 

  １ 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置その他の情報通信機器

（以下、「テレビ電話装置等」という。）を活用して行うことができるものとする。）（以下「身
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体的拘束適正化検討委員会」という。）を３月に１回以上開催するとともに、その結果について、

介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。 

    身体的拘束適正化検討委員会とは、身体的拘束の適正化のための対策を検討する委員会であり、

幅広い職種（例えば、施設長（管理者）、事務長、医師、看護職員、介護職員、支援相談員）によ

り構成してください。構成メンバーの責務及び役割分担を明確にするとともに、専任の身体的拘束

適正化対応策を担当する者を決めておくことが必要です。 

    身体的拘束適正化検討委員会の責任者は、ケア全般の責任者であることが望ましいです。また、

身体的拘束適正化検討委員会には、第三者や専門家を活用することが望ましく、その方策として、

精神科専門医等の活用等が考えられます。 

    また、身体的拘束適正化検討委員会は、テレビ電話装置等（リアルタイムでの画像を介したコミ

ュニケーションが可能な機器をいう。以下同じ。）を活用して行うことができるものとする。この

際、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いの

ためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守

すること 

    介護医療院が、報告、改善のための方策を定め、周知徹底する目的は、身体的拘束適正化につい

て、施設全体で情報共有し、今後の再発防止につなげるものであり、決して従業者の懲罰を目的と

したものでないことに留意することが必要です。 

    具体的には、次のようなことを想定しています。 

① 身体的拘束について報告するための様式をせいびすること。 

② 介護職員その他の従業者は、身体的拘束の発生ごとにその状況、背景等を記録するとともに 

① の様式に従い、身体的拘束について報告すること。 

③ 身体的拘束適正化のための委員会において、②により報告された事例を集計し、分析するこ

と。 

④ 事例の分析に当たっては、身体的拘束の発生時の状況等を分析し、身体的拘束の発生原因、

結果等を取りまとめ、当該事例の適正化と適正化柵を検討すること。 

⑤ 報告された事例及び分析結果を従業者に周知徹底すること。 

⑥ 適正化柵を講じた後に、その結果について評価すること。 

２ 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

  介護医療院が整備する「身体的拘束等の適正化のための指針」には、次のような項目を盛り込ん

でください。 

① 施設における身体的拘束適正化に関する基本的考え方 

② 身体的拘束等の適正化のための委員会その他施設内の組織に関する事項 

③ 身体的拘束等の適正化のための職員研修に関する基本方針 

④ 施設内で発生した身体的拘束の報告方法等のための方策に関する基本方針 

⑤ 身体的拘束発生時の対応に関する基本方針 

⑥ 入所者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針 

⑦ その他身体的拘束適正化の推進のために必要な基本方針 

３ 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。 

  介護職員その他の従業者に対する身体的拘束適正化のための研修の内容としては、身体的拘束適

正化の基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するとともに、当該介護医療院における指針に基づ

き、適正化の徹底を行うものとする。 

  職員教育を組織的に徹底させていくためには、当該介護医療院指針に基づいた研修プログラムを

作成し、定期的な教育(年２回以上)を開催するとともに、新規採用時には必ず身体的拘束適正化の

研修を実施することが重要です。 

  また、研修の実施内容についても記録することが必要です。 

カ 自らその提供する介護医療院サービスの質の評価を行い、常にその改善を図らなければなりません。 

※平成18年４月高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律（以下「高齢者虐待防止

法」という。）が施行されました。高齢者虐待防止、身体拘束廃止等の観点から虐待や身体拘束のそれ
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ぞれの行為についての理解、防止のための取組みを促進し、個別のケアプランに基づいた尊厳のある生

活支援の実現に向けたサービスの質の確保・向上が図られなければなりません。 

 

（11） 施設サービス計画の作成 

 

介護医療院の管理者は、介護支援専門員に施設サービス計画の作成に関する業務を担当させなければなりま

せん。 

 

【ポイント】 

ア 施設サービス計画に関する業務を担当する介護支援専門員（以下「計画担当介護支援専門員」とい

う。）は、施設サービス計画の作成に当たっては、入所者の日常生活全般を支援する観点から、地域の

住民による自発的な活動によるサービス等の利用も含めて施設サービス計画上に位置付けるよう努めな

ければなりません。 

イ 施設サービス計画は、個々の入所者の特性に応じて作成されることが重要です。このため計画担当介護

支援専門員は、施設サービス計画の作成に当たっては、適切な方法により、入所者について、その有す

る能力、その置かれている環境等の評価を通じて入所者が現に抱える問題点を明らかにし、入所者が自 

立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握しなければなりませ

ん。 

ウ 計画担当介護支援専門員は、解決すべき課題の把握（以下「アセスメント」という。）に当たっては、

必ず入所者及びその家族に面接して行わなければなりません。この場合、面接の趣旨を入所者及びその 

家族に対して十分に説明し、理解を得なければなりません。 

エ 計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画が入所者の生活の質に直接影響する重要なものであるこ

とを十分認識し、入所者の希望、入所者についてのアセスメントの結果及び医師の治療の方針に基づ

き、入所者の家族の希望を勘案して、入所者及びその家族の生活に対する意向、総合的な援助の方針、

生活全般の解決すべき課題、介護医療院サービスの目標及びその達成時期、介護医療院サービスの内

容、介護医療院サービスを提供する上での留意事項等を記載した施設サービス計画の原案を作成しなけ

ればなりません。 

   また、当該施設サービス計画原案には、入所者及びその家族の生活に対する意向及び総合的な援助の

方針並びに生活全般の解決すべき課題に加え、各種サービス（医療、リハビリテーション、看護、介

護、食事等)に係る目標を具体的に設定し記載する必要がある。さらに提供される施設サービスについ

て、その長期的な目標及びそれを達成するための短期的な目標並びにそれらの達成時期等を明確に盛り

込み、当該達成時期には施設サービス計画及び提供したサービスの評価を行ない得るようにすることが

重要です。 

オ 計画担当介護支援専門員は、効果的かつ実現可能な質の高い施設サービス計画とするため、施設サービ

スの目標を達成するため、具体的なサービスの内容として何ができるかなどについて、サービス担当者

会議（入所者に対する介護医療院サービスの提供に当たる他の担当者（以下ここでは「担当者」とい

う。）を招集して行う会議（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。ただし、入所

者又はその家族が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該入所者等の同意を得

なければならない。）をいう。）の開催又は担当者に対する照会等により、施設サービス計画の原案の

内容について、担当者から専門的な見地からの意見を求めるものとします。なお、ここでいう他の担当

者とは、医師、薬剤師、看護・介護職員、理学療法士等、管理栄養士等の当該入所者の介護及び生活状

況等に関係する者を指します。 

カ 施設サービス計画は、入所者の希望を尊重して作成されなければなりません。計画担当介護支援専門員

は、施設サービス計画の原案（施設サービス計画書の第１表及び第２表に相当するもの）の内容につい

て入所者又はその家族に対して説明し、文書により入所者の同意を得なければなりません。なお、必要

に応じて入所者の家族の同意を得る（通信機器等の活用により行なわれるものを含む。）ことが望まし

いとされています。 

キ 計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画を作成した際には、当該施設サービス計画を遅滞なく入

所者に交付しなければなりません。なお、交付した施設サービス計画は、その完結の日から２年間又は

介護給付費の受領日から５年間のいずれか長い期間保存しなければなりません。 

ク 計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画の作成後、施設サービス計画の実施状況の把握（入所者
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についての継続的なアセスメントを含む。）を行い、必要に応じて、計画の変更を行うこととします。

なお、実施状況の把握（「モニタリング」という。）に当たっては、入所者及びその家族並びに担当者

との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、定期的に入所者に面接をしなければなりま

せん。また、定期的にモニタリングの結果を記録しなければなりません。「定期的に」の頻度について

は、入所者の心身の状況に応じて適切に判断してください。 

   なお、特段の事情がある場合については、その具体的な内容を記録しておいてください。 

ケ 計画担当介護支援専門員は、入所者が要介護更新認定若しくは要介護状態区分の変更の認定を受けた場

合には、サービス担当者会議の開催、担当者に対する照会等により、施設サービス計画の変更の必要性

について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとします。 

コ アからキまでは、クの変更について準用する。 

 

（12） 診療の方針 

  

【ポイント】 

医師の診療の方針は、次に掲げるところによるほか、別に厚生労働大臣が定める基準によらなければなり

ません。 

ア 診療は、一般に医師として必要性があると認められる疾病又は負傷に対して、的確な診断を基とし、療

養上妥当適切に行います。 

イ 診療に当たっては、常に医学の立場を堅持して、入所者の心身の状況を観察し、要介護者の心理が健康

に及ぼす影響を十分配慮して、心理的な効果をもあげることができるよう適切な指導を行います。 

ウ 常に入所者の心身の状況、病状、その置かれている環境の的確な把握に努め、入所者又はその家族に対

し、適切な指導を行います。 

エ 検査、投薬、注射、処置等は、入所者の病状に照らして妥当適切に行います。 

オ 特殊な療法、新しい療法等については、別に厚生労働大臣が定めるもののほか行ってはなりません。 

カ 別に厚生労働大臣が定める医薬品以外の医薬品を入所者に施用し、又は処方してはなりません。ただ

し、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号）

第２条第17項に規定する治験に係る診療において、当該治験の対象とされる薬物を使用する場合にお

いてはこの限りではありません。 

 

（13） 必要な医療の提供が困難な場合等の措置等 

   

【ポイント】 

ア 介護医療院の医師は、入所者の病状からみて当該介護医療院において自ら必要な医療を提供することが

困難であると認めたときは、協力病院その他適当な病院若しくは診療所への入院のための措置を講じ、

又は他の医師の対診を求める等診療について適切な措置を講じなければなりません。 

   特に、入所者の病状が急変した場合などのように入院による治療を必要とする場合には、協力病院等

の病院へ速やかに入院させることが必要です。 

イ 介護医療院の医師は、不必要に入所者のために往診を求め、又は入所者を病院若しくは診療所に通院さ

せてはなりません。 

ウ 介護医療院の医師は、入所者のために往診を求め、又は入所者を病院若しくは診療所に通院させる場合

には、当該病院若又は診療所の医師又は歯科医師に対し、当該入所者の診療状況に関する情報の提供を

行わなければなりません。 

エ 介護医療院の医師は、入所者が往診を受けた医師若しくは歯科医師又は入所者が通院した病院若しくは

診療所の医師若しくは歯科医師から当該入所者の療養上必要な情報の提供を受けるものとし、その情報

により適切な診療を行なわなければなりません。 
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（14） 機能訓練 

   

入所者の心身の諸機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるため、理学療法、作業療法その他必要な

リハビリテーションを、計画的に行わなければなりません。 

 

 【ポイント】 

リハビリテーションの提供に当たっては、入所の心身の状況及び家庭環境等を十分に踏まえて、日常生活の

自立を助けるため、必要に応じて提供しなければなりません。 

 

 

（15） 栄養管理 

   

入所者の栄養状態の維持及び改善を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、各入所者の状態に応

じた栄養管理を計画的に行わなければなりません。 

 

 【ポイント】 

 介護医療院の入所者に対する栄養管理について、令和３年度より栄養マネジメント加算を廃止し、栄養ケ

ア・マネジメントを基本サービスとして行うことを踏まえ、管理栄養士が、入所者の栄養状態に応じて、計

画的に行うべきことを定めたものである。ただし、栄養士のみが配置されている施設や栄養士又は管理栄養

士を置かないことができる施設については、併設施設や外部の管理栄養士の協力により行うこととする。 

栄養管理について、以下の手順により行うこととする。 

イ  入所者の栄養状態を施設入所時に把握し、医師、管理栄養士、歯科医師、看護師、介護支援専門員その

他の職種の者が共同して、入所者ごとの摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成する

こと。栄養ケア計画の作成に当たっては、施設サービス計画との整合性を図ること。 

なお、栄養ケア計画に相当する内容を施設サービス計画の中に記載する場合は、その記載をもって栄養

ケア計画の作成に代えることができるものとすること。 

ロ  入所者ごとの栄養ケア計画に従い、管理栄養士が栄養管理を行うとともに、入所者の栄養状態を定期的

に記録すること。 

ハ  入所者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて当該計画を見直すこと。 

ニ  栄養ケア・マネジメントの実務等については、「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口

腔管理の実施に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」（令和３年３月

16 日老認発0316 第３号、老老発0316 第２号）第４において示しているので、参考とされたい。 

  なお、当該義務付けの適用に当たっては、令和６年３月３１日までの間は、努力義務とされています。 

 

 

（16） 口腔衛生の管理 

   

  入所者の口腔の健康の保持を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、口腔衛生の管理体制を整備   

し、各入所者の状態に応じた口腔衛生の管理を計画的に行わなければならない。 

 

【ポイント】 

 介護医療院の入所者に対する口腔衛生の管理について、令和３年度より口腔衛生管理体制加算を廃止し、

基本サービスとして行うことを踏まえ、入所者の口腔の健康状態に応じて、以下の手順により計画的に行う

べきことを定めたものである。 

⑴ 当該施設において、歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、当該施設の介護職員に対する

口腔衛生の管理に係る技術的助言及び指導を年２回以上行うこと。 

⑵ ⑴の技術的助言及び指導に基づき、以下の事項を記載した、入所者の口腔衛生の管理体制に係る計画を
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作成するとともに、必要に応じて、定期的に当該計画を見直すこと。なお、口腔衛生の管理体制に係る計画

に相当する内容を施設サービス計画の中に記載する場合はその記載をもって口腔衛生の管理体制に係る計画

の作成に代えることができるものとすること。 

イ 助言を行った歯科医師 

ロ 歯科医師からの助言の要点 

ハ 具体的方策 

ニ 当該施設における実施目標 

ホ 留意事項・特記事項 

⑶ 医療保険において歯科訪問診療料が算定された日に、介護職員に対する口腔清掃等に係る技術的助言及

び指導又は⑵の計画に関する技術的助言及び指導を行うにあたっては、歯科訪問診療又は訪問歯科衛生指導

の実施時間以外の時間帯に行うこと。 

 なお、当該義務付けの適用に当たっては、令和６年３月３１日までの間は、努力義務とされています。 

 

（17） 看護及び医学的管理の下における介護 

   

看護及び医学的管理の下における介護は、入所者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、入所者の病

状及び心身の状況に応じて、適切な技術をもって行わなければなりません。 

   

 【ポイント】 

看護、介護に当たっては次のことに留意します。 

ア １週間に２回以上、適切な方法により入所者を入浴させ、又は清拭しなければなりません。入浴の実

施に当たっては、入所者の自立支援に資するよう、その心身の状況を踏まえて、特別浴槽を用いた入

浴や介助浴等適切な方法により行います。なお、入所者の心身の状況から入浴が困難である場合に

は、清拭を実施するなど入所者の清潔保持に努めます。 

イ 入所者の心身の状況、病状、その置かれている環境等に応じ、適切な方法により、排せつの自立につ

いて必要な援助を行わなければなりません。排せつに係る介護に当たっては、入所者の心身の状況や

排せつ状況などをもとに、トイレ誘導や入所者の自立支援に配慮した排せつ介助など適切な方法によ

り行います。 

ウ おむつを使用せざるを得ない場合には、入所者の心身及び活動状況に適したおむつを提供し、適切に

おむつ交換を実施します。 

エ 褥瘡が発生しないよう適切な介護を行うとともに、その発生を予防するための体制を整備しなければ

なりません。 

※「体制の整備」とは、褥瘡の予防に関わる施設における整備や褥瘡に関する基礎的知識を持ち、日

常的なケアにおいて介護職員等が配慮することにより、褥瘡発生の予防効果を向上させることを想定

しています。例えば、 

・ 褥瘡のハイリスク者（日常生活自立度が低い入所者等）に対する、褥瘡予防のための計画の作

成、実践並びに評価 

・ 専任の褥瘡予防対策担当者の選定（看護師が望ましい） 

・ 医師、看護職員、介護職員、管理栄養士等からなる褥瘡対策チームの設置 

・ 褥瘡対策のための指針の整備 

・ 職員に対する施設内職員継続教育を実施    等 

また、施設外の専門家による相談、指導を積極的に活用することが望ましいものであります。 

オ 入所者に対し、離床、着替え、整容その他日常生活上の世話を適切に行わなければなりません。 

カ 入所者に対して、入所者の負担により、当該介護医療院の従業者以外の者による看護及び介護を受け

させてはなりません。 
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（18） 食事の提供 

  

入所者の食事は、栄養並びに入所者の身体の状況、病状及び嗜好を考慮しつつ、適切な時間に行わなければな

りません。また、その者の自立の支援に配慮し、できるだけ離床して食堂で行われるよう努めます。 

 

 【ポイント】 

ア 個々の入所者の栄養状態に応じて、摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮した栄養管理を行うとともに、

入所者の栄養状態、身体の状況並びに病状及び嗜好を定期的に把握し、それに基づき計画的な食事の提

供を行います。 

イ 食事は、入所者の自立の支援に配慮し、できるだけ離床して食堂で行うように努めることとします。 

ウ 調理は、あらかじめ作成された献立に従って行うとともに、その実施状況を明らかにしておきます。 

エ 食事時間は適切な時間とし、夕食時間については午後６時以降とすることが望ましく、早くても午後５

時以降にします。 

オ 食事の提供に関する業務は介護医療院自らが行うことが望ましいが、栄養管理、調理管理、材料管理、

施設等管理、業務管理、衛生管理、労働衛生管理について施設自らが行う等、当該施設の管理者が業務

遂行上必要な注意を果たし得るような体制と契約内容により、食事サービスの質が確保される場合に

は、当該施設の最終的責任の下で第三者に委託することができます。 

カ 食事提供については、入所者の嚥下や咀嚼の状況、食欲など心身の状態等を当該入所者の食事に的確に

反映させるために、療養室関係部門と食事関係部門との連絡が十分とられていることが必要

であります。 

キ 入所者に対しては適切な栄養食事相談を行う必要があります。 

ク 食事内容については、医師又は栄養士若しくは管理栄養士を含む会議において検討が加えられなければ

なりません。 

ケ 調理及び配膳に伴う衛生は、食品衛生法等関係法規に準じて取り扱います。なお、食事の提供に使用す

る食器等の消毒も適正に行われなければなりません。 

 

（19） 相談及び援助 

 

 介護医療院は、常に入所者の心身の状況、病状、その置かれている環境等の的確な把握に努め、入所者又はそ

の家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行なわなければなりません。 

 

（20） その他のサービスの提供 

 

 適宜入所者の為のレクリエーション行事を行うよう努めます。また、常に入所者の家族との連携を図るととも

に、入所者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めます。 

 

（21） 入所者に関する市町村への通知 

 

 介護医療院サービスを受けている入所者が、次のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨

を市町村に通知しなければなりません。 

① 正当な理由なしに介護医療院サービスの利用に関する指示に従わないことにより、要介護状態の 程度 

を増進させたと認められるとき。 

② 偽りその他不正の行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。 
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（22） 管理者による管理 

 

介護医療院の管理者は、専ら当該介護医療院の職務に従事する常勤の者でなければなりません。 

ただし、介護医療院の管理業務に支障がないときは、当該介護医療院の従業者としての職務に従事する場合、

当該介護医療院と同一敷地内にある他の事業所、施設の管理者又は従業者としての職務に従事する場合であって、

特に当該介護医療院の管理業務に支障がないと認められる場合には、この限りではありません。    

 介護医療院の管理者は、暴力団員等（相模原市暴力団排除条例(平成23年相模原市条例第31号。以下「暴力

団排除条例」という。)第２条第４号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。）又は暴力団員等と密接な関係

を有すると認められる者であってはなりません。 

 

（23） 管理者の責務 

 

介護医療院の管理者は、当該介護医療院の従業者の管理、業務の実施状況の把握その他の管理を、一元的に行

わなければなりません。  

また、管理者は、従業者に運営基準の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行わなければなりません。  

 さらに、管理者は、介護医療院に医師を宿直させなければなりません。ただし、以下のいずれかの場合であっ

て、当該介護医療院の入所者に対するサービスの提供に支障がない場合にあっては、この限りではありません。 

① Ⅱ型療養床のみを有する介護医療院である場合 

② 医療機関併設型介護医療院であり同一敷地内又は隣接する敷地にある病院又は診療所との連携が確保され 

ており、当該介護医療院の入所者の病状が急変した場合に、当該病院又は診療所の医師が速やかに診察を行 

なう体制が確保されている場合。 

 

（24） 計画担当介護支援専門員の責務 

 

 計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画の作成に関する業務のほか、次に掲げる業務を行います。 

① 入所申込者の入所に際し、その者に係る居宅介護支援事業者に対する照会等により、その者の心身の状

況、生活歴、病歴、指定居宅サービス等の利用状況等を把握すること。 

③ 入所者の心身の状況、病状、その置かれている環境等に照らし、その者が居宅において日常生活を営む

ことができるかどうかについて定期的に検討し、その内容を記録すること。 

② 入所者の退院に際し、居宅サービス計画の作成等の援助に資するため、居宅介護支援事業者に対して情

報を提供するほか、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者と密接に連携すること。 

④  提供した介護医療院サービスに関する苦情の内容等を記録すること。 

④ 介護医療院サービスの提供により事故が発生した場合は、事故の状況及び事故に際して採った処置につ

いて記録すること。 

 

（25） 運営規程 

 

 施設の運営についての重要事項に関する規程（運営規程）を定めなければなりません。また、運営規程はその

概要を施設内の見やすい場所に掲示しなければなりません。 

 【ポイント】 

（運営規程に定めなければならない事項） 

（１）施設の目的及び運営の方針 

（２）従業者の職種、員数及び職務の内容 

（３）入所定員（Ⅰ型療養床に係る入所定員、Ⅱ型療養床に係る入所定員及びその合計人数をいう。） 

（４）入所者に対する介護医療院サービスの内容及び利用料その他の費用の額 

（５）施設の利用に当たっての留意事項 
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（６）非常災害対策 

（７）虐待の防止のための措置に関する事項 

（８）身体的拘束その他入所者の行動を制限する行為を行う際の手続 

（９）事故発生時の対応 

（10）業務に関して知り得た秘密の保持に関する事項 

（11）苦情及び相談に対する体制 

（12）従業者の研修の実施に関する事項 

（13）前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 

  

 特に次の点に留意してください。 

  ア 施設の利用に当たっての留意事項とは、入所者が介護医療院サービスの提供を受ける際に入所者が留意

すべき事項(入所生活上のルール、設備の利用上の留意事項等を指します。 

  イ 非常災害対策とは、第32条の非常災害に関する具体的計画を指します。 

  ウ 虐待の防止に係る、組織内の体制（責任者の選定、従業者への研修方法や研修計画等）や虐待又は虐待

が疑われる事案（以下「虐待等」という。）が発生した場合の対応方法等を指す内容であること 

  エ 施設の利用に当たっての留意事項には、当該施設における医師の宿直の有無について定めておいてくだ

さい。Ⅱ型療養床のみを有する介護医療院である場合など医師の宿直がない施設についてはその事由につ

いて定めておいてください。 

 

（26） 勤務体制の確保等 

 

 入所者に対して、適切な介護医療院サービスを提供できるよう、従業者の勤務の体制を定め、当該施設の従業

者によって介護医療院サ－ビスを提供しなければなりません。 

 ただし、調理・洗濯等の入所者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、第三者への委託等が認められ

ています。 

 従業者に対し、その資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければなりません。その際、全ての従業

者（看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第８条第２項に規定する政令で定める者等の資格を有

する者その他これに類する者を除く。）に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置

を講じなければなりません。 

 適切な介護医療院サービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を

背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止

するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければなりません。 

 

【ポイント】 

ア 原則として、月ごと療養棟ごとの勤務表を作成し、従業者の日々の勤務時間、常勤・非常勤の別、看

護・介護職員等の配置、管理者との兼務関係等を明確にしなければなりません。 

イ 夜間の安全の確保及び入所者のニーズに対応するため、看護・介護職員による夜勤体制を確保するこ

と。また、休日、夜間等においても医師との連絡が確保される体制を確保しなければなりません。 

ウ 従業者の資質向上を図るため、研修機関が実施する研修や当該施設内の研修への参加の機会を計

画的に確保しなければなりません。 

エ 介護医療院に、介護に直接携わる職員のうち、医療・福祉関係の資格を有さない者について、認知

症介護基礎研修を受講させるために必要な措置を講じることを義務づけることとしたものであり、

これは、介護に関わる全ての者の認知症対応力を向上させ、認知症についての理解の下、本人主体

の介護を行い、認知症の人の尊厳の保障を実現していく観点から実施するものであること。 

当該義務付けの対象とならない者は、各資格のカリキュラム等において、認知症介護に関する基礎

的な知識及び技術を習得している者とすることとし、具体的には、同条第３項において規定されて

いる看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、実務者研修修了者、介護職員初任者研修修

了者、生活援助従事者研修修了者に加え、介護職員基礎研修課程又は訪問介護員養成研修課程一級



23 

課程・二級課程修了者、社会福祉士、医師、歯科医師、薬剤師、理学療法士、作業療法士、言語聴

覚士、精神保健福祉士、管理栄養士、栄養士、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師等とする。 

なお、当該義務付けの適用に当たっては、平成6年3月 31日までの間は、努力義務とされていま

す。介護医療院は、令和６年３月31 日までに医療・福祉関係資格を有さない全ての従業者に対し

認知症介護基礎研修を受講させるための必要な措置を講じなければならない。また、新卒採用、中 

途採用を問わず、施設が新たに採用した従業者（医療・福祉関係資格を有さない者に限る。）に対

する当該義務付けの適用については、採用後１年間の猶予期間を設けることとし、採用後１年を経

過するまでに認知症介護基礎研修を受講させることとする（この場合についても、令和６年３月31 

日までは努力義務で差し支えない）。 

オ  雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律（昭和47 年法律第113 号）

第11 条第１項及び労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関

する法律（昭和41 年法律第132 号）第30 条の２第１項の規定に基づき、事業主には、職場にお

けるセクシュアルハラスメントやパワーハラスメント（以下「職場におけるハラスメント」とい

う。）の防止のための雇用管理上の措置を講じることが義務づけられていることを踏まえ、規定し

たものである。事業主が講ずべき措置の具体的内容及び事業主が講じることが望ましい取組につい

ては、次のとおりとする。なお、セクシュアルハラスメントについては、上司や同僚に限らず、入

所者やその家族等から受けるものも含まれることに留意すること。 

イ 事業主が講ずべき措置の具体的内容 

事業主が講ずべき措置の具体的な内容は、事業主が職場における性的な言動に起因する問題に

関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針（平成18 年厚生労働省告示第615 号）及び事

業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき

措置等についての指針（令和２年厚生労働省告示第５号。以下「パワーハラスメント指針」とい

う。）において規定されているとおりであるが、特に留意されたい内容は以下のとおりである。 

ａ 事業者の方針等の明確化及びその周知・啓発 

職場におけるハラスメントの内容及び職場におけるハラスメントを行ってはならない旨の方

針を明確化し、従業者に周知・啓発すること。 

ｂ 相談（苦情を含む。以下同じ。）に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備 

相談に対応する担当者をあらかじめ定めること等により、相談への対応のための窓口をあら

かじめ定め、労働者に周知すること。 

なお、パワーハラスメント防止のための事業主の方針の明確化等の措置義務については、女

性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律（令和元年法律第24 

号）附則第３条の規定により読み替えられた労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の

安定及び職業生活の充実等に関する法律第30 条の２第１項の規定により、中小企業（資本

金が３億円以下又は常時使用する従業員の数が300 人以下の企業）は、令和４年４月１日か

ら義務化となり、それまでの間は努力義務とされているが、適切な勤務体制の確保等の観点

から、必要な措置を講じるよう努められたい。 

ロ 事業主が講じることが望ましい取組について 

    パワーハラスメント指針においては、顧客等からの著しい迷惑行為（カスタマーハラスメン

ト）の防止のために、事業主が雇用管理上の配慮として行うことが望ましい取組の例として、

①相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備、②被害者への配慮のための取組（メ

ンタルヘルス不調への相談対応、行為者に対して１人で対応させない等）及び③被害防止のた

めの取組（マニュアル作成や研修の実施等、業種・業態等の状況に応じた取組）が規定されて

いる。介護現場では特に、入所者又はその家族等からのカスタマーハラスメントの防止が求め

られていることから、イ（事業主が講ずべき措置の具体的内容）の必要な措置を講じるにあた

っては、「介護現場におけるハラスメント対策マニュアル」、「（管理職・職員向け）研修の

ための手引き」等を参考にした取組を行うことが望ましい。この際、上記マニュアルや手引き

については、以下の厚生労働省ホームページに掲載しているので参考にされたい。 

（https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05120.html） 

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05120.html
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（27） 業務改善計画の策定等 

 

 感染症や非常災害の発生時において、入所者に対する介護医療院サービスの提供を継続的に実施するための計

画（以下「業務改善計画」という。）を策定し、当該業務改善計画に従い必要な措置を講じなければなりません。

業務継続計画に従い、事業者に対して、必要な研修及び訓練（シミュレーション）を実施しなければならないこ

ととしたものである。また、感染症や災害が発生した場合には、従業者が連携し取り組むことが求められること

から、研修及び訓練の実施にあたっては、全ての従業者が参加できるようにすることが望ましい。 

 なお、業務継続計画の策定等は、令和6年 3月31日までの間は、努力義務とされています。 

 介護医療院は、従業者に対し、業務改善計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施

しなければなりません。業務継続計画に従い、事業者に対して、必要な研修及び訓練（シミュレーション）を実

施しなければならないこととしたものである。また、感染症や災害が発生した場合には、従業者が連携し取り組

むことが求められることから、研修及び訓練の実施にあたっては、全ての従業者が参加できるようにすることが

望ましい。  

 介護医療院は、定期的に業務改善計画の見直しを行い、必要に応じて業務改善計画の変更を行うものとします。 

 

（28） 定員の遵守 

 

 入所定員及び療養室の定員を超えて入所させることはできません。ただし、災害、虐待その他やむを得ない事

情がある場合は、この限りではありません。 

 

（29） 非常災害対策 

 

介護医療院は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、

それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければなりません。 

訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければなりません。 

 

【ポイント】 

ア 介護医療院の入所者の特性に鑑み、非常災害に際して必要な具体的計画の策定、関係機関への通報及び

連携体制の整備、避難、救出訓練の実施等の対策の万全を期さなければなりません。 

イ 「消火設備その他の非常災害に際して必要な設備」とは、消防法（昭和 23 年法律第 186 号）その他の

法令等に規定された設備を示しており、それらの設備を確実に設置しなければなりません。 

ウ 介護医療院の開設者は、非常災害に際して必要な具体的計画の策定、関係機関への通報及び連携体制の

整備、避難、救出訓練、の実施等の対策の万全を期さなければなりません。関係機関への通報及び連携

体制とは、火災等の災害時に、地域の消防機関へ速やかに通報する体制をとるよう従業員に周知徹底す

るとともに、日頃から消防団や地域住民との連携を図り、火災等の際に消火・避難等に協力してもらえ

るような体制作りを求めることとしたものです。 

エ 「非常災害に関する具体的計画」とは、消防法施行規則（昭和 36 年自治省令第６号）第３条に規定す

る消防計画（これに準ずる計画を含む。）及び風水害、地震等の災害に対処するための計画をいいま

す。この場合、消防計画の策定及びこれに基づく消防業務の実施は、消防法第８条の規定により防火管

理者を置くこととされている介護医療院にあってはその者に行わせるものとする。また、防火管理者を

置かなくてもよいこととされている介護医療院においても、防火管理について責任者を定め、その者に

消防計画に準ずる計画の樹立等の業務を行わせるものとする。 

オ 介護医療院の開設者が避難、救出その他の訓練の実施に当たって、できるだけ地域住民の参加が得られ

るよう努めることとしたものであり、日頃から地域住民との密接な連携体制を確保するなど、訓練の実

施に協力を得られる体制づくりに努めることが必要です。訓練の実施に当たっては、消防関係者の参加

を促し、具体的な指示を仰ぐなど、より実効性のあるものとしてください。 
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（30） 衛生管理等 

 

  入所者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上

必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療機器の管理を適正に行わなければなりません。 

  また、施設において感染症又は食中毒が発生、又はまん延しないよう、次に掲げる措置を講じなければなりま

せん。 

  一 介護医療院における感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電

話装置等を活用して行うことができるものとする。）をおおむね３月に1回以上開催するとともに、その結

果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。 

  ニ 介護医療院における感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。 

  三 介護医療院において、介護職員その他の従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のため

の研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。 

  四 別に厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の手順に沿った対応を行うこと。 

 

【ポイント】 

ア 食中毒及び感染症の発生を防止するための措置等について、必要に応じて保健所の助言、指導を求め、

常に密接な連携を保つ必要があります。 

イ 特にインフルエンザ対策、腸管出血性大腸菌感染症対策、レジオネラ症対策等については、発生及びま

ん延を防止するための措置について、別途通知等が発出されているので、これに基づき、適切な措置を

講じなければなりません。 

ウ 空調設備等により、施設内の適温の確保に努める必要があります。 

エ 「感染症又は食中毒が発生、又はまん延しないよう講ずるべき措置」は、具体的には次の取扱いとして

ください。 

① 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会 

当該施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会（以

下「感染対策委員会」という。）であり、幅広い職種（例えば、当該施設の管理者、事務長、

医師、看護・介護職員、栄養士又は管理栄養士、生活相談員）により構成する。構成メン

バーの責務及び役割分担を明確にするとともに、専任の感染対策を担当する者（感染対策担当者）

を決めておくことが必要です。感染対策委員会は、入所者の状況など施設の状況に応じ、おおむ

ね３月に1回以上、定期的に開催するとともに、感染症が流行する時期等を勘案して必要に応じ随

時開催する必要があります。 

感染対策委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。この際、個人情

報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイ

ダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守してくださ

い。 

なお、感染対策委員会は、運営委員会などの施設内の他の委員会と独立して設置・運営するこ

とが必要であるが、関係する職種、取り扱う事項等が相互に関係が深いと認められる他の会議体を

設置している場合、これと一体的に設置・運営することも差し支えありません。感染対策担当者は

看護師であることが望ましい。また、施設外の感染管理等の専門家を委員として積極的に活用する

ことが望ましい。 

② 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針 

当該施設における「感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針」には、平常時の対

策及び発生時の対応を規定する。 

   平常時の対策としては、施設内の衛生管理（環境の整備、排泄物の処理、血液・体液の処理

等）、日常のケアにかかる感染対策（標準的な予防策（例えば、血液・体液・分泌液・排泄物

（便）などに触れるとき、傷や創傷皮膚に触れるときどのようにするかなどの取り決め、手洗いの

基本、早期発見のための日常の観察項目）等、発生時の対応としては、発生状況の把握、感染拡

大の防止、医療機関や保健所、市町村における施設関係課等の関係機関との連携、医療措置、行
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政への報告等が想定される。また、発生時における施設内の連絡体制や前記の関係機関への連絡体

制を整備し、明記しておくことも必要である。 

   なお、それぞれの項目の記載内容の例については、「介護現場における感染対策の手引き」を参

照してください。 

③ 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修 

 介護職員その他の従業者に対する「感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修」の

内容は、感染対策の基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するとともに、当該施設における指針

に基づいた衛生管理の徹底や衛生的なケアの励行を行うものとする。 

職員教育を組織的に浸透させていくためには、当該施設が指針に基づいた研修プログラムを作成

し、定期的な教育（年２回以上）を開催するとともに、新規採用時には必ず感染対策研修を実施す

ることが重要である。また、調理や清掃などの業務を委託する場合には、委託を受けて行う者に対

しても、施設の指針が周知されるようにする必要がある。 

また、研修の実施内容については記録が必要である。 

④ 感染症の予防及びまん延の防止のための訓練 

     平時から、実際に感染症が発生した場合を想定し、発生時の対応について、訓練（シミュレーシ

ョン）を定期的（年２回以上）に行うことが必要である。訓練においては、感染症発生時において

迅速に行動できるよう、発生時の対応を定めた指針及び研修内容に基づき、施設内の役割分担の確

認や、感染対策をした上でのケアの演習などを実施するものとする。 

訓練の実施は、机上を含めその実施手法は問わないものの、机上及び実地で実施するものを適

切に組み合わせながら実施することが適切である。 

なお、当該義務付けの適用に当たっては、令和6年3月 31日までの間は、努力義務とされてい

ます。 

⑤ 施設は、入所予定者の感染症に関する事項も含めた健康状態を確認することが必要であるが、その 

結果感染症や既往であっても、一定の場合を除き、サービス提供を断る正当な理由には該当しないも 

のである。こうした者が入所する場合には、感染対策担当者は、介護職員その他の従業者に対し、当 

該感染症に対する知識、対応等について周知することが必要である。 

オ 感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順に沿った対応を行う必要があります。 

※「対処等に関する手順」 

① 感染症等が疑われる場合の管理者への報告体制、管理者からの指示 

② 有症者等の状態に応じた協力病院等との連携 

③ 施設から市町村及び保健所への報告基準 

・同一の感染症等による（と疑われる）死亡者又は重篤患者が１週間内に２名以上発生した場合 

     ・同一の有症者等が10名以上又は全入院患者の半数以上発生した場合 

     ・通常の発生動向を上回る発生が疑われ、管理者等が報告を必要と認めた場合 

④ 検体確保の努力義務 

⑤ 日頃からの感染症等の防止のための措置（職員の健康管理の徹底、健康状態に応じた職員や来

訪者の入院患者との接触制限、手洗いやうがいの励行等） 

参考：平成17年２月22日 「社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について」 

カ 施設は、入院予定者の感染症に関する事項も含めた健康状態を確認することが必要であるが、その結果

感染症や既往であっても、一定の場合を除き、サービス提供を断る正当な理由には該当しないものであ

る。こうした者が入院する場合には、感染対策担当者は、介護職員その他の従事者に対し、当該感染症

に関する知識、対応等について周知することが必要である。 

キ 管理者は、次に掲げる業務を委託する場合は、医療法施行規則第９条の８、第９条の９、第９条の１

２、第９条の１３、別表第一の２及び別表第一の３の規定を準用する。この場合において、同令第９条

の８第１項中「法第１５条の２の規定による人体から排出され」とあるのは「人体から排出され」」

と、同条第２項中「法第１５条の２の規定による検体検査」とあるのは「検体検査」と、第９条の９第

１項中「法第１５条の２の規定による医療機器又は医学的処置若しくは手術」とあるのは「医療機器又

は医学的処置」と、第９条の１２中「法第１５条の２の規定による第９条の７に定める医療機器」とあ

るのは「医薬品医療機器等法第２条第８項に規定する特定保守管理医療機器」と第９条の１３中「法第
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１５条の２の規定による医療」とあるのは「医療」と読み替えるものとする。 

① 検体検査の業務 

② 医療機器又は医学的処置の用に供する衣類その他の繊維製品の滅菌又は消毒の業務 

③ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第２条第８項に規定する特

定保守管理医療機器の保守点検の業務 

④ 医療の用に供するガスの供給設備の保守点検の業務（高圧ガス保安法（昭和26年法律第204

号）の規定により高圧ガスを製造又は消費する者が自ら行なわなければならないものを除く。） 

ク 循環式浴槽を利用している場合は、レジオネラ症防止対策を以下の管理概要に基づいて行ってくださ

い。 

① 毎日完全に換水して浴槽を清掃すること。ただし、毎日換水できない場合でも、週１回以上完

全に換水して浴槽を清掃、消毒する。 

② レジオネラ属菌に関する浴槽水の水質検査を定期的に行う。（水質基準は、レジオネラ属菌

は、検出されないこととされている。） 

・ろ過器を使用していない浴槽水及び毎日完全に換水している浴槽水は、１年に１回以上 

・連日使用している浴槽水は、１年に２回以上 

・連日使用している浴槽水でその消毒が塩素消毒でない場合は、１年に４回以上 

③ ろ過器及び循環配管は、１週間に１回以上、ろ過器を逆洗浄したり、カートリッジの適切な消

毒などによりレジオネラ属菌が増殖しにくくする。年に１回程度は、循環配管内の生物膜の状況

を点検し、生物膜がある場合には、その除去を行うことが望ましい。 

④ 浴槽水の消毒に当たっては、塩素系洗剤を使用し、浴槽水中の遊離残留塩素濃度を頻繁に測定

し、記録する。 

⑤ 集毛器は、使用日ごとに清掃し、バスケットを塩素系薬剤で消毒する。 

⑥ 管理記録を３年以上保存する。 

 

  「循環式浴槽におけるレジオネラ症防止対策マニュアル」（令和元年１２月改正）を参照してくださ

い。 

 

 

（31） 協力病院 

 

 介護医療院は、入所者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ協力病院を定めておかなければなりません。 

また、介護医療院は、あらかじめ協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければなりません。 

なお、選定に当たっては、必要の応じ、地域の関係団体の協力を得て行なわれるものとするほか、次の点に留

意してください。 

 ア 協力病院は、介護医療院から自動車等による移送に要する時間がおおむね20分以内の近距離にあるこ

と。 

 イ 当該病院が標榜している診療科名等からみて、病状急変等の事態に適切に対応できるものであること。 

 ウ 協力病院に対しては、入所者の入院や休日や夜間等における対応について円滑な協力ヲ得るため、あ

らかじめ必要な事項を取り決めておくこと。 

 

 平成30年度介護報酬改定に関するQ＆A（Vol.１）（平成30年３月238日）  

 

【問１】 

介護保険施設等における歯科診療について、協力歯科医療機関のみが歯科診療を提供することとなるのか。 

（答） 

介護保険施設等における歯科診療について、歯科医療機関を選択するのは利用者であるので、利用者の意向

を確認した上で、歯科診療が提供されるよう対応を行うことが必要である。 
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（32） 掲示 

 

 介護医療院は、施設の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、協力病院、利用料その他のサ

ービスの選択に資すると認められる重要事項（苦情処理の概要等）を掲示しなければなりません。 

 重要事項を記載した書面を介護医療院に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることによ

り、掲示に代えることができます。 

 

（33） 秘密保持等 

 

介護医療院の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た入院患者又はその家族の秘密を漏らしてはい

けません。 

  【ポイント】 

ア 過去に当該介護医療院の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又はその

家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければなりません。 

  具体的には、当該介護医療院の従業者でなくなった後においても、これらの秘密を保持すべき旨を従業

者の雇用時等に取り決め、例えば違約金について、定めを置くなどの措置を講ずべきこととします。 

イ 居宅介護支援事業者等に対して、退所後の居宅における居宅介護支援計画の作成等に資するために、居

宅介護支援事業者に対して、入所者に関する情報を提供する際には、あらかじめ、文書により入所者か

ら同意を得ておかなければなりません。 

〇 入所者及びその家族から個人情報の使用に関する同意を得る場合には、少なくとも次の事項を個人情報使用

同意書に記載すべきと考えます。 

 

 

 

 

 

 

（34） 居宅介護支援事業者に対する利益供与等の禁止 

【ポイント】 

ア 居宅介護支援事業者による介護保険施設の紹介が公正中立に行われるよう、居宅介護支援事業者又はそ

の従業者に対し、要介護被保険者に対して当該介護医療院を紹介することの対償として、金品その他の

財産上の利益を供与することは禁じられています。 

イ 入所者による退所後の居宅介護支援事業者の選択が公正中立に行われるよう、居宅介護支援事業者又は

その従業員から、当該介護医療院からの退所患者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の

利益を収受することは禁じられています。 

 

（35） 苦情処理 

 

介護医療院は、提供した介護医療院サービスに関する入所者及びその家族からの苦情に、迅速かつ適切に対応

するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければなりません。 

【個人情報の使用に関する同意書に記載すべきと考えられる事項】 

ア 使用する目的     ウ 使用する期間 

イ 使用する事業者の範囲 エ 使用に当たっての条件 
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【ポイント】 

ア 「必要な措置」とは、苦情を受け付けるための窓口を設置することのほか、相談窓口、苦情処理の体制

及び手順等、当該施設における苦情を処理するために講ずる措置の概要について明らかにし、これを入

院患者又はその家族にサービスの内容を説明する文書に記載するとともに、施設に掲示すること等です。 

イ 提供したサービスに関する入所者及びその家族からの苦情受け付けた場合は、苦情に対し介護医療院が

組織として迅速かつ適切に対応するため、当該苦情（介護医療院が提供したサービスとは関係のないも

のを除く。）の受付日、内容等を記録しなければなりません。 

ウ 苦情がサービスの質の向上を図る上での重要な情報であるとの認識に立ち、苦情の内容を踏まえ、サー

ビスの質の向上に向けた取り組みを自ら行わなければなりません。 

エ 苦情の内容等の記録は、２年間保存しなければなりません。 

オ 提供したサービスに関して、市町村から文書その他の物件の提出若しくは提示の求めがあった場合又は

市町村の職員からの質問若しくは照会があった場合は、その調査に協力しなければなりません。 

  また、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って、必要な改善を行わなけれ

ばなりません。 

カ 市町村からの求めがあった場合には、指導又は助言に従って行った改善の内容を市町村に報告しなけれ

ばなりません。 

キ 提供したサービスに関する入院患者からの苦情に関して、国民健康保険団体連合会が行う調査に協力す

るとともに、指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従い必要な改善を行わなければなりま

せん。 

ク 国民健康保険団体連合会から求めがあった場合には、指導又は助言に従って行った改善の内容を国民健

康保険団体連合会に報告しなければなりません。 

 

（36） 地域との連携等 

 

介護医療院は、その運営に当たっては、地域に開かれたものとして運営されるよう、地域住民又はボランティ

ア団体等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければなりません。 

また、提供した介護医療院サービスに関する入所者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援

助を行う事業、その他の市町村が実施する事業に協力するよう努めなければなりません。なお、「市町

村が実施する事業」には、介護相談員派遣事業のほか、広く市町村が老人クラブ、婦人会その他の非営利

団体や住民の協力を得て行う事業が含まれます。 
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（37） 事故発生の防止及び発生時の対応 

 

介護医療院は、事故の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければなりません。 

 

【ポイント】 

ア 事故の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければなりません。 

① 事故が発生した場合の対応、市町村等への報告の方法等が記載された事故発生の防止のための指針

を整備する。 

「指針」に盛り込むべき項目として想定されること 

・施設における介護事故防止に関する基本的考え方 

・介護事故の防止のための委員会その他の施設内の組織に関する事項 

・介護事故の防止のための職員研修に関する基本方針 

・施設内で発生した介護事故、介護事故には至らなかったが介護事故が発生しそうになった場合

（ヒヤリ・ハット事例）及び現状を放置しておくと介護事故に結びつく可能性が高いもの（以下

「介護事故等」という。）の報告方法等の介護に係る安全の確保を目的とした改善のための方策

に関する基本方針 

・介護事故等発生時の対応に関する基本方針 

・入所者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針 

・その他介護事故等の発生の防止の推進のために必要な基本方針 

③ 事故の報告され、その分析を通じた改善策の職員に対する周知徹底 

介護医療院が、報告、改善のための方策を定め、周知徹底する目的は、介護事故等について、施設

全体で情報共有し、今後の再発防止につなげるためのものであり、決して職員の懲罰を目的としたも

のではないことに留意する必要がある。 

具体的に想定されること 

・介護事故等について報告するための様式を整備する。 

・介護職員その他の職員は、介護事故等の発生、又は発見ごとにその状況、背景等を記録するとと

もに、介護事故等について報告するための様式に従い、介護事故等について報告すること。 

・事故発生防止のための委員会において、報告された事例を集計し、分析すること。 

・事例の分析に当たっては、介護事故等の発生時の状況等を分析し、介護事故等の発生原因、結果

等をとりまとめ、防止策を検討すること。 

・報告された事例及び分析結果を職員に周知徹底すること。 

・防止策を講じた後に、その効果について評価すること。 

④ 事故発生の防止のための委員会 

介護医療院における「事故発生の防止のための検討委員会」（以下「事故防止検討委員会」とい

う。）は、介護事故発生の防止及び再発防止のための対策を検討する委員会であり、幅広い職種

（例えば、当該施設の管理者、事務長、医師、看護・介護職員、生活相談員）により構成する。構

成メンバーの責務及び役割分担を明確にするとともに、専任の安全対策を担当する者を決めておく

必要がある。 

 事故防止検討委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。この際、個

人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのための

ガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守してく

ださい。 

なお、事故防止検討委員会は、運営委員会など他の委員会と独立して設置・運営することが必要

であるが、関係する職種、取り扱う事項等が相互に関係が深いと認められる他の会議体を設置して

いる場合、これと一体的に設置・運営することも差し支えない。事故防止検討委員会の責任者はケ

ア全般の責任者であることが望ましい。 

また、事故防止検討委員会に施設外の安全対策の専門家を委員として積極的に活用することが望
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ましいです。 

⑤ 事故発生の防止のための職員に対する研修 

介護職員その他の職員に対する事故発生の防止のための研修の内容としては、事故発生防止の基礎

的内容等の適切な知識を普及・啓発するとともに、介護医療院における指針に基づき、安全管理の徹

底を行うものとする。 

職員教育を組織的に浸透させていくためには、介護医療院が指針に基づいた研修プログラムを作成

し、定期的な教育（年２回以上）を開催するとともに、新規採用時には必ず事故発生の防止の研修を

実施することが重要です。また、研修の実施内容については記録が必要である。 

⑥ 賠償すべき事態となった場合には、速やかに賠償しなければなりません。そのためにも損害賠償保 

険に加入しておく必要があります。 

⑦ 事故発生防止等の措置を適切に実施するための担当者 

介護医療院における事故発生を防止するための体制として、①から④までに掲げる措置を適切に実 

施するため、専任の担当者を置くことが必要である。当該担当者としては、事故防止検討委員会の安 

全対策を担当する者と同一の従業者が務めることが望ましい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（38） 虐待の防止 

 

 介護医療院は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければなりません。 

 一 介護医療院における虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことが 

できるものとする。）を定期的に開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知

徹底を図ること。 

 ニ 介護医療院における虐待の防止のための指針を整備すること。 

 三 介護医療院において、介護職員その他の従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。 

 四 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 

 

 虐待は、法の目的の一つである高齢者の尊厳の保持や、高齢者の人格の尊重に深刻な影響を及ぼす可能性が極 

めて高く、施設は虐待の防止のために必要な措置を講じなければならない。虐待を未然に防止するための対策及

び発生した場合の対応等については、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」（平

成17 年法律第124 号。）に規定されているところであり、その実効性を高め、入所者の尊厳の保持・人格の尊

重が達成されるよう、次に掲げる観点から虐待の防止に関する措置を講じるものとする。 

 ・虐待の未然防止 

施設は高齢者の尊厳保持・人格尊重に対する配慮を常に心がけながらサービス提供にあたる必要があり、

事故発生後の対応に関する苦情・トラブルが増えています！ 

 相模原市に寄せられる入院患者や家族等からの相談・苦情で、事故発生直後の対応（救急要請等）の不

手際や事業者からの謝罪に関する不満・苦情、賠償に関するトラブルなどが増えています。 

 事故発生直後の現場での対応方法だけでなく、その後の家族等との接し方や賠償の手続についてもマニ

ュアル化し、誠意のある対応を行ってください。 

○相模原市に報告が必要な事故○ 

(１)利用者が受傷又は死亡に至る事故の発生 

①受傷の程度は、医療機関に受診した場合を原則とする 

②利用者が事故発生直後に死亡した場合、又は事故発生(事故の報告の有無は問わない)からある程度

の期間を経て死亡した場合 

③利用者が病気等により死亡しても、死因等に疑義がある場合 

(２)誤薬の発生 (医師の診察又は指示を受けた場合。(利用者の体調に異変がない場合も含む。)) 

(３)食中毒及び感染症(インフルエンザ、ノロウィルス等)の発生 

(４)職員(従業者)の法令違反及び不祥事等の発生 
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第１条の２の基本方針に位置付けられているとおり、研修等を通じて、従業者にそれらに関する理解を促

す必要がある。同様に、従業者が高齢者虐待防止法等に規定する養介護施設の従業者としての責務・適切

な対応等を正しく理解していることも重要である。 

  ・虐待等の早期発見 

施設の従業者は、虐待等を発見しやすい立場にあることから、虐待等を早期に発見できるよう、必要な

措置（虐待等に対する相談体制、市の通報窓口の周知等）がとられていることが望ましい。また、入所

者及びその家族からの虐待等に係る相談、入所者から市への虐待の届出について、適切な対応をするこ

と。 

・虐待等への迅速かつ適切な対応 

虐待が発生した場合には、速やかに市の窓口に通報される必要があり、指定介護療養型医療施設は当該

通報の手続が迅速かつ適切に行われ、市等が行う虐待等に対する調査等に協力するよう努めることとす

る。以上の観点を踏まえ、虐待等の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発を確実に

防止するために次に掲げる事項を実施するものとする。 

なお、義務付けの適用に当たっては、令和６年３月31 日までの間は、努力義務とされている。 

① 虐待の防止のための対策を検討する委員会（第１号） 

「虐待の防止のための対策を検討する委員会」（以下「虐待防止検討委員会」という。）は、虐待等の発

生の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発を確実に防止するための対策を検討する委

員会であり、管理者を含む幅広い職種で構成する。構成メンバーの責務及び役割分担を明確にするととも

に、定期的に開催することが必要である。また、施設外の虐待防止の専門家を委員として積極的に活用す

ることが望ましい。 

一方、虐待等の事案については、虐待等に係る諸般の事情が、複雑かつ機微なものであることが想定さ

れるため、その性質上、一概に従業者に共有されるべき情報であるとは限られず、個別の状況に応じて慎

重に対応することが重要である。 

   なお、虐待防止検討委員会は、運営委員会など他の委員会と独立して設置・運営することが必要であるが、

関係する職種、取り扱う事項等が相互に関係が深いと認められる他の会議体を設置している場合、これと一

体的に設置・運営することとして差し支えない。また、施設に実施が求められるものであるが、他のサービ

ス事業者との連携等により行うことも差し支えない。 

また、虐待防止検討委員会は、テレビ電話装置等を活用して行う際、個人情報保護委員会・厚生労働省

「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報

システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。 

虐待防止検討委員会は、具体的には、次のような事項について検討することとする。その際、そこで得

た結果（施設における虐待に対する体制、虐待等の再発防止策等）は、従業者に周知徹底を図る必要があ

る。 

イ 虐待防止検討委員会その他施設内の組織に関すること 

ロ 虐待の防止のための指針の整備に関すること 

ハ 虐待の防止のための職員研修の内容に関すること 

ニ 虐待等について、従業者が相談・報告できる体制整備に関すること 

ホ 従業者が虐待等を把握した場合に、市への通報が迅速かつ適切に行われるための方法に関すること 

ヘ 虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策に関すること 

ト 前号の再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること 

② 虐待の防止のための指針(第２号) 

指定介護医療院が整備する「虐待の防止のための指針」には、次のような項目を盛り込むこととする。 

イ 施設における虐待の防止に関する基本的考え方 

ロ 虐待防止検討委員会その他施設内の組織に関する事項 

ハ 虐待の防止のための職員研修に関する基本方針 

ニ 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針 

ホ 虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項 

ヘ 成年後見制度の利用支援に関する事項 

ト 虐待等に係る苦情解決方法に関する事項 
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チ 入院患者等に対する当該指針の閲覧に関する事項 

リ その他虐待の防止の推進のために必要な事項 

③  虐待の防止のための従業者に対する研修（第３号） 

従業者に対する虐待の防止のための研修の内容としては、虐待等の防止に関する基礎的内容等の適切な 

知識を普及・啓発するものであるとともに、当該指定介護療養型医療施設における指針に基づき、虐待の

防止の徹底を行うものとする。 

職員教育を組織的に徹底させていくためには、当該指定介護医療院が指針に基づいた研修プログラムを

作成し、定期的な研修（年２回以上）を実施するとともに、新規採用時には必ず虐待の防止のための研修

を実施することが重要である。 

また、研修の実施内容についても記録することが必要である。研修の実施は、施設内での研修で差し支

えない。 

④  虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者（第４号） 

指定介護医療院における虐待を防止するための体制として、①から③までに掲げる措置を適切に実施

するため、専任の担当者を置くことが必要である。当該担当者としては、虐待防止検討委員会の責任者 

と同一の従業者が務めることが望ましい。 

 

（39） 会計の区分 

 

 介護医療院は、介護医療院サービスの事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければなりません。 

なお、具体的な会計処理等の方法については、「介護保険の給付対象事業における会計の区分について（平成

13年３月28日老振発第18号）」により取り扱うこととします。 

また、「介護医療院会計・経理準則の制定について（平成30年３月22日老発0322第８号）」も併せて確認

すること。 

 



34 

（40） 記録の整備 

 

 介護医療院は、従業者、施設及び構造設備並びに会計に関する諸記録を整備しておかなければなりません。入

院患者に対するサービスの提供に関する記録を、指定介護療養施設サービスの提供の完結の日から２年間又は介

護給付費受領の日から５年間のいずれか長い期間、保存しなければなりません。 

 診療録については、医師法第24条第２項の規定により、５年間保存しなければなりません。 

 

 （注意）平成25年４月１日より相模原市基準条例により、以下の基準が定められました。 

(1) 施設サービス計画 

(2) 具体的なサービスの内容等の記録 

介護医療院サービスの提供の完結の日か

ら２年間又は介護給付費の受領の日から

５年間のいずれか長い期間 

(3) 市町村への通知に係る記録 

(4) 苦情の内容等の記録 

(5) 事故に係る記録 

介護医療院サービスの提供の完結の日か

ら２年間 

(6) 介護給付費の請求、受領等に係る書類 

(7) 利用者又は入所者から支払を受ける利

用料の請求、受領等に係る書類 

(8) 従業者の勤務の実績に関する記録 

(9) その他市長が特に必要と認める記録 

介護給付費の受領の日から５年間 

 

 

（41） 電磁的記録等 

 

 事業者及びサービスの提供に当たる者は、作成、保存、その他これらに類するもののうち、この省令の規定に

おいて書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、書面に代えて、当該書面に係る電磁的

記録により行うことができる。（被保険者証及び下記の規定されている又は想定されるものについては、書面に

代えて、電磁的記録によることはできません。） 

 事業者及びサービスの提供に当たる者は、交付、説明、同意、承諾、締結、その他これらに類するもの（以下

「交付等」という。）のうち、この省令の規定において書面を行うことが規定されている又は想定されるものに

ついては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法によることができる。 

 

・「書面」とは、書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、副本その他文字、図形等人の知覚によって認識 

することができる情報が記載された紙その他の有体物をいいます。 

・「電磁的記録」とは電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することが出来ない方式で作られ

る記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものをいいます。 

・「電磁的方法」とは電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することが出来ない方法をいいま

す。 

 

（42） 暴力団排除 

 

 介護医療院は、その運営について、次に掲げるものから支配的な影響を受けてはいけません。 

① 相模原市暴力団排除条例（以下「暴力団排除条例」という。）第２条第２号に規定する暴力団 

② 暴力団員等 

③ 相模原市暴力団排除条例第２条第５号に規定する暴力団経営支配法人等 

④ 相模原市暴力団排除条例第７条に規定する暴力団員等と密接な関係を有するとみとめられるもの 
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【ポイント】 

ア 暴力団 

  その団体の構成員（その団体の構成団体の構成員を含む。）が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等

を行うことを助長するおそれがある団体をいいます。 

イ 暴力団員等 

  暴力団員（暴力団の構成員をいう。以下同じ。）又は暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者

をいいます。 

ウ 暴力団経営支配法人等 

  法人その他の団体でその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談

役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人その他の団体に対し業務を執行する社

員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)の

うちに暴力団員等に該当する者があるもの及び暴力団員等が出資、融資、取引その他の関係を通じてそ

の事業活動に支配的な影響力を有するものをいいます。 

エ 暴力団員等と密接な関係を有すると認められるもの（第４号） 

  法人その他の団体にあっては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者を

言う。)が暴力団員等と密接な関係を有するものをいいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

介護予防）短期入所療養介護の運営基準については、市内に現存する施設がないた

め、掲載を省略します。 
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 Ⅴ 関係法令等について 

 

１ 高齢者虐待防止について 

 

高齢者虐待防止法について 

高齢者虐待防止法の

制定 

介護保険制度の普及、活用が進む中、一方では高齢者に対する身体的・心理的虐待、介護や世

話の放棄・放任等が、家庭や介護施設などで表面化し、社会的な問題となっていることを背景に

平成18年４月１日に施行された。 

 

高齢者虐待防止法に

よる定義 

○高齢者虐待防止法では、「高齢者」とは65歳以上の者と定義されている。 

○高齢者虐待を「養護者による高齢者虐待」及び「養介護施設従事者等による高齢者虐待」に分

けて定義している。 

 

 

養介護施設従事者等による高齢者虐待 

養

介

護

施

設

等

の

範

囲 

養介護施設 ○老人福祉法に規定される老人福祉施設（地域密着型施設も含む）、有料老人ホーム 

○介護保険法に規定される介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、地域包

括支援センター 

養介護事業 ○老人福祉法に規定される老人居宅生活支援事業 

○介護保険法に規定される居宅サービス事業、地域密着型サービス事業、居宅介護支援事業、介

護予防サービス事業、地域密着型介護予防サービス事業、介護予防支援事業 

養介護施設従

事者等 

○「養介護施設」又は「養介護事業」の業務に従事する者 

 

高

齢

者

虐

待

行

為 

身体的虐待 高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれがある暴力を加えること。 

介護・世話の

放 棄 ・ 放 任

（ ネ グ レ ク

ト） 

高齢者を衰弱させるような著しい減食、長時間の放置、養護者以外の同居人による虐待行為の

放置等、養護を著しく怠ること。 

心理的虐待 高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与え

る言動を行うこと。 

性的虐待 高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること。 

経済的虐待 当該高齢者の財産を不当に処分すること、その他当該高齢者から不当に財産上の利益を得るこ

と。 

相

談 

・ 

通

報 

・ 

届

出 

通報等の対象 ○養介護施設従事者等による虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者に対し、市町村への通

報努力義務が規定されている。 

○特に当該高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じている場合は、速やかに、市町村に通報し

なければならないとの義務が課されている。 

○発見者が養介護施設従事者等の場合であっても同様である。 

高齢者の居所

と家族等の住

所地が異なる

場合 

 

○高齢者が入所している養介護施設の所在地と通報等を行った家族等の住所地が異なる場合、通

報等への対応は、養介護施設の所在地の市町村が行うことになる。 

○施設に入所している高齢者が住民票を移していない場合にも、通報等への対応は施設所在地の

市町村が行う。 
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通報等による

不利益取扱い

の禁止 

 

高齢者虐待の事例を施設等の中で抱えてしまうことなく、早期発見・早期対応を図るために、

以下のことが規定されている。 

① 刑法の秘密漏示罪その他の守秘義務に関する法律の規定は、養介護施設従事者等による高齢

者虐待の通報を妨げるものと解釈してはならないこと（この旨は、養介護者による高齢者虐

待についても同様）。 

② 養介護施設従事者等による高齢者虐待の通報等を行った従業者等は、通報等をしたことを理

由に、解雇その他不利益な取扱いを受けないこと。 

 

責

務 

保健・医療・

福祉関係者の

責務 

 

・ 高齢者虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し、高齢者虐待の早期発見に努めなければ

ならない。 

・ 国及び地方公共団体が構ずる高齢者虐待防止のための啓発活動及び高齢者虐待を受けた高齢

者の保護のための施策に協力するよう努める必要がある。 

 

養介護施設の

設置者の責務 

 

養介護施設の設置者は従事者に対する研修実施ほか、利用者や家族からの苦情処理体制の整備

その他従事者による高齢者虐待防止のための措置を講じなければならない。 

高

齢

者

虐

待

の

防

止 

虐待防止に向

けた取組み 

① 管理職・職員の研修、資質向上  

② 個別ケアの推進  

③ 情報公開 

④ 苦情処理体制 

 

身体拘束に対

する考え方 

・ 高齢者が、他者からの不適切な扱いにより権利を侵害される状態や生命、健康、生活が損な

われるような状態に置かれることは許されるものではなく、身体拘束は原則としてすべて高

齢者虐待に該当する行為と考えられる。 

・ ただし、高齢者本人や他の利用者の生命又は身体が危険にさらされる場合など、「身体拘束

ゼロへの手引き」（厚生労働省 身体拘束ゼロ作戦推進会議編）等において「緊急やむを得

ない場合」とされているものについては、例外的に高齢者虐待にも該当しないと考えられて

いる。 

・ 身体拘束については、運営基準に則って運用することが基本となる。 

 

（引用資料 市町村・都道府県における高齢者虐待への対応と養護者支援について（平成１８年４月厚生労働省 老健局）

等） 
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２ 身体的拘束廃止の取組みについて 

【療養型条例第17条・第46条・平成13年４月６日老発第１５５号通知・厚生省身体拘束ゼロへの手引き等】 

 

身体的拘束廃止の取り組みについて 

身 

体 

拘 

束 

の 

問 

題 

点 

身体拘束の 

弊害 

①身体的弊害 

 関節の拘縮、筋力の低下、圧迫部位の褥瘡の発生、食欲の低下、心肺機能や感染症への抵抗力

の低下、拘束状況で起こる行動による転倒や転落事故、拘束具による窒息事故など、本来のケア

において追求されるべき「高齢者の機能回復」という大きな目標とまさに正反対の結果を招く恐

れがある。 

②精神的弊害 

 人間の尊厳の侵害、認知症の進行、家族の罪悪感等精神的にも大きな弊害をもたらす。 

③社会的弊害 

 介護保険施設等に対する社会的な不信、偏見を引き起こすおそれがあり、身体拘束による高齢

者の心身機能の低下は、その人の QOL を低下させるだけでなく、さらなる医療的処置を生じさせ

る等、社会的にも大きな問題を含んでいる。 

身体拘束に 

よる悪循環 

認知症があり体力も弱っている高齢者を拘束すれば、ますます体力は衰え、認知症が進み、二

次的・三次的な障害が生じ、さらに拘束を必要とする状況が生み出される。「一時的」として始

めた身体拘束が、時間の経過とともに「常時」の拘束となってしまい、場合によっては身体機能

の低下とともに高齢者の「死期」を早める結果にもつながりかねない。 

 身体拘束廃止は、この「悪循環」を、高齢者の自立促進を図る「よい循環」に変えることを意

味している。 

身体拘束の 

対象となる 

具体的な行為 

① 徘徊しないように、車いすやいす、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。 

② 転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。 

③ 自分で降りられないように、ベッドを柵（サイドレール）で囲む。 

④ 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る。 

⑤ 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、また皮膚をかきむしらないように、手指の

機能を制限するミトン型の手袋等をつける。 

⑥ 車いすやいすからずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Ｙ字型拘束帯や腰ベルト車

椅子テーブルをつける。 

⑦ 立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるようないすを使用する。 

⑧ 脱衣やおむつはずしを制限するため、介護着（つなぎ服）を着せる。 

⑨ 他人への迷惑行為を防ぐために、ベッド等に体幹や四肢をひも等で縛る。 

⑩ 行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。 

⑪ 自分の意志で開けることのできない居室等に隔離する。 
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身

体

拘

束

廃

止

に

向

け

て

ま

ず

行

う

こ

と 

身

体

拘

束

廃

止

に

向

け

た

５

つ

の

方

針 

管理者が決

意し、施設

が一丸とな

って取り組

む 

組織のトップである管理者、そして看護・介護部長等の責任者が「身体拘束廃止」を決意

し、現場をバックアップする方針を徹底することがまず重要である。介護療養型医療施設にお

いては、医師による診療録への記録等医師の指示が絶対であるため、管理者は施設全部門の取

り組み状況を把握している必要がある。その上で、たとえば、管理者をトップとして、医師、

看護、介護職員等全部門をカバーする「身体拘束廃止委員会」を設置する等、施設全体で身体

拘束廃止に向けて現場をバックアップする体制を整えることが考えられる。 

みんなで議

論し、共通

の意識をも

つ 

身体拘束廃止は個人それぞれの意識の問題でもあるが、職員みんなで意識を共有していく努

力が求められ、その際に最も大事なのは「入所者（入居者）中心」という考え方である。実践

に当たり、特に家族に対しては、ミーティングの機会を設け、身体拘束に対する基本的な考え

方や転倒防止事故の防止策や対応方針を十分に説明し、理解と協力を得なければならない。 

まず、身体

拘束を必要

としない状

態の実現を

目指す 

まず、個々の高齢者について、もう一度心身の状態についてアセスメントし、身体拘束を必

要としない状態を作り出す追求をしていくことが重要である。問題行動がある場合も原因を探

り、取り除くことが大切であり、又、その原因は本人の過去の生活歴にも関係するが、通常次

のようなことが想定される。 

① スタッフの行為や言葉かけが不適当か、又はその意味が理解できない場合 

② 自分の意志にそぐわないと感じている場合 

③ 不安や孤独を感じている場合 

④ 身体的な不快や苦痛を感じている場合 

⑤ 身の危険を感じている場合 

⑥ 何らかの意志表示をしようとしている場合 

原因を除去するなどの状況改善に努めることにより、問題行動は解消する方向に向かうこと

がある。 

事故の起き

ない環境を

整備し、柔

軟な応援態

勢を確保す

る 

① 手すりをつける、足元に物を置かない、ベッドの高さを低くするなどの工夫によって、事

故は相当に防ぐことが可能となる。 

② スタッフ全員で助け合える体制をつくり、入院患者対応で困難な状態が確認された場合

は、日中・夜間・休日を含め施設の全てのスタッフが随時応援に入れるような、柔軟性の

ある態勢を確保することが重要である。 

常に代替的

な方法を考

え、身体拘

束するケー

スは極めて

限定的に 

① 身体拘束をせざるを得ない場合についても、「仕方がない」等とみなされて拘束されてい

る人はいないか、「なぜ拘束されているのか」を考え、本当に代替する方法はないのかを

真剣に検討することが求められる。まず、いかに拘束を解除するかを検討することから始

める必要がある。 

② 問題の検討もなく「漫然」と拘束している場合は、直ちに拘束を解除し、困難が伴う場合

であってもケア方法の改善や環境の整備等創意工夫を重ね、解除を実行する。解決方法が

得られない場合には、外部の研究機会に参加したり、相談窓口を利用し、必要な情報を入

手し参考にする。 

③ 「生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合」は身体拘束が認められているが、

この例外規定は極めて限定的に考えるべきであり、すべての場合について身体拘束を廃止

していく姿勢を堅持することが重要である。 
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 身

体

拘

束

を

行

わ

ず

ケ

ア

を

行

う

た

め 

の 

３

つ

の

原

則 

身体拘束を

誘発する原

因を探り除

去する 

身体拘束をやむを得ず行う理由として、 

○徘徊や興奮状態での周囲への迷惑行為 

○転倒のおそれのある不安定な歩行や点滴の抜去などの危険な行動 

○かきむしりや体をたたき続けるなどの自傷行為 

○姿勢が崩れ、体位保持が困難であること 

等の状況が理由とされることがあるが、ケアする側の関わり方や環境に問題があることも少

なくない。したがって、その人なりの原因や理由を徹底的に探り、これらを除去するケアが

必要であり、そうすることにより身体拘束を行う必要もなくなることがある。 

５つの基本

的ケアを徹

底する 

 

①起きる、②食べる、③排泄する、④清潔にする、⑤活動する（アクティビティー）とい

う５つの基本的事項について、その人に合った十分なケアを徹底することである。 

これらのケアを行う場合には、一人ひとりを見守り、接し、触れあう機会を増やし、伝え

たくてもうまく伝えられない気持ちやサインを受け止め、不安や不快、孤独を少しでも緩和

していくことが求められるのである。 

身体拘束を

きっかけに

「よりよい

ケア」の実

現を 

身体拘束廃止を実現していく取り組みは、介護保険施設等におけるケア全体の向上や生活

環境の改善のきっかけとなりうる。「身体拘束廃止」を最終ゴールとせず、身体拘束を廃止

していく過程で提起された様々な課題を真摯に受け止め、よりよいケアの実現に取り組んで

いくことが期待される。また、身体拘束禁止規定の対象になっていない行為でも、例えば

「言葉による拘束」など虐待的な行為があってはならないことは言うまでもない。 

緊

急

や

む

を

得

な

い

場

合

の

対

応 

３

つ

の

要

件

を

満

た

し

て

い

る

こ

と

が

必

要 

切迫性 
利用者本人又は他の利用者等の生命又は身体が危険にさらされている可能性が著しく高い

こと。 

※身体拘束を行うことにより本人の日常生活等に与える悪影響を勘案し、それでもなお身体

拘束が必要となる程度まで生命又は身体が危険にされている可能性が高いことを、確認する

必要がある。 

非代替性 
身体拘束その他行動制限を行う以外に代替する介護方法がないこと。 

※利用者本人等の生命又は身体を保護するという観点から他に代替方法が存在しないという

ことを複数のスタッフで確認する必要がある。また、拘束の方法自体も、本人の状態等に応

じて最も制限の少ない方法により行わなければならない。 

一時性 

身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること。 

※「一時性」の判断を行う場合は、本人の状態像等に応じて必要とされる最も短い拘束時間

を想定する必要がある。 
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手

続

き

も

慎

重

に

行

う 

「緊急やむ

を得ない」

状況の判断 

スタッフ個人（又は数名）で行わず、施設全体として判断が行われるように、あらかじめ

ルールや手続きを定めおく。施設内の「身体拘束廃止委員会」といった組織において、具体

的な事例についても関係者が幅広く参加したカンファレンスで判断する体制を原則とする。 

利 用 者 本

人、家族へ

の説明 

身体拘束の内容、目的、理由、拘束の時間、時間帯、期間等をできるだけ詳細に説明し、

十分な理解を得るよう努める。その際には、管理者や医師、その他現場の責任者から説明を

行う等、説明手続きや説明者について事前に明文化しておく。 

仮に事前に説明し、理解している場合であっても、実際に身体拘束を行う時点で、必ず個

別に説明を行う。 

常に観察、

再検討 
「緊急やむを得えない場合」に該当するかどうかを常に観察、再検討し、要件に該当しな

くなった場合は直ちに解除する。この場合は、実際に身体拘束を一時的に解除して状態を観

察する等の対応をとることが重要である。 

 

 

記

録

の

義

務

付

け 

医師による

診療録への

記録 

緊急やむを得ず身体拘束を行う場合には、条例で「その態様および時間、その際の入院患

者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない」とされ、この記録

は医師により診療録に記載されなければならないとされている。 

なお、記録が行われない場合は、身体拘束廃止未実施減算における減算要件に該当するこ

とに留意が必要である。 

具体的な記

録 

厚生省「身体拘束ゼロへの手引き」に例示されるような、「身体拘束に関する説明書・経

過観察記録」等を用い、日々の心身の状態等の観察拘束の必要性や方法に係る再検討を行う

ごとに遂次その記録を加えるとともに、それについて情報を開示し、ケアスタッフ間、施設

全体、家族等関係者の間で直近の情報を共有する。 

これらの記録は、施設において保存し、行政担当部局の指導監査が行われる際に提示でき

るようにしておく必要がある。 

転

倒

事

故

な

ど

法

的

責

任

の

考

え

方 

身

体

拘

束

廃

止

で

事

故

責

任

に

問

わ

れ

る

か 

ケアマネジ

メントと事

故防止 

介護保険制度では、基本的には身体拘束によって事故防止を図るのではなくアセスメント

の実施から施設サービス計画の作成、サービス提供、評価まで一貫したマネジメントの手続

きを導入し、この過程において事故発生の防止対策を尽くすことにより事故防止を図ろうと

する考え方である。 

事故発生防

止のための

対策を尽く

しているか 

仮に転倒事故等が発生した場合でも、「身体拘束」をしなかったことのみを理由として法

的責任を問うことは通常は想定されていない。むしろ、施設としてケアのマネジメント過程

において身体拘束以外の事故発生防止のための対策を尽くしたか否かが重要な判断基準とな

ると考えられる。 

身体拘束の

取り扱いそ

のもので損

害賠償の責

任が生ずる

ことがある 

身体拘束は、他の事故防止の対策を尽くした上でなお必要な場合、前述した３つの要件を

満たすごく限定された場合にのみ許容され、緊急やむを得ないものとして身体拘束をすべき

義務が施設等に生ずることがあると解される。 

なお、身体拘束自体によって利用者に精神的苦痛を与えたり、身体機能を低下させ、その

結果転倒、転落等の事故等を招いた場合には「身体拘束をしたことを理由に、損害賠償等の

責任を問われることもある」ことに留意した上で、身体拘束を行う場合は必要最小限度とす

る配慮も必要である。 
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ケ

ア

マ

ネ

ジ

メ

ン

ト

過

程

で

の

注

意 

アセスメン

ト 利用者それぞれのアセスメントの上で、転倒事故などの可能性や要因を探り、把握された

場合には、利用者の尊厳保持を基本に、生活や行動の自由、自立の促進といった価値と、身

体の安全という価値のバランスをきめ細かくとるという観点が重要である。また、必要に応

じて再アセスメントを行い、新たな事故発生要因の発見に努めることも重要である。 

施 設 の 設

備・構造面

のアセスメ

ント 

事故の可能性や要因をアセスメントする際には、利用者状況のみでなく、居室の床の凸凹

や照明の配置や明るさなどのアセスメントも不可欠である。 

一連の過程

を利用者本

人、家族に

十分説明 

マネジメントの目的や意義、重要性を家族に十分理解してもらうために、利用者本人、家

族に十分に説明を行い、アセスメントの実施から施設サービス計画等の作成まで一連の過程

に利用者や家族の参加を促すことが必要である。サービス提供に至るまでの過程と根拠が不

明確であるならば、利用者や家族は事故という結果をもってサービスを評価せざるを得ない

のである。 

サービス提

供に係る記

録の整備 

アセスメントの実施から施設サービス計画等の作成まで一連の過程やそれに基づくサービ

ス提供の過程と根拠を常に確認できるように、記録として整備しておく必要がある。 

事故発生に

係る事前の

対策を講じ

ておく 

① どのような場合に、どのような事故が起きやすいのか。そのパターンの把握に努め、事

故防止を図る。 

② 緊急時の対応マニュアルを作成し、かつ、実際に対応できるように訓練しておく。 

③ 損害保険に加入し、その内容を十分に確認しておく。 

等の事前の対策を施設として講じておくことが最低限必要となる。 

 

事

故

が

発

生

し

た

場

合

の

対

応 

① 事故発生（発見）直後は、救急搬送の要請等、利用者の生命・身体の安全を最優先に対応する。 

② 速やかに家族に連絡を取り、その時点で明らかになっている範囲で事故の状況を説明し、当面の対応を

協議する。なお、事故の状況によっては事故現場等を保存する必要、さらに市町村等への連絡を行う必

要な場合もある。 

③ 事故に至る経緯、事故の態様、事故後の経過、事故の原因等を整理・分析する。その際には、アセスメ

ントの実施から施設サービス計画等の作成までの一連の過程やそれに基づくサービス提供に関する記録

等に基づいて行う必要がある。 

④ 利用者や家族に対し、③の結果に基づいて事故にいたる経緯その他の事情を説明する。 

⑤ 事故の原因に応じて、将来の事故防止対策を検討する。また、事故責任が当該施設にあると判明してい

る場合は、損害賠償を速やかに行う。 

※施設側の責任の有無に関わらず、各市町村の定める手順・書式により事故報告書の提出すること。 
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Ⅵ 介護報酬請求上の注意事項について 

 

（平成１２年２月１０日厚生省告示第１９号、２１号、平成１８年３月１４日厚生労働省告示第１２７号） 

（平成１２年３月８日老企第４０号・・指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入所者生活介護に係る部分)及

び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について 

（平成１２年２月１０日厚生労働省告示第３０号・・厚生労働大臣が定める特定診療費に係る指導管理等及び単位数） 

（平成１２年３月３１日老企第５８号・・特定診療費の算定に関する留意事項について） 

等からの抜粋 

 〇 地域区分 

単位数に、事業所の所在する地域区分別に設定された「１単位の単価」を乗じて算定します。（ただし、特定診療費は除く） 

サービスの種類 ： 介護医療院  （ 指定短期入所療養介護、指定介護予防短期入所療養介護  ） 

         

地域区分 
１単位の単価 該当する市町村 

４ 級 地 １０．５４ 相模原市 

 

 

 

 

 

１ 介護医療院サービス 

介護医療院サービス費について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、かつ、別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤

務条件に関する基準を満たすものとして相模原市長に届け出た介護医療院における当該届出に係る療養棟（１又は複数の療養床（医療院

条例第３条第１号に規定する療養床をいう。）により一体的に構成される場所をいう。）において、介護医療院サービスを行った場合に、

当該施設基準に掲げる区分及び別に厚生労働大臣が定める基準に掲げる区分に従い、入所者の状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を

算定する。（届出） 

留意事項について（老企第40号 第２の８） 

 （１）介護医療院サービス費の対象となるサービスの範囲については、医療保険の診療報酬点数表における入院基本料（入院診療

計画、院内感染対策、褥瘡対策に係る費用分を除く。）、夜間勤務等看護加算及び療養病棟療養環境加算に相当するもの並び

におむつ代を含むものである。((１)) 

  (２) 所定単位数の算定について 

    介護医療院においては、療養棟ごとに看護・介護サービスを提供を提供することとしているが、所定単位数の算定に当たっ

ては、各療養床の種類ごとの介護医療院サービス費のうち、看護職員等の配置等によって各１種類届け出ることとする。Ⅰ型

療養床とⅡ型療養床の両方を有する場合は、それぞれの療養床ごとに１種類を選定して届け出ること。((２)) 

 

（１）Ⅰ型介護医療院サービス費（１日につき） 

 

基本サービス費 

  要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

Ⅰ型介護医療

院サービス費

（Ⅰ） 

Ⅰ型介護医療院サービス費（ⅰ） 

従来型個室 
７１４ ８２４ １，０６０ １，１６１ １，２５１ 

Ⅰ型介護医療院サービス費（ⅱ） 

多床室 
８２５ ９３４ １，１７１  １，２７１ １，３６２ 

Ⅰ型介護医療 Ⅰ型介護医療院サービス費（ⅰ） 

従来型個室 
７０４ ８１２ １，０４５ １，１４４ １，２３３ 

ユニット型介護医療院及び（介護予防）短期入所療養介護の費用等については、 

市内に現存する施設がないため、掲載を省略します。 
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院サービス費

（Ⅱ） 

Ⅰ型介護医療院サービス費（ⅱ） 

多床室 
８１３ ９２１ １，１５４ １，２５２ １，３４２ 

Ⅰ型介護医療

院サービス費

（Ⅲ） 

Ⅰ型介護医療院サービス費（ⅰ） 

従来型個室 
６８８ ７９６ １，０２９ １，１２７ １，２１７ 

Ⅰ型介護医療院サービス費（ⅱ） 

多床室 
７９７ ９０５ １，１３７ １，２３６ １，３２６ 

 

厚生労働

大臣が定

める施設

基準 

介護医療院サービスの施設基準 

イ Ⅰ型介護医療院サービス費を算定すべき介護医療院サービスの施設基準 

(1) Ⅰ型介護医療院サービス費（Ⅰ）を算定すべき介護医療院サービスの施設基準 

(一) 併設型小規模介護医療院以外の介護医療院が行なう介護医療院サービスの場合にあっては、次に掲げる規定のい

ずれも適合していること。 

a Ⅰ型療養床を有する介護医療院であること。 

ｂ 当該介護医療院サービスを行うⅠ型療養棟における看護職員の数が、常勤換算方法で、入所者等（当該療養棟に

おける指定短期入所療養介護の利用者及び入所者をいう。以下このイにおいて同じ。）の数の合計数が６又はその

端数を増すごとに１以上であること。 

c Ⅰ型療養棟における介護職員の数が、常勤換算方法で、入所者等の数の合計数が４又はその端数を増すごとに１

以上であること。 

ｄ ｂにより算出した看護職員の最少必要数のうち、２割以上は看護師であること。 

e 通所介護費等の算定方法第十五号（入所定員超過及び医師、薬剤師、看護職員、介護職員又は介護支援専門員が

人員基準欠如になっていないこと。）に規定する基準に該当しないこと。 

f 入所者等に対し、生活機能を維持改善するリハビリテーションを実施していること。 

g 地域に貢献する活動を行っていること。 

h 次のいずれにも適合していること。 

ア 算定日の属する月の前３月間における入所者等のうち、重篤な身体疾患を有する者及び身体合併症を有する認

知症高齢者の占める割合が100分の50以上であること。 

イ 算定日の属する月の前３月間における入所者等のうち、咯痰吸引、経管栄養又はインスリン注射が実施された

者の占める割合が100分の50以上であること。 

i 算定日の属する月の前３月間における入所者等のうち、次のいずれにも適合する者の占める割合が100分の10以上

であること。 

ア 医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した者であること。 

イ 入所者等又は家族等の同意を得て、当該入所者等のターミナルケアに係る計画が作成されていること。 

ウ 医師、看護職員、介護職員等が共同して、入所者等の状態又は家族の求め等に応じ随時、入所者等又は家族等

への説明を行い、同意を得てターミナルケアが行われていること。   

(二) 併設型小規模介護医療院が行なう介護医療院サービスの場合にあっては、次に掲げる規定のいずれにも適合して

いること。 

a （一）a、b、f及びgに該当するものであること。 

ｂ Ⅰ型療養棟における介護職員の数が、常勤換算方法で、入所者等の数の合計数が６又はその端数を増すごとに１

以上であること。 

ｃ 通所介護費等の算定方法第十五号（入所定員超過及び医師、薬剤師、看護職員、介護職員又は介護支援専門員が

人員基準欠如になっていないこと。）に規定する基準に該当しないこと。 

ｄ 次のいずれにも適合していること。 

ア 算定日の属する月の前３月間における入所者等のうち、重篤な身体疾患を有する者及び身体合併症を有する 

認知症高齢者の占める割合が100分の50以上であること。 

イ 算定日の属する月の前３月間における入所者等のうち、咯痰吸引、経管栄養又はインスリン注射が実施され 

た者の占める割合が100分の50以上であること。 

e 算定日の属する月の前３月間における入所者等のうち、次のいずれにも適合する者の占める割合が100分の10以上

であること。 
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ア 医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した者であること。 

イ 入所者等又は家族等の同意を得て、当該入所者等のターミナルケアに係る計画が作成されていること。 

ウ 医師、看護師、介護職員等が共同して、入所者等の状態又は家族の求め等に応じ随時、入所者等又はその家族

等への説明を行い、同意を得てターミナルケアが行われていること。 

（２）Ⅰ型介護医療院サービス費（Ⅱ）を算定すべき介護医療院サービスの施設基準 

(一) 併設型小規模介護医療院以外の介護医療院が行なう介護医療院サービスの場合にあっては、次に掲げる規定のい

ずれも適合していること。 

a （１）(一)aからgまでに該当するものであること。 

ｂ 次のいずれかに適合していること。 

ア 算定日の属する月の前３月間における入所者等のうち、重篤な身体疾患を有する者及び身体合併症を有する認

知症高齢者の占める割合が100分の50以上であること。 

イ 算定日の属する月の前３月間における入所者等のうち、咯痰吸引、経管栄養又はインスリン注射が実施された

者の占める割合が100分の30以上であること。 

ｃ 算定日の属する月の前３月間における入所者等のうち、次のいずれにも適合する者の占める割合が100分の５以

上であること。 

ア 医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した者であること。 

イ 入所者等又は家族等の同意を得て、当該入所者等のターミナルケアに係る計画が作成されていること。 

ウ 医師、看護師、介護職員等が共同して、入所者等の状態又は家族等の求め等に応じ随時、入所者等又はその家

族等への説明を行い、同意を得てターミナルケアが行われていること。 

(二) 併設型小規模介護医療院が行う介護医療院サービスの場合にあっては、次に掲げる規定のいずれにも適合してい

ること。 

a （１）（二）aからｃまでに該当するものであること。 

ｂ 次のいずれかに適合していること。 

ア 算定日の属する月の前３月間における入所者等のうち、重篤な身体疾患を有する者及び身体合併症を有する認

知症高齢者の占める割合が100分の50以上であること。 

イ 算定日の属する月の前３月間における入所者等のうち、咯痰吸引、経管栄養又はインスリン注射が実施された

者の占める割合が100分の30以上であること。 

ｃ 算定日の属する月の前３月間における入所者等のうち、次のいずれにも適合する者の占める割合が100分の5以上

であること。 

ア 医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した者であること。 

イ 入所者等又は家族等の同意を得て、当該入所者等のターミナルケアに係る計画が作成されていること。 

ウ 医師、看護師、介護職員等が共同して、入所者等の状態又は家族の求め等に応じ随時、入所者等又はその家族

への説明を行い、同意を得てターミナルケアが行われていること。 

 （３）Ⅰ型介護医療院サービス費（Ⅲ）を算定すべき介護医療院サービスの施設基準（併設型小規模介護医療院以外の介 

護医療院が行なう介護医療院サービスに限る。） 

(一) （１）(一)a、ｂ及びｄからgまで並びに(２)(一)ｂ及びｃに該当するものであること。 

(二) Ⅰ型療養棟における介護職員の数が、常勤換算方法で、入所者等の数の合計数が５又はその端数を増すごとに１

以上であること。 

 

介護医療院サービスに係る別に厚生労働大臣が定める基準 

イ Ⅰ型介護医療院サービス費（Ⅰ）のⅠ型介護医療院サービス費（ⅰ）、Ⅰ型介護医療院サービス費（Ⅱ）のⅠ型介

護医療院サービス費（ⅰ）若しくはⅠ型介護医療院サービス費（Ⅲ）のⅠ型介護医療院サービス費（ⅰ）に係る別に

厚生労働大臣が定める基準 

   ユニットに属さない療養室（定員が一人のものに限る。）の入所者に対して行なわれるものであること。 

ロ Ⅰ型介護医療院サービス費（Ⅰ）のⅠ型介護医療院サービス費（ⅱ）、Ⅰ型介護医療院サービス費（Ⅱ）のⅠ型介

護医療院サービス費（ⅱ）若しくはⅠ型介護医療院サービス費（Ⅲ）のⅠ型介護医療院サービス費（ⅱ）に係る別に

厚生労働大臣が定める基準 
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  ユニットに属さない療養室（定員が二人以上のものに限る。）の入所者に対して行なわれるものであること。 

夜勤を行

う職員の

勤務条件

に関する

基準 

七の二 Ⅰ型介護医療院サービス費、Ⅱ型介護医療院サービス費を算定すべき介護医療院サービ

スの夜勤を行なう職員の勤務条件 

 イ 第二号ハ（１）（指定短期入所療養介護の夜勤を行なう職員の勤務条件）の規定を準用 

(１) 介護医療院における夜勤を行う看護職員又は介護職員の数が、当該療養棟（１又は複数の療養床により一体的に

構成される場所をいう。）における指定短期入所療養介護の利用者及び入所者の数の合計数が３０又はその端数を

増すごとに１以上であり、かつ、２以上であること。 

(２) 当該介護医療院における夜勤を行う看護職員の数が１以上であること。 

(３) (１)及び（２）の規定に関わらず、次のいずれにも適合している介護医療院であって、常時、緊急時における併

設される医療機関との連絡体制を整備しているものにあっては、夜勤を行う看護職員又は介護職員を置かないこと

ができる。 

ア 当該指定短期入所療養介護を行なう介護医療院が、介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準

第４条第７項に規定する併設型小規模介護医療院であること。 

イ 当該併設型小規模介護医療院に併設される医療機関（ハにおいて「併設医療機関」という。）で夜勤を行う看

護職員又は介護職員の数が１以上であること。 

ウ 当該併設型小規模介護医療院の入所者、指定短期入所療養介護の利用者及び併設医療機関の入所者の数の合計

が１９人以下であること。 

※ 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさない場合は、１日につき所定単位数から25単位減算する。 

※ 減算が適用された場合は、夜勤体制による加算は算定しない。 

定員超過（届出） 

入所者の数が運営規定に定められている利用定員を超えた場合は、１日につき所定単位の100分の70に相当する単位数を算定する。 

人員欠如（通所介護費等の算定方法第15号） 

① 介護医療院サービスを行なう療養棟における看護職員又は介護職員の員数が、介護医療院条例に定める員数を満たさない場合 

(ア) は、他の職種の配置数と関係なく、各類型の介護医療院サービス費のうち、看護・介護職員の配置に応じた所定単位数に100

分の70 

(イ) を乗じて得た単位数が算定される。 

② 介護支援専門員の員数が、介護医療院条例に定める員数を満たさない場合は、他の職種の配置数と関係なく、各類型の介護医療 

(ア) 院サービス費のうち、看護・介護職員の配置に応じた所定単位数に100分の70を乗じて得た単位数が算定される。 

③ 介護支援専門員及び介護医療院サービスを行なう看護・介護職員の員数については介護医療院条例に定める員数を満たすが、看

護師の員数の看護職員の必要数に対する割合が２割未満である場合は、Ⅰ型介護医療院サービス費については、Ⅰ型介護医療院

サービス費(Ⅲ)の所定単位数に100分の90を乗じて得た単位数を算定する。 
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（２）Ⅱ型介護医療院サービス費（１日につき） 

 

基本サービス費 

  要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

Ⅱ型介護医

療院サービ

ス費（Ⅰ） 

Ⅱ型介護医療院サービス費（ⅰ） 

従来型個室 
６６９ ７６４ ９７２ １，０５９ １，１３８ 

Ⅱ型介護医療院サービス費（ⅱ） 

多床室 
７７９ ８７５ １，０８２ １，１７０ １，２４９ 

Ⅱ型介護医

療院サービ

ス費（Ⅱ） 

Ⅱ型介護医療院サービス費（ⅰ） 

従来型個室 
６５３ ７４８ ９５４ １，０４３ １，１２２ 

Ⅱ型介護医療院サービス費（ⅱ） 

多床室 
７６３ ８５９ １，０６５ １，１５４ １，２３３ 

Ⅱ型介護医

療院サービ

ス費（Ⅲ） 

Ⅱ型介護医療院サービス費（ⅰ） 

従来型個室 
６４２ ７３６ ９４３ １，０３２ １，１１１ 

Ⅱ型介護医療院サービス費（ⅱ） 

多床室 
７５２ ８４７ １，０５４ １，１４３ １，２２２ 

施設基準 別に厚生労働大臣が定める施設基準 

ロ Ⅱ型介護医療院サービス費を算定すべき介護医療院サービスの施設基準 

 (1) Ⅱ型介護医療院サービス費（Ⅰ）を算定すべき介護医療院サービスの施設基準 

(一) 併設型小規模介護医療院以外の介護医療院が行なう介護医療院サービスの場合にあっては、次に掲げる規定のい

ずれにも適合していること。 

a Ⅱ型療養床を有する介護医療院であること。 

ｂ 当該介護医療院サービスを行うⅡ型療養棟における看護職員の数が、常勤換算方法で、入所者等（当該療養棟に

おける指定短期入所療養介護の利用者及び入所者をいう。以下このイにおいて同じ。）の数の合計数が６又はその

端数を増すごとに１以上であること。 

c Ⅱ型療養棟における介護職員の数が、常勤換算方法で、入所者等の数の合計数が４又はその端数を増すごとに１

以上であること。 

ｄ 通所介護費等の算定方法第十五号（入所定員超過及び医師、薬剤師、看護職員、介護職員又は介護支援専門員が

人員基準欠如になっていないこと。）に規定する基準に該当しないこと。 

ｅ 次のいずれにも適合していること。 

ア 算定日の属する月の前３月間における入所者等のうち、著しい精神症状、周辺症状若しくは重篤な身体疾患が

見られ専門医療を必要とする認知症高齢者の占める割合が100分の２０以上であること。 

イ 算定日の属する月の前３月間における入所者等のうち、咯痰吸引又は経管栄養が実施された者の占める割合が

100分の１５以上であること。 

ウ 算定日の属する月の前３月間における入所者等のうち、著しい精神症状、周辺症状若しくは重篤な身体疾患又

は日常生活に支障を来すような症状、行動若しくは意思疎通の困難さが頻繁に見られ、専門医療を必要とする認

知症高齢者の占める割合が100分の２５以上であること。 

ｆ 医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した者に対し、入所者等又はその家

族等の同意を得て、当該入所者等のターミナルケアに係る計画が作成し、医師、看護師、介護職員等が共同して、

入所者等の状態又は家族の求め等に応じ随時、入所者等又はその家族への説明を行い、同意を得てターミナルケア

を行う体制であること。 

(二) 併設型小規模介護医療院が行なう介護医療院サービスの施設基準 

ａ (一)ａ、ｂ及びｆに該当するものであるこよ。 

ｂ Ⅱ型療養棟における介護職員の数が、常勤換算方法で、入所者等の数の合計数が６又はその端数を増すごとに１

以上であること。 

ｃ 通所介護費等の算定方法第十五号（入所定員超過及び医師、薬剤師、看護職員、介護職員又は介護支援専門員が

人員基準欠如になっていないこと。）に規定する基準に該当しないこと。 

ｄ 次のいずれかに適合していること。 
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ア 算定日の属する月の前３月間における入所者等のうち、著しい精神症状、周辺症状若しくは重篤な身体疾患が

見られ専門医療を必要とする認知症高齢者の占める割合に、１９を当該併設型小規模介護医療院におけるⅡ型療

養床の数で除した数との積がが100分の２０以上であること。 

イ 算定日が属する月の前３月間における入所者等のうち、咯痰吸引又は経管栄養が実施された者の占める割合

に、１９を当該併設型小規模介護医療院におけるⅡ型療養床の数で除した数との積がが100分の１５以上である

こと。 

ウ 算定日が属する月の前３月間における入所者等のうち、著しい精神症状、周辺症状若しくは重篤な身体疾患又

は日常生活に支障を来たすような症状、行動若しくは意思疎通の困難さが頻繁に見られ、専門医療を必要とする

認知症高齢者の占める割合に、１９を当該併設型小規模介護医療院におけるⅡ型療養床の数で除した数との積が

が100分の２５以上であること。 

 （２） Ⅱ型介護医療院サービス費(Ⅱ)を算定すべき介護医療院サービスの施設基準（併設型小規模介護医療院以外の介護

医療院が行なう介護医療院サービスに限る。） 

(一) (１)(一)ａ、ｂ及びｄからｆまでに該当するものであること。 

(二) Ⅱ型療養棟における介護職員の数が、常勤換算方法で、入所者等の数の合計数が５又はその端数を増すごとに１

以上であること。 

 （３） Ⅱ型介護医療院サービス費(Ⅲ)を算定すべき介護医療院サービスの施設基準（併設型小規模介護医療院以外の介

護医療院が行なう介護医療院サービスに限る。） 

(一) (一)ａ、ｂ及びｄからｆまでに該当するものであること。 

(二) Ⅱ型療養棟における介護職員の数が、常勤換算方法で、入所者等の数の合計数が６又はその端数を増すごとに１

以上であること。 

 

 

 平成30年度介護報酬改定に関するQ＆A（Vol.２）（平成30年３月28日）  

○基本施設サービス費の届け出について 

 

問８ 介護医療院について、Ⅰ型療養床とⅡ型療養床の両方を有する場合、それぞれの療養床ごとに該当する基本施設サービス費を算

定することでよいか。また、例えば、Ⅰ型療養床に係る療養棟が複数ある場合、療養棟ごとに異なる基本施設サービス費を算定する

ことはできないということでよいか。 

 

（答）貴見のとおりである。 

 

問９ 介護医療院のる基本施設サービス費等に係る「算定日が属する月の前３月間」とは、算定を開始する月の前月を含む３月間のこ

とをいうということでよいか。また、例えば、算定を開始する月の前月の状況を届け出ることが困難である場合は、算定を開始する

月の前々月末までの状況に基づき前月に届出を行なう取扱いとして差し支えないか。 

 

（答）・貴見のとおりである。 

   ・算定を開始する月の前月末の状況を届け出ることが困難である場合は、算定を開始する月の前々月末までの状況に基づき前月に届

出を行なう取扱いとして差し支えない。 
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（３） 加 算  

 

夜間勤務等看護（届出） Ⅰ ２３単位 Ⅱ １４単位 Ⅲ １４単位 Ⅳ ７単位 （日額） 

基準等 別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たすものとして市長に届け出た介護医療院につ

いては、基準に掲げる区分に従い、１日につき加算する。 

（厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準）七の二 

Ⅰ型介護医療院サービス費、Ⅱ型介護医療院サービス費を算定すべき介護医療院サービス及びⅠ型介護医療院短期

入所療養介護費、Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費を算定すべき指定短期入所療養介護の夜勤を行う職員の勤務

条件に関する基準 

 第二号ハ(3)（指定短期入所療養介護）を準用する。 

 

夜間勤務等看護（Ⅰ） 

ａ 介護医療院における夜勤を行う看護職員の数が、当該介護医療院における指定短期入所療養介護の利用者の数

及び入所者の数の合計数が１５又はその端数を増すごとに１以上であり、かつ２以上であること。 

夜間勤務等看護（Ⅱ） 

ａ 介護医療院における夜勤を行う看護職員の数が、当該介護医療院における指定短期入所療養介護の利用者の数

及び入所者の数の合計数が２０又はその端数を増すごとに１以上であり、かつ２以上であること。 

夜間勤務等看護（Ⅲ） 

ａ 介護医療院における夜勤を行う看護職員又は介護職員の数が、当該介護医療院における指定短期入所療養介護

の利用者の数及び入所者の数の合計数が１５又はその端数を増すごとに１以上であり、かつ２以上であるこ

と。 

ｂ 介護医療院における夜勤を行う看護職員の数が１以上であること。 

夜間勤務等看護（Ⅳ） 

ａ 介護医療院における夜勤を行う看護職員又は介護職員の数が、当該介護医療院における指定短期入所療養介護 

の利用者の数及び入所者の数の合計数が２０又はその端数を増すごとに１以上であり、かつ２以上であること。 
 

解釈通知等 介護医療院サービス費については、所定単位数及び夜間勤務等看護(Ⅰ)から(Ⅳ)までを算定するための基準を夜勤職員

基準において定めている（第7号の2ハにおいて準用する第２号ハ(３)）ところであるが、その取扱いについては、以下の

とおりとすること。 

① 夜勤を行う職員の勤務体制については、施設単位ではなく、施設単位で職員数を届け出ること。 

② 夜勤を行う職員の数は、１日平均夜勤職員数とする。１日平均夜勤職員数は、暦月ごとに夜勤時間帯（午後10時か

ら翌日の午前５時までの時間を含めた連続する16時間をいう。）における延夜勤時間数を当該月の日数に16を乗じ

て得た数で除することによって算定し、小数点第３位以下は切り捨てるものとする。 

③ 月平均夜勤時間数は、施設ごとに届出前１月又は４週間の夜勤時間帯における看護職員及び介護職員の延夜勤時間

数を夜勤時間帯に従事した実人員で除して得た数とし、当該月当たりの平均夜勤時間数の直近１月又は直近４週間

の実績の平均値によって判断する。なお、届出直後においては、当該施設の直近３月間又は12週間の実績の平均値

が要件を満たしていれば差し支えない。 

④ 専ら夜間勤務時間帯に従事する者（以下「夜勤専従者」という。）については、それぞれの夜勤時間数は基準のお

おむね２倍以内であること。 

月平均夜勤時間数の計算に含まれる実人員及び延夜勤時間数には、夜勤専従者及び月当たりの夜勤時間数が16時間

以下の者は除く。ただし、１日平均夜勤職員数の算定においては、全ての夜勤従事者の夜勤時間数が含まれる。 

⑤ １日平均夜勤職員数又は月平均夜勤時間数が以下のいずれかに該当する月においては、入所者の全員について、所

定単位数が減算される。夜間勤務等看護加算を算定している介護医療院において、届け出ていた夜勤を行う職員数

を満たせなくなった場合も同様に取り扱うものとする。 

イ 前月において１日平均夜勤職員数が、夜勤職員基準により確保されるべき員数から１割を超えて不足していたこ

と。 
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ロ １日平均夜勤職員数が、夜勤職員基準により確保されるべき員数から１割の範囲内で不足している状況が過去３

月間（暦月）継続していたこと。 

ハ 前月において月平均夜勤時間数が、夜勤職員基準上の基準時間を１割以上上回っていたこと。 

ニ 月平均夜勤時間数の過去３月間（暦月）の平均が、夜勤職員基準上の基準時間を超えていたこと。 

⑥ 夜勤体制による減算が適用された場合は夜勤体制による加算は算定しないものとする。 

 

＜参考＞ 

【夜勤帯を交代制で導入している場合、夜勤を行う者の頭数で要件に該当するか否かを判断するのではなく、夜勤帯に職

員が勤務した延べ時間から夜勤帯の時間を割るという方法で算出する。(厚生労働省「介護サービス関係Ｑ＆Ａ」(平成

24年6月1日・老健局総務課介護保険指導室事務連絡) 問888)】 

 

若年性認知症入所者受入加算（届出） １２０単位（日額） 

基準等 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして届け出た介護医療院において、若年性認知症患者に対してサ

ービスを行なった場合に加算する。ただし、認知症行動・心理症状緊急対応加算を算定している場合は、算定できない。 

（厚生労働大臣が定める基準） 

受け入れた若年性認知症患者ごとに個別の担当者を定めていること 
 

解釈通知等 ・受け入れた若年性認知症入所者ごとに個別の担当者を決め、その者を中心に、当該者の特性やニーズに応じたサービス

提供を行うこと。 

 

外泊時費用 ３６２単位（日額） 

基準等 入所者に対して居宅における外泊を認めた場合、所定単位数に代えて、１月に６日を限度に算定する。ただし、外泊の初

日及び最終日は算定できない。 

解釈通知等 入所者が外泊したときの費用の算定について 

① 外泊時の費用の算定について、外泊の期間は初日及び最終日は含まないので、連続して７泊の外泊を行う場合は、６

日と計算されること。     

 （例） 外泊期間：３月１日～３月８日（８日間） 

３月１日 外泊の開始………所定単位数を算定 

３月２日～３月７日（６日間）………１日につき362単位を算定可 

３月８日 外泊の終了………所定単位数を算定 

② 入所者の外泊の期間中にそのまま退所した場合は、退所した日の外泊時の費用は算定できる。また、入所者の外泊の

期間中にそのまま併設医療機関に入院した場合には、入院日以降については外泊時の費用は算定できない。 

③ 入所者の外泊の期間中で、かつ、外泊時の費用の算定期間中にあっては、当該入所者が使用していたベッドを他のサ

ービスに利用することなく空けておくことが原則であるが、当該入所者の同意があれば、そのベッドを短期入所療養

介護に活用することは可能であること。ただし、この場合に、外泊時の費用は算定できないこと。 

④ 外泊時の取扱い 

イ 外泊時の費用の算定にあたって、１回の外泊で月をまたがる場合は、最大で連続13泊（12日分）まで外泊時の費用の

算定が可能であること。   

（例）月をまたがる入院の場合  外泊期間：１月25日～３月８日 

１月25日 外泊………所定単位数を算定 

１月26日～１月31日（６日間）………１日につき362単位を算定可 

２月１日～２月６日（６日間）………１日につき362単位を算定可 

２月７日～３月7日………費用算定不可 

３月８日 外泊の終了………所定単位数を算定 

ロ 「外泊」には、入所者の親戚の家における宿泊、子供又はその家族と旅行に行く場合の宿泊等も含むものであるこ

と。 

ハ 外泊期間中は、当該入所者については、居宅介護サービス費は算定されないものであること。 
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試行的退所サービス費 ８００単位（日額） 

基準等 入所者であって、退所が見込まれる者をその居宅において試行的に退所させ、介護医療院が居宅サービスを提供する場

合に１月に６日を限度として所定単位数に代えて算定する。ただし、試行的退所に係る初日及び最終日は算定できない。

また、外泊時費用を算定する場合は算定できない。 

解釈通知等 ① 試行的退所サービスの提供を行うに当たっては、その病状及び身体の状況に照らし、退所して居宅において生活が

できるかどうかについて医師、薬剤師(配置されている場合に限る。）、看護・介護職員、支援相談員、介護支援専

門員等により、退所して、その居宅において療養を継続する可能性があるかどうか検討すること。 

②  当該入所者又は家族に対し、この加算の趣旨を十分説明し、同意を得た上で実施すること。 

③  試行的退所サービスによる居宅サービスの提供に当たっては、指定介護医療院の介護支援専門員が、試行的退所サ

ービスに係る居宅サービスの計画を作成するとともに、従業者又は指定居宅サービス事業者等との連絡調整を行

い、その入所者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよ

うに配慮した計画を作成すること。 

④ 家族等に対し次の指導を事前に行うことが望ましいこと。 

イ 食事、入浴、健康管理等在宅療養に関する指導 

ロ 当該入所者の運動機能及び日常生活動作能力の維持及び向上を目的として行う体位変換、起座又は離床訓練、起立訓

練、食事訓練、排泄訓練の指導 

ハ 家屋の改善の指導 

ニ 当該入所者の介助方法の指導 

⑤ 試行的退所サービス費の算定期間中は、施設の従業者又は指定居宅サービス事業者等により、計画に基づく適切な居

宅サービスを提供することとし、居宅サービスの提供を行わない場合はこの加算は対象とならないこと。 

⑥ 加算の算定期間は、１月につき６日以内とする。また、算定方法は、外泊時費用の考え方を準用する。１回の試行的

退所サービス費が月をまたがる場合であっても、連続して算定できるのは６日以内とする。 

⑦ 入所者の試行的退所期間中は、当該入所者の同意があれば、そのベッドを短期入所療養介護に活用することは可能で

あること。この場合において試行的退所サービス費を併せて算定することは可能であること。 

⑧ 試行的退所期間が終了してもその居宅に退所できない場合においては、介護医療院で療養を続けることとなるが、居

宅において療養が続けられない理由等を分析した上でその問題解決に向けたリハビリ等を行うため、施設サービス計

画の変更を行うとともに適切な支援を行うこと。 

 

他科受診時費用 ３６２単位（日額） 

基準等 入所者に対し専門的な診療が必要になった場合であって、当該入所者に対し他の病院又は診療所において当該診療が行

われた場合は、１月に４日を限度として所定単位数に代えて１日につき362単位を算定する。 

解釈通知等 ① 介護医療院に入所中の入所が、当該入所の原因となった傷病以外の傷病に罹患し、当該介護医療院以外での診療の 

必要が生じた場合は、他医療機関へ転医又は対診を求めることを原則とする。 

② 介護医療院サービス費を算定している入所者について、当該介護医療院サービス費に含まれる診療を他医療機関で 

行った場合には、当該他医療機関は当該費用を算定できない。 

③  ②にかかわらず、介護医療院サービス費を算定する入所者に対し眼科等の専門的な診療が必要となった場合（当該介 

護医療院に当該診療に係る医師がいない場合に限る。）であって、当該入所者に対し当該診療が行われた場合（当該診 

療に係る専門的な診療科を標榜する他医療機関（特別の関係にあるものを除く。）において、別途定める診療行為が行 

われた場合に限る。）は、当該他医療機関において診療が行われた日に係る介護医療院サービス費は、１月に４日を限 

度として所定単位数に代えて１日につき362単位を算定するものとする。 

当該所定単位数を算定した日においては、特定診療費に限り別途算定できる。 

④ 他医療機関において③の規定により費用を算定することのできる診療が行われた場合には、当該入所者が入所して 

いる介護医療院において、当該他医療機関に対し、当該診療に必要な情報（当該介護療養型医療施設での介護療養施設 

サービス費及び必要な診療科を含む。）を文書により提供する（これらに要する費用は入所者の入所している介護医療 

院が負担する。）とともに、診療録にその写しを添付する。 
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⑤ ③にいう「特別の関係」とは、次に掲げる関係をいう。 

ア 当該医療機関と当該他の医療機関の関係が以下のいずれかに該当する場合に、当該医療機関と当該他の医療機関は特

別の関係にあると認められる。 

(ｲ) 当該医療機関の開設者が、当該他の医療機関の開設者と同一の場合 

(ﾛ) 当該医療機関の代表者が、当該他の医療機関の代表者と同一の場合 

(ﾊ) 当該医療機関の代表者が、当該他の医療機関の代表者の親族等の場合 

(ﾆ) 当該医療機関の理事・監事・評議員その他の役員等のうち、当該他の医療機関の役員等の親族等の占める割合が

10分の３を超える場合 

(ﾎ) (ｲ)から(ﾆ)までに掲げる場合に準ずる場合（人事、資金等の関係を通じて、当該医療機関が、当該他の医療機関

の経営方針に対して重要な影響を与えることができると認められる場合に限る。） 

イ 「医療機関」とは、病院又は診療所をいう。 

ウ 「親族等」とは、親族関係を有する者及び以下に掲げる者をいう。 

(ｲ) 事実上婚姻関係と同様の事情にある者 

(ﾛ) 使用人及び使用人以外の者で当該役員等から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの 

(ﾊ) (ｲ)又は(ﾛ)に掲げる者の親族でこれらの者と生計を一にしているもの 

 

初期加算 ３０単位（日額） 

基準等 入所した日から起算して30日以内の期間については、１日につき加算する。 

解釈通知等 ① 入所者が過去３月間（日常生活自立度のランクⅢ、ⅣまたはＭに該当する場合は過去１月間）に当該施設に入院し

たことがない場合に算定。 

② 当該施設の短期入所療養介護利用者が日を空けることなく引き続き入所した場合は、短期入所療養介護の利用日数を

30日から控除して得た日数に限り算定。 

※「入所日から30日間」中に、外泊を行った場合、当該外泊を行っている間は、初期加算は算定できない 

 

再入所時栄養連携加算 ２００単位（１回） 

基準等 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護医療院に入所（以下ここでは「一次入所」という。）している者が、退

所し、当該者が病院又は診療所に入院した場合であって、当該者が退院した後に再度当該介護医療院に入所（以下ここで

は「二次入所」という。）する際、二次入所において必要となる栄養管理が、一次入所の際に必要としていた栄養管理と

は大きく異なるため、当該介護医療院の管理栄養士が当該病院又は診療所の管理栄養士と連携し当該者に関する栄養ケア

計画を策定した場合に、入所者一人につく１回を限度として所定単位数を加算する。ただし、栄養管理に係る減算を算定

している場合は、算定しない。 

 

別に厚生労働大臣が定める基準 

 定員超過入所・人員基準欠如に該当していないこと。 
 

解釈通知等 ① 介護医療院の入所時に経口により食事を摂取していた者が、医療機関に入院し、、当該入院中に、経管栄養又は嚥 

下調整食の信金導入となった場合であって、当該者が退院した後、直ちに再度当該介護医療院に入所（以下「二次入 

所」という。）した場合を対象とすること。なお、嚥下調整食は、硬さ、付着性、凝集性などに配慮した食事であっ 

て、日本摂食嚥下リハビリテーション学会の分類に基づくものをいう。 

② 当該介護医療院の管理栄養士が当該者の入院する医療機関を訪問の上、当該医療機関での栄養に関する指導又はカン 

ファレンスに同席し、当該医療機関の管理栄養士と連携して、二次入所後の栄養ケア計画を作成すること。 

指導又はカンファレンスへの同席は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるが、当時者又は家族が参加す 

る場合は、同意を得ること。 

③ 当該栄養ケア計画について、二次入所後の入所者又はその家族の同意が得られた場合に算定すること。 
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退所前訪問指導加算 ４６０単位（１回） 

基準等 入所期間が１月を超えると見込まれる入所者の退所に先立って当該入所者が退所後生活する居宅を訪問し、当該入所者

及びその家族等に対して退所後の療養上の指導を行った場合に、入所中１回（入所後早期に退所前訪問指導の必要が認め

られる入所者にあっては、２回）を限度に算定する。 

入所者が退所後にその居宅でなく、他の社会福祉施設等に入所する場合であって、当該入所者の同意を得て当該社会福

祉施設等（病院、診療所、他の介護保険施設を除く）を訪問し、連絡調整、情報提供等を行ったときも、同様に算定す

る。 

解釈通知等 ① 入院期間が１月を超える入所者の退院に先立って、在宅療養に向けた最終調整を目的として入所者が退院後生活 

する居宅を訪問して退院後の療養上の指導を行った場合に、入院中１回に限り算定するものである。 

② 入院後早期に退院に向けた訪問指導の必要があると認められる場合についは、２回の訪問指導について加算が行われ

るものであること。この場合にあっては、１回目の訪問指導は退院を念頭においた施設サービス計画の策定及び診療の

方針の決定に当たって行われるものであり、２回目の訪問指導は在宅療養に向けた最終調整を目的として行われるもの

であること。 

③ 退院日に算定すること。 

④ 退院して病院又は診療所へ入院、退院して他の介護保険施設へ入院又は入所、また、死亡退院の場合は、算定できな

い。 

⑤ 医師、看護職員、理学療法士又は作業療法士、栄養士、介護支援専門員等が協力して行うこと。 

⑥ 入所者及びその家族等のいずれにも行うこと。 

⑦ 指導日及び指導内容の要点を診療録等に記載すること。 

 

退所後訪問指導加算 ４６０単位（１回） 

基準等 入所者の退所後３０日以内に当該入所者の居宅を訪問し、当該入所者及びその家族等に対して療養上の指導を行った場

合に、退所後１回を限度として算定する。 

入所者が退所後にその居宅でなく、他の社会福祉施設等に入所する場合であって、当該入所者の同意を得て、当該社会

福祉施設等（病院、診療所、他の介護保険施設を除く）を訪問し、連絡調整、情報提供等を行ったときも、同様に算定す

る。 

解釈通知等 ① 入所者の退院後３０日以内に入所者の居宅を訪問して療養上の指導を行った場合に、１回に限り加算を行うものであ

り、訪問日に算定すること。 

② 訪問日に算定すること。 

以下、退院前訪問指導加算④～⑦のとおり 

 

退所時指導加算 ４００単位（１回） 

基準等 入所期間が１月を超える入所者が退所し、その居宅において療養を継続する場合、当該入所者の退所時に、当該入所者

及びその家族等に対して、退所後の療養上の指導を行った場合に、入所者１人につき１回を限度に算定する。 

解釈通知等 ① 退所時指導の内容は、次のようなものであること。 

ａ 食事、入浴、健康管理等在宅療養に関する指導 

ｂ 退所する者の運動機能及び日常生活動作能力の維持及び向上を目的として行う体位変換、起座又は離床訓練、起立

訓練、食事訓練、排泄訓練の指導 

ｃ 家屋の改善の指導 

ｄ 退所する者の介助方法の指導 

② 退所時指導加算は次の場合には算定できない。 

ａ 退所して病院又は診療所へ入院する場合 

ｂ 退所して他の介護保険施設へ入院又は入所する場合 

ｃ 死亡退所の場合 

③ 退所時指導加算は、医師、看護職員、理学療法士又は作業療法士、栄養士、介護支援専門員等が協力して行うこと。 

④ 退所時指導加算は、入所者及び家族等のいずれにも行なうこと。 
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⑤ 退所時指導加算を行った場合は、指導日及び指導内容の要点を診療録等に記載すること。 

 

退所時情報提供加算 ５００単位（１回） 

基準等 入所期間が１月を超える入所者が退所し、その居宅において療養を継続する場合、当該入所者の退所後の主治医に対し

て当該入所者の同意を得て、当該入所者の診療状況を示す文書を添えて当該入所者の紹介を行った場合に、入所者１人に

つき１回を限度に算定する。 

入所者が退所後に患者の居宅でなく、他の社会福祉施設等（病院、診療所、他の介護保険施設を除く）に入所する場合

であって、当該入所者の同意を得て、当該社会福祉施設等に対して当該入所者の診療状況を示す文書を添えて当該入所者

の処遇に必要な情報を提供したときも、同様に算定できる。 

解釈通知等 ・退所後の主治の医師に対して入所者を紹介するに当たっては、事前に主治の医師と調整し、所定の様式（老企第40号別

紙様式２）の文書に必要な事項を記載の上、入所者又は主治の医師に交付するとともに、交付した文書の写しを診療録

に添付すること。また、当該文書に入所者の諸検査の結果、日常生活動作能力、心理状態などの心身機能の状態、薬

歴、退院後の治療計画等を示す書類を添付すること。 

・退院して病院又は診療所へ入院、退院して他介護保険施設へ入院又は入所、 死亡退所の場合は算定できない。 

 

退所前連携加算 ５００単位（１回） 

基準等 入所期間が１月を超えるものが退所し、その居宅において居宅サービスを利用する場合、当該入所者の退所に先立って

当該入所者が利用を希望する指定居宅介護支援事業者に対して、当該入所者の同意を得て、当該入所者の診療状況を示す

文書を添えて当該入所者に係る居宅サービスに必要な情報を提供し、かつ、当該指定居宅介護支援事業者と連携して退所

後の居宅サービスの利用に関する調整を行った場合に、入所者１人につき１回を限度に算定する。 

解釈通知等 ・入院期間が１月を超える入所者の退院に先立って、指定居宅介護支援事業者の介護支援専門員と連携し、退院後の居宅

における居宅サービスの利用上必要な調整を行った場合に、入所者１人につき１回に限り退院日に加算を行うものであ

ること。 

・連携を行った日及び連携の内容の要点に関する記録を行うこと。 

・退院して病院又は診療所へ入院、 退院して他介護保険施設へ入院又は入所、 死亡退所の場合は算定できない。 

・医師、看護職員、栄養士、介護支援専門員等が協力して行うこと。 

 

訪問看護指示加算 ３００単位（１回） 

基準等 入所者の退所時に、介護医療院の医師が、診療に基づき、指定訪問看護、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護（訪

問看護サービスを行う場合に限る。）又は指定看護小規模多機能型居宅介護（看護サービスを行う場合に限る。）の利用

が必要であると認め、当該入所者の選定する指定訪問看護ステーション、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に対して、当該入所者の同意を得て、訪問看護指示書を交付した場合に、入

所者１人につき１回を限度として算定する。 

解釈通知等 ・介護医療院から交付される訪問看護指示書（様式は別途通知するところによるものとする。）に指示期間の記載がない

場合は、その指示期間は１月であるものとみなすこと。 

・訪問看護指示書は、診療に基づき速やかに作成・交付すること。 

・訪問看護指示書は、特に退院する者の求めに応じて、退院する患者又はその家族等を介して訪問看護ステーション、定

期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所又は看護小規模多機能型居宅介護事業所に交付しても差し支えないこと。 

・交付した訪問看護指示書の写しを診療録等に添付すること。 

・訪問看護の指示を行った介護医療院は、訪問看護ステーション、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所又は複合型

サービス事業所からの訪問看護の対象者についての相談等に懇切丁寧に応じること。 
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栄養マネジメント強化加算（届出） １１単位（日額） 

基準等 別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして市長に届け出た介護医療院において、入所者ごとの継続的な栄養

管理を強化して実施した場合、栄養マネジメント強化加算として、1日につき所定単位数を加算する。ただし、栄養管理に

係る減算を算定している場合は、算定しない。 

別に厚生労働大臣が定める基準 

 介護医療院サービスにおける栄養マネジメント強化加算の基準 

 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費における規定を準用する 

  次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

  １ 管理栄養士を常勤換算方法（介護医療院基準第2条第3項に規定する常勤換算方法をいう。）で、入所者の数を

50で除して得た数以上配置していること。ただし、常勤の栄養士を1名以上配置し、当該栄養士が給食管理を行

っている場合にあっては、管理栄養士を常勤換算方法で、入所者の数を70で除して得た数以上配置しているこ

と。 

  ２ 低栄養状態にある入所者又は低栄養状態のおそれのある入所者に対して、医師、歯科医師、管理栄養士、看護

師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して作成した栄養ケア計画に従い、当該入所者の食事観察を定期的

に行い、当該入所者ごとの栄養状態、心身の状況及び嗜好を踏まえた食事の調整等を実施すること。 

  ３ ２に規定する入所者以外の入所者に対しても、食事の観察の際に変化を把握し、問題があると認められる場合

は、早期に対応していること。 

  ４ 入所者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、継続的な栄養管理の実施に当たって、当該情報その他

継続的な栄養管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。 

  ５ 通所介護費算定方法第10号（定員超過又は介護職員、看護職員又は介護支援専門員の人員基準欠如による減

算）に規定する基準のいずれにも適合しないこと。 

 
 

解釈通知等 

 

① 栄養マネジメント強化加算は、原則として入所者全員を対象として入所者ごとに大臣基準第65 号の３に掲げる要件

を満たした場合に、当該施設の入所者全員に対して算定できるものであること。 

② 大臣基準第65 号の３の１に規定する常勤換算方法での管理栄養士の員数の算出方法は、以下のとおりとする。な

お、当該算出にあたり、調理業務の委託先において配置される栄養士及び管理栄養士の数は含むことはできないこ

と。また、給食管理を行う常勤の栄養士が１名以上配置されている場合は、管理栄養士が、給食管理を行う時間を栄

養ケア・マネジメントに充てられることを踏まえ、当該常勤の栄養士１名に加えて、管理栄養士を常勤換算方式で、

入所者の数を70 で除して得た数以上配置していることを要件とするが、この場合における「給食管理」とは、給食の

運営を管理として行う、調理管理、材料管理、施設等管理、業務管理、衛生管理及び労働衛生管理を指すものであ

り、これらの業務を行っている場合が該当すること。なお、この場合においても、特別な配慮を必要とする場合な

ど、管理栄養士が給食管理を行うことを妨げるものではない。 

イ 暦月ごとの職員の勤務延時間数を、当該施設において常勤の職員が勤務すべき時間で除することによって算出す 

るものとし、小数点第２位以下を切り捨てるものとする。なお、やむを得ない事情により、配置されていた職員数が

一時的に減少した場合は、１月を超えない期間内に職員が補充されれば、職員数が減少しなかったものとみなすこと

とする。 

ロ 員数を算定する際の入所者数は、当該年度の前年度（毎年４月１日に始まり翌年３月31 日をもって終わる年度と

する。以下同じ。）の平均を用いる（ただし、新規開設又は再開の場合は推定数による。）。この場合、入所者数の

平均は、前年度の全入所者の延数を当該前年度の日数で除して得た数とする。この平均入所者の算定に当たっては、

小数点第２位以下を切り上げるものとする。 

③ 当該加算における低栄養状態のリスク評価は、「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の実

施に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」第４に基づき行うこと。ただし、低栄養

状態のリスクが中リスク者のうち、経口による食事の摂取を行っておらず、栄養補給法以外のリスク分類に該当しな

い場合は、低リスク者に準じた対応とすること。 

④ 低栄養状態のリスクが、中リスク及び高リスクに該当する者に対し、管理栄養士等が以下の対応を行うこと。 

イ 基本サービスとして、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して作成す 
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る栄養ケア計画に、低栄養状態の改善等を行うための栄養管理方法や食事の観察の際に特に確認すべき点等を示す 

こと。 

ロ 当該栄養ケア計画に基づき、食事の観察を週３回以上行い、当該入所者の栄養状態、食事摂取量、摂食・嚥下の 

状況、食欲・食事の満足感、嗜好を踏まえた食事の調整や、姿勢、食具、食事の介助方法等の食事環境の整備等を実

施すること。食事の観察については、管理栄養士が行うことを基本とし、必要に応じ、関連する職種と連携して行う

こと。やむを得ない事情により、管理栄養士が実施できない場合は、介護職員等の他の職種の者が実施することも差

し支えないが、観察した結果については、管理栄養士に報告すること。 

なお、経口維持加算を算定している場合は、当該加算算定に係る食事の観察を兼ねても差し支えない。 

  ハ 食事の観察の際に、問題点が見られた場合は、速やかに関連する職種と情報共有を行い、必要に応じて栄養ケア

計画を見直し、見直し後の計画に基づき対応すること。 

ニ 当該入所者が退所し、居宅での生活に移行する場合は、入所者又はその家族に対し、管理栄養士が退所後の食事 

に関する相談支援を行うこと。また、他の介護保険施設や医療機関に入所（入院）する場合は、入所中の栄養管理に

関する情報（必要栄養量、食事摂取量、嚥下調整食の必要性（嚥下食コード）、食事上の留意事項等）を入所先（入

院先）に提供すること。 

⑤ 低栄養状態のリスクが低リスクに該当する者については、④ロに掲げる食事の観察の際に、あわせて食事の状況を 

把握し、問題点がみられた場合は、速やかに関連する職種と情報共有し、必要に応じて栄養ケア計画を見直し、見直

し後の計画に基づき対応すること。 

⑥ 大臣基準第65 号の３ニに規定する厚生労働省への情報の提出については、ＬＩＦＥを用いて行うこととする。ＬＩ

ＦＥへの提出情報、提出頻度等については、「科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）関連加算に関する基本的考え方

並びに事務処理手順及び様式例の提示について」を参照されたい。 

   サービスの質の向上を図るため、ＬＩＦＥへの提出情報及びフィードバック情報を活用し、利用者の状態に応じた

栄養ケア計画の作成（Plan）、当該計画に基づく支援の提供（Do）、当該支援内容の評価（Check）、その評価結果を

踏まえた当該計画の見直し・改善（Action）の一連のサイクル（ＰＤＣＡサイクル）により、サービスの質の管理を

行うこと。 

提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に資するため、適宜活用される 

ものである。 

 

 平成30年度介護報酬改定に関するQ＆A（Vol.1）  

 

問 週５回以上の食事の観察について、管理栄養士は必ず週５回以上実施する必要があるか。 

 

（答）・食事の観察については、管理栄養士が１日１回、週５回以上実施することを原則とする。 

   ・病欠等のやむを得ない事情により管理栄養士が実施できない場合は、介護職員等の他職種が実施することも差し支えないが、観察

した結果については、管理栄養士に報告すること。 
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経口移行加算 ２８単位（日額） 

基準等 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護医療院において、医師の指示に基づき、医師、歯科医師、管理栄養士、看

護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、現に経管により食事を摂取している入所者ごとに経口による食事の摂

取を進めるための経口移行計画を作成し手いる場合であって、当該計画に従い、医師の指示を受けた管理栄養士又は栄養士

による栄養管理及び言語聴覚士又は看護職員による支援が行われた場合は、当該計画が作成された日（同意を得た日）から

起算して180日以内の期間に限り、１日につき所定単位数を加算する。ただし、栄養管理に係る減算を算定している場合は

算定しない。 

経口による食事の摂取を進めるための経口移行計画に基づき、管理栄養士又は栄養士が行う栄養管理及び言語聴覚士又は

看護職員が行う支援が、当該計画が作成された日から起算して180日を超えた期間に行われた場合であっても、経口による

食事の摂取が一部可能な者であって、医師の指示に基づき継続して経口による食事の摂取を進めるための栄養管理及び支援

が必要とされるものに対しては、引き続き当該加算を算定できる。 

 

（厚生労働大臣が定める基準） 

告示27号・14及び15に規定する基準（定員超過・人員欠如）のいずれにも該当しないこと。 

 

解釈通知等 ① 経口移行加算のうち経管栄養から経口栄養に移行しようとする者に係るものについては、次の通り、実施するものと

すること。 

イ 現に経管により食事を摂取している者であって、経口による食事の摂取を進めるための栄養管理及び支援が必要で

あるとして、医師の指示を受けた者を対象とすること。医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、言語聴覚士、介護支

援専門員その他の職種の者が共同して、経口による食事の摂取を進めるための栄養管理の方法等を示した経口移行計

画を作成すること（栄養ケア計画と一体のものとして作成すること。）。また、当該計画については、経口による食

事の摂取を進めるための栄養管理及び支援の対象となる入所者又はその家族に説明し、その同意を得ること。なお、

施設サービスにおいては、経口移行計画に相当する内容を施設サービス計画の中に記載する場合は、その記載をもっ

て経口移行計画の作成に代えることができるものとすること。 

ロ 当該計画に基づき、経口による食事の摂取を進めるための栄養管理及び支援を実施すること。経口移行加算の算定

期間は、経口からの食事の摂取が可能となり経管による食事の摂取を終了した日までの期間とするが、その期間は入

所者又はその家族の同意を得た日から起算して、180日以内の期間に限るものとし、それを超えた場合においては、

原則として当該加算は算定しないこと。 

ハ 経口による食事の摂取を進めるための栄養管理及び支援が、入所者又はその家族の同意を得られた日から起算し

て、180日を超えて実施される場合でも、経口による食事の摂取が一部可能なものであって、医師の指示に基づき、

継続して経口による食事の摂取を進めるための栄養管理及び支援が必要とされる場合にあっては、引き続き当該加算

を算定できるものとすること。ただし、この場合において、医師の指示はおおむね２週間ごとに受けるものとするこ

と。 

② 経管栄養法から経口栄養法への移行は、場合によっては、誤嚥性肺炎の危険も生じうることから、次のイからハまで

について確認した上で実施すること。 

イ 全身状態が安定していること（血圧、呼吸、体温が安定しており、現疾患の病態が安定していること。）。 

ロ 刺激しなくても覚醒を保っていられること。 

ハ 嚥下反射が見られること（唾液嚥下や口腔、咽頭への刺激による喉頭挙上が認められること。）。 

ニ 咽頭内容物を吸引した後は唾液を嚥下しても「むせ」がないこと。 

③ 経口移行加算を180日間にわたり算定した後、経口摂取に移行できなかった場合に、期間を空けて再度経口摂取に移

行するための栄養管理及び支援を実施した場合は、当該加算は算定できないものとすること。 

④ 入所者の口腔の状態によっては、歯科医療における対応を要する場合も想定されることから、必要に応じて、介護支

援専門員を通じて主治の歯科医師への情報提供を実施するなどの適切な措置を講じること。 
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経口維持加算 （Ⅰ）４００単位（月額） （Ⅱ）１００単位（月額） 

基準等 （経口維持加算（Ⅰ）を算定する場合） 

別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護医療院において、現に経口により食事を摂取する者であって、摂食機能

障害を有し、誤嚥が認められる入所者に対して、医師又は歯科医師の指示に基づき、医師、歯科医師、管理栄養士、看護

師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、入所者の栄養管理をするための食事の観察及び会議等を行い、入所者

ごとに、経口による継続的な食事の摂取を進めるための経口維持計画を作成している場合であって、当該計画に従って医

師又は歯科医師の指示（歯科医師が指示を行う場合にあっては、当該指示を受ける管理栄養士等が医師の指導を受けてい

る場合に限る。）を受けた管理栄養士又は栄養士が栄養管理を行った場合に、当該計画が作成された日の属する月から起

算して６月以内の期間に限り、１月につき所定単位数を加算する。 

ただし、栄養管理に係る減算又は経口移行加算を算定している場合は算定しない。 

（経口維持加算（Ⅱ）を算定する場合） 

協力歯科医療機関を定めている介護医療院が、経口維持加算（Ⅰ）を算定している場合であって、入所者の経口による継 

続的な食事の摂取を支援するための食事の観察及び会議等に、医師（介護医療院に配置された医師を除く。）、歯科医

師、歯科衛生士又は言語聴覚士が加わった場合は、１月につき所定単位数を加算する。 

 

（厚生労働大臣が定める基準） 

1 告示27号・14及び15に規定する基準（定員超過・人員欠如）のいずれにも該当しないこと。 

2 入所者の摂食若しくは嚥下機能が医師の判断により適切に評価されていること。 

3 誤嚥等が発生した場合の管理体制が整備されていること。 

4 食形態の配慮など誤嚥防止のための適切な配慮がなされていること。 

5 2から4までについて、医師、看護職員、管理栄養士、介護支援専門員その他職種の者が共同して実施する体制が整

備されいること。 

解釈通知等 
① 経口維持加算(Ⅰ)については、次に掲げるイからニまでの通り、実施するものとすること。 

イ 現に経口により食事を摂取している者であって、摂食機能障害（食事の摂取に関する認知機能の低下を含む。以下

同じ。）を有し、水飲みテスト（「氷砕片飲み込み検査」、「食物テスト（food test）」、「改訂水飲みテスト」

などを含む。以下同じ。）頸部聴診法、造影撮影（医科診療報酬点数表中「造影剤使用撮影」をいう。以下同

じ。）、内視鏡検査（医科診療報酬点数表中「喉頭ファイバースコピー」をいう。以下同じ。）等により誤嚥が認

められる（喉頭侵入が認められる場合及び食事の摂取に関する認知機能の低下により誤嚥の有無に関する検査を実

施することが困難である場合を含む。以下同じ。）ことから、継続して経口による食事の摂取を進めるための特別

な管理が必要であるものとして、医師又は歯科医師の指示を受けたものを対象とすること。ただし、歯科医師が指

示を行う場合にあっては、当該指示を受ける管理栄養士等が、対象となる入所者に対する療養のために必要な栄養

の指導を行うに当たり、主治の医師の指導を受けている場合に限る（以下同じ。）。 

ロ 月１回以上、医師、歯科医師、管理栄養士、看護職員、言語聴覚士、介護支援専門員その他の職種の者が共同し

て、入所者の栄養管理をするための食事の観察及び会議等を行い、継続して経口による食事の摂取を進めるための

特別な管理の方法等を示した経口維持計画の作成を行うとともに、必要に応じた見直しを行うこと。また、当該経

口維持計画の作成及び見直しを行った場合においては、特別な管理の対象となる入所者又はその家族に説明し、そ

の同意を得ること。なお、介護医療院サービスにおいては、経口維持計画に相当する内容を施設サービス計画の中

に記載する場合は、その記載をもって経口維持計画の作成に代えることができるものとすること 

   入所者の栄養管理をするための会議は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。この際、個

人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、

厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。  

ハ 当該経口維持計画に基づき栄養管理を実施すること。「特別な管理」とは、入所者の誤嚥を防止しつつ、継続して

経口による食事の摂取を進めるための食物形態、摂食方法等における適切な配慮のことをいう。 

② 経口維持加算(Ⅱ)における食事の観察及び会議等の実施に当たっては医師（指定介護療養型医療施設に配置された 

医師を除く。）、歯科医師、歯科衛生士又は言語聴覚士のいずれか１名以上が加わることにより、多種多様な意見に
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基づく質の高い経口維持計画を策定した場合に算定されるものであること。 

③ 経口維持加算(Ⅰ)及び経口維持加算(Ⅱ)の算定に当たり実施する食事の観察及び会議等は、関係職種が一堂に会して

実施することを想定しているが、やむを得ない理由により、参加するべき者の参加が得られなかった場合は、その結

果について終了後速やかに情報共有を行うことで、算定を可能とする。 

④ 「管理体制」とは、食事の中止、十分な排痰、医師又は歯科医師との緊密な連携等が迅速に行われる体制とするこ

と。 

 

 平成30年度介護報酬改定に関するQ＆A（Vol.1）  

  

問 経口維持加算(Ⅰ)の嚥下機能評価について、造影撮影や内視鏡検査以外での評価（水飲みテストなど）で嚥下機能評価でも可能 

 か 

（答）現に経口により食事を摂取している者であって、摂食機能障害を有し、水飲みテスト（「氷砕片飲み込み検査」、「「食物テスト

（food test）」、「改訂水飲みテスト」等を含む。」頚部聴診法、造影撮影（医科診療報酬点数表中「造影剤使用撮影｣をいう。」、

内視鏡検査（医科診療報酬点数表中「喉頭ファイバースコピー」をいう。）等により誤嚥が認められる場合に算定出来るものである。 

 

 令和３年度介護報酬改定に関するQ＆A（Vol.3）  

  

問94 水飲みテストとはどのようなものか。 

（答）経口維持加算は、入所者の摂食・嚥下機能が医師の診断により適切に評価されていることが必要である。代表的な水飲みテスト

法である窪田の方法（窪田俊夫他：脳血管障害における麻痺性嚥下障害ースクリーニングテストとその臨床応用について。総合リハ、10

（2）：271－276、1982）をお示しする。 

 

口腔衛生管理加算 （Ⅰ）９０単位 （Ⅱ）１１０単位 （月額） 

基準等 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護医療院において、入所者に対し、歯科衛生士が口腔衛生の管理を行った

場合は、当該基準に掲げる区分に従い、１月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、いずれかの加算を算定し

ている場合は、他の加算は算定しない。 

（厚生労働大臣が定める基準） 

イ 口腔衛生管理加算（Ⅰ） 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

（1）歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科医師の技術的助言及び指導に基づき、入所者の口腔衛生等の管理に  

係る計画が作成されていること。 

（2）歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入所者に対し、口腔衛生等の管理を月２回以上行うこと。 

（3）歯科衛生士が、（1）における入所者に係る口腔衛生等の管理について、介護職員に対し、具体的な技術的助言及

び指導を行うこと。 

（4）歯科衛生士が、（1）における入所者の口腔に関する介護職員からの相談等に必要に応じ対応すること。 

（5）通所介護費等算定方法第15号（定員超過・人員基準欠如による減算）に該当しないこと。 

ロ 口腔衛生管理加算（Ⅱ） 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

（1）イ（1）から（5）までに掲げる基準のいずれにも適合すること。 

（2）入所者ごとの口腔衛生等の管理に係る情報を厚生労働省に提出し、口腔衛生の管理の実施に当たって、当該情報

その他口腔衛生の管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。 

 
 

解釈通知等 ① 口腔衛生管理加算は、歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が施設の入所者に対して口腔衛生の管理を行い、当該入所 

者に係る口腔清掃等について介護職員へ具体的な技術的助言及び指導をした場合において、当該入所者ごとに算定する 

ものである。 

② 当該施設が口腔衛生管理加算に係るサービスを提供する場合においては、当該サービスを実施する同一月内において 

医療保険による訪問歯科衛生指導の実施の有無を入所者又はその家族等に確認するとともに、当該サービスについて説明

し、その提供に関する同意を得た上で行うこと。 

③ 歯科医師の指示を受けて当該施設の入所者に対して口腔衛生の管理を行う歯科衛生士は、口腔に関する問題点、歯科 



 60 

 

 平成30年度介護報酬改定に関するQ＆A（Vol.1）  

 

問 口腔衛生管理体制加算及び口腔衛生管理加算における「歯科衛生士」とは、施設職員に限定されるのか。もしくは、協力歯科医療

機関等の歯科衛生士でもよいのか。 

 

（答）両加算ともに、施設と雇用関係にある歯科衛生士（常勤、非常勤を問はない。）または協力歯科医療機関等に属する歯科衛生士のい

ずれであっても算定可能である。ただし、算定にあたっては、協力歯科医療機関等の歯科医師の指示が必要である。 

 

問 口腔衛生管理加算は、一人の歯科衛生士が、同時に複数の入所者に対して口腔ケアを行なった場合も算定できるのか。 

 

（答）利用者ごとに口腔ケアを行なうことが必要である。 

 

問 口腔衛生管理体制加算及び口腔衛生管理加算に当たって作成することとなっている「利用者又は入所者の口腔ケア・マネジメント

に係る計画」については、施設ごとに計画を作成すればよいのか。 

 

（答）・施設ごとに計画を作成することとなる。 

    ・なお、口腔衛生管理加算の算定にあたっては、当該計画に合わせて入所者ごとに「口腔衛生に関する実施記録」を作成・保管する

ことが必要である。 

 

 

 令和３年度介護報酬改定に関するQ＆A（Vol.3）（令和３年３月26日）  

 

問97 歯科衛生士による口腔衛生等の管理が月２回以上実施されている場合に算定できることとされているが、月途中から介護保険施

設に入所した者について、入所月は月２回に満たない場合であっても算定できるのか。 

 

（答）月途中からの入所であっても、月２回以上口腔衛生等の管理が実施されていない場合には算定できない。 

 

医師からの指示内容の要点（ただし、歯科医師から受けた指示内容のうち、特に歯科衛生士が入所者に対する口腔衛生 

の管理を行うにあたり配慮すべく事項とする。）、当該歯科衛生士が実施した口腔衛生の管理の内容、当該入所者に係 

る口腔清掃等について介護職員への具体的な技術的な助言及びその他必要と思われる事項を別紙様式３を参考として作 

成し、当該施設に提出すること。当該施設は、当該を保管するとともに、必要に応じてその写しを当該入所者に対して 

提供すること。 

④ 当該歯科衛生士は、介護職員から当該入所者の口腔に関する相談等に必要に応じて対応するとともに、当該入所者の 

口腔の状態により医療保険による対応が必要となる場合には、適切な歯科医療サービスが提供されるよう当該歯科医師及

び当該施設への情報提供を行うこと。 

⑤ 厚生労働省への情報の提出については、ＬＩＦＥを用いて行うこととする。ＬＩＦＥへの提出情報、提出頻度等につ 

いては、「科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示 

について」を参照されたい。 

サービスの質の向上を図るため、ＬＩＦＥへの提出情報及びフィードバック情報を活用し、入所者の状態に応じた口 

腔衛生の管理の内容の決定（Plan）、当該決定に基づく支援の提供（Do)、当該支援内容の評価（Check）、その評価結 

果を踏まえた当該支援内容の見直し・改善（Action）の一連のサイクル（ＰＤＣＡサイクル）により、サービスの 

質の管理を行うこと。 

提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に資するため、適宜活用されるも 

のである。 

⑥ 本加算は、医療保険において歯科訪問診療料が算定された日の属する月であっても算定できるが、訪問歯科衛生指導 

料が算定された日の属する月においては、訪問歯科衛生指導料が３回以上算定された場合には算定できない。 
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問98 口腔衛生管理加算は、歯科衛生士による口腔衛生等の管理が月２回以上実施されている場合に算定できるが、同一日の午前と午

後それぞれ口腔衛生等の管理を行った場合は２回分の実施とするのか。 

 

（答）同一日の午前と午後それぞれ口腔衛生等の管理を行った場合は、１回分の実施となる。 

 

療養食加算（届出） ６単位（１回） 

基準等 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして市長に届け出た介護医療院が、別に厚生労働大臣が定める療養食を提

供したときは、1日につき３回を限度として、所定単位数を加算する。 

１ 食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されていること。 

２ 入所者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容の食事の提供が行われていること。 

３ 食事の提供が、別に厚生労働大臣が定める基準（定員超過入所・人員基準欠如（看護師比率に係る部分を除く）に

該当していないこと。）に適合する介護医療院において行われていること。 

 

別に厚生労働大臣が定める療養食 

 疾病治療の直接手段として医師の発行する食事せんに基づき提供された適切な栄養量及び内容を有する糖尿病食、腎

臓病食、肝臓病食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓病食、脂質異常症食、痛風食、特別な場合の検査食 
 

解釈通知等 ・療養食の加算については、利用者の病状等に応じて、主治の医師より利用者に対し疾患治療の直接手段として発行され

た食事箋に基づき、利用者等告示に示された療養食が提供された場合に算定すること。なお、当該加算を行う場合は、

療養食の献立表が作成されている必要があること。 

・疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事せんに基づいて提供される利用者の年齢、病状等に対応した栄養量及

び内容を有する治療食（糖尿病食、腎臓病食、肝臓病食、胃潰瘍食（流動食は除く。））、貧血食、膵臓病食、脂質異

常症食、痛風食及び特別な場合の検査食をいうものであること。 

・前記の療養食の摂取の方法については、経口又は経管の別を問わないこと。 

・減塩食療法等について 

心臓疾患等に対して減塩食療法を行う場合は、腎臓病食に準じて取り扱うことができるものであるが、高血圧症に対し

て減塩食療法を行う場合は、加算の対象とはならないこと。また、腎臓病食に準じて取り扱うことができる心臓疾患等の

減塩食については、総量6.0ｇ未満の減塩食をいうこと。 

・肝臓病食について 

肝臓病食とは、肝庇護食、肝炎食、肝硬変食、閉鎖性黄疸食（胆石症及び胆嚢炎による閉鎖性黄疸の場合を含む。）等

をいうこと。 

・胃潰瘍食について 

十二指腸潰瘍の場合も胃潰瘍食として取り扱って差し支えないこと。手術前後に与える高カロリー食は加算の対象とし

ないが、侵襲の大きな消化管手術の術後において胃潰瘍食に準ずる食事を提供する場合は、療養食の加算が認められるこ

と。また、クローン病、潰瘍性大腸炎等により腸管の機能が低下している患者等に対する低残さ食については、療養食と

して取り扱って差し支えないこと。 

・貧血食の対象者となる入所者等について 

療養食として提供される貧血食の対象となる入所者等は、血中ヘモグロビン濃度が10ｇ／dl 以下であり、その原因が

鉄分の欠乏に由来する者であること。 

・高度肥満症に対する食事療法について 

高度肥満症（肥満度が＋70％以上又はＢＭＩ（Body Mass Index）が35以上）に対して食事療法を行う場合は、脂質異

常症食に準じて取り扱うことができること。 

・特別な場合の検査食について 

特別な場合の検査食とは、潜血食をいう他、大腸Ｘ線検査・大腸内視鏡検査のために特に残さの少ない調理済食品を使

用した場合は、「特別な場合の検査食」として取り扱って差し支えないこと。 

・脂質異常症食の対象となる患者等について 

療養食として提供される脂質異常症食の対象となる入所者等は、空腹時定常状態におけるLDL-コレステロール値が140
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㎎／dl 以上である者又はHDL-コレステロール値が40㎎／dl 未満、若しくは血清中性脂肪値が150㎎／dl 以上である者で

あること。 

なお、経口による食事の摂取を進めるための栄養管理及び支援が行われている場合にあっては、経口移行加算又は経口維

持加算を併せて算定することが可能である。 

 

 平成30年度介護報酬改定に関するQ＆A（Vol.1）  

 

問 濃厚流動食のみの提供の場合は、３食として理解してよいか。 

 

（答）・１日給与量の指示があれば、２回で提供しても３回としてもよい。 

 

在宅復帰支援機能加算 １０単位（日額） 

基準等 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護医療院であって、次に掲げる基準のいずれにも該当している場合にあっ

ては、１日につき所定単位数を加算する。 

 １ 入所者の家族との連絡調整を行っていること。 

 ２ 入所者が利用を希望する指定居宅介護支援事業者に対して、入所者に係る居宅サービスに必要な情報の提供、退所

後の居宅サービスの利用に関する調整を行っていること。 

（厚生労働大臣が定める基準） 

１ 算定日が属する月の前６月間において当該施設から退所した者の総数のうち、当該期間内に退所し、在宅に

おいて介護を受けることとなったもの(当該施設における入所期間が１月間を超えていた者に限る。) の占め

る割合が３割を超えていること。 

２ 退所者の退所後30日以内に、当該施設の従業者が当該退所者の居宅を訪問すること又は指定居宅介護支援事

業者から情報提供を受けることにより、当該退所者の在宅における生活が１月以上継続する込みであること

を確認し、記録していること。 
 

解釈通知等 ・「入所者の家族との連絡調整」とは、入所者が在宅へ退所するにあたり、入所者及びその家族に対して、次に掲げる支

援を行うこと。 

① 退所後の居宅サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービスについて相談援助を行うこと。 

② 必要時応じ、当該入所者の同意を得て退所後の居宅地を管轄する市町村及び地域包括支援センター又は老人介護支

援センターに対して当該入所者の介護状況を示す文書を添えて当該入所者に係る居宅サービスに必要な情報を提供

すること。 

・本人家族に対する相談援助の内容は次のようなものであること。 

① 食事、入浴、健康管理等在宅における生活に関する相談援助 

② 退所する者の運動機能及び日常生活動作能力の維持及び向上を目的として行う各種訓練等に関する相談助言 

③ 家屋の改善に関する相談援助 

④ 退所する者の介助方法に関する相談援助 

・在宅復帰支援機能加算の算定を行なった場合は、その算定根拠等の関係書類を整備しておくこと。 

 

緊急時施設診療費に関する事項  

基準等 

 

入所者の病状が著しく変化した場合に緊急その他やむを得ない事情により行なわれる次に掲げる医療行為につき算定す

る。 

(1)緊急時治療管理（1日につき）     ５１８単位 

 注１ 入所者の病状が重篤となり救命救急医療が必要となる場合において緊急的な治療管理としての投薬、検査、注

射、処置等を行なったときに算定する。 

  2 同一の入所者について1月に１回、連続する３日を限度とする。 

(2)特定治療 

 注 医科診療報酬点数表第１章及び第２章において、高齢者の医療の確保に関する法律第57条第３項に規定する保険 

医療機関等が行った場合に点数が算定されるリハビリテーション、処置、手術、麻酔又は放射線治療（別に厚生労 
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働大臣が定めるものを除く。）を行った場合に、当該診療に係る医科診療報酬点数表第１章及び第２章に定める点 

数に10円を乗じて得た額を算定する。 

厚生労働大臣が定めるリハビリテーション、処置、手術、麻酔又は放射線治療の内容は次のとおり 

指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護医療院サービスのツ(2)の厚生労働大臣が定めるリハビリテーショ 

ン、処置、手術、麻酔又は放射線治療 

医科診療報酬点数表第２章第７部により点数の算定されるリハビリテーション、同章第９部により点数の算定さ

れる処置（同部において医科診療報酬点数表の例によるとされている診療のうち次に掲げるものを含む。）、同

章第10部により点数の算定される手術及び同章第11部により点数の算定される麻酔のうち、次に掲げるものとす

る。 

イからホ  （略） 
 

解釈通知 

(29) 

入所者の病状が著しく変化し、入院による治療が必要とされる場合には、速やかに協力病院等の病院へ入院させること

が必要であるが、こうした場合であっても、介護医療院において緊急その他やむを得ない事情により施設診療を行なうと

きがあるので、緊急時施設診療費は、このような場合に行われる施設診療を評価するために設けられていること。 

① 緊急時治療管理 

イ 緊急時治療管理は、入所者の病状が重篤になり、救命救急医療が必要となる入所者に対し、応急的な治療管理と 

して投薬、注射、検査、処置等が行われた場合に、1日につき518単位を算定すること。 

 ロ 緊急時治療管理は、１回に連続する３日を限度とし、月１回に限り算定するものであるので、例えば、１月に連 

続しない１日を３回算定することは認められないものであること。 

 ハ また、緊急時治療管理と特定治療とは同時に算定することはできないこと。 

 ニ 緊急時治療管理の対象となる入所者は、次のとおりであること 

  ａ 意識障害又は昏睡 

  ｂ 急性呼吸不全又は慢性呼吸不全の急性憎悪 

  ｃ 急性心不全（心筋梗塞を含む。） 

  ｄ ショック 

  ｅ 重篤な代謝障害 

  ｆ その他薬物中毒等で重篤なもの 

② 特定治療 

イ 特定治療は、介護医療院においてやむを得ない事情により行なわれるリハビリテーション、処置、手術、麻酔 

又は放射線治療について、診療報酬の算定方法（平成20年厚生労働省告示第59号）別表第１医科診療報酬点数表 

により算定する点数に10円を乗じて得た額を算定すること。 

  ロ 算定できないものは、利用者等告示第74の２号に示されていること。 

  ハ ロの具体的取扱いは、診療報酬の算定方法別表第１医科診療報酬点数表の取扱いの例によること。 

認知症専門ケア加算（届出） （Ⅰ）３単位（日額）  （Ⅱ）４単位（日額） 

基準等 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市長に届け出た介護医療院において、別に厚生労働大臣が定

める者に対し専門的な認知症ケアを行なった場合は、当該基準に掲げる基準に従い、１日につき加算する。ただし、認知

症専門加算（Ⅰ）を算定している場合は、認知症専門加算（Ⅱ）は算定せず、いずれかのみ算定する。 

(厚生労働大臣が定める基準） 

認知症専門加算（Ⅰ）を算定する場合 

１ 事業所又は施設における利用者又は入所者の総数のうち、日常生活に支障を来たすおそれのある症状若しくは

行動が認められることから介護を必要とする認知症の者（以下「対象者」という。）の占める割合が２分の1以

上であること。 

２ 認知症介護に係る専門的な研修を修了している者（短期入所療養介護を提供する場合にあっては、別に厚生労

働大臣が定める者含む。）を、対象者の数が20人未満である場合にあっては、１以上、当該対象者の数が20人

以上である場合にあっては、１に、当該対象者の数が19を超えて10又はその端数を増すごとに１を加えて得た

数以上配置し、チームとして専門的な認知症のケアを実施していること。 

３ 当該事業所又は施設の従業者に対して、認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議を定期
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認知症行動・心理症状緊急対応加算 ２００単位（日額） 

基準等 医師が、認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅での生活が困難であり、緊急に入所することが適当である

と判断した者に対し、介護医療院サービスを行った場合には、入所した日から起算して７日を限度として、１日につき

所定単位数を加算する。 

解釈通知等 ① 「認知症の行動・心理症状」とは、認知症による認知機能の障害に伴う、妄想・幻覚・興奮・暴言等の症状を指すも

のである。 

② 本加算は、在宅で療養を行っている入所者に「認知症の行動・心理症状」が認められた際に、介護医療院に一時的に

入所することにより、当該入所者の在宅での療養が継続されることを評価するものである。 

③ 本加算は、在宅で療養を行っている要介護被保険者に「認知症の行動・心理症状」が認められ、緊急に介護医療院へ

の入所が必要であると医師が判断した場合であって、介護支援専門員、受け入れ施設の職員と連携し、入所者又は家族

の同意の上、当該施設に入所した場合に算定することができる。本加算は医師が判断した当該日又はその次の日に利用

を開始した場合に限り算定できるものとする。この際、当該施設への入所ではなく、医療機関における対応が必要であ

ると判断される場合にあっては、速やかに適当な医療機関の紹介、情報提供を行うことにより、適切な医療が受けられ

るように取り計らう必要がある。 

④ 本加算は、当該利用者の在宅での療養が継続されることを評価するものであるため、入所後速やかに退所に向けた施

設サービス計画を策定し、当該入所者の「認知症の行動・心理症状」が安定した際には速やかに在宅復帰が可能となる

ようにすること。 

⑤ 次に掲げる者が、直接、当該施設へ入院した場合には、当該加算は算定できないものであること。 

ａ 病院又は診療所に入院中の者 

ｂ 介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設に入院中又は入所中の者 

ｃ 短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、短期利用特定施設入居者生活介護、認知症対応型

共同生活介護、短期利用認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型短期利用特

定施設入居者生活介護を利用中の者 

⑥ 判断を行った医師は診療録等に症状、判断の内容等を記録しておくこと。また、施設も判断を行った医師名、日付及

び利用開始に当たっての留意事項等を介護サービス計画書に記録しておくこと。 

⑦ 当該加算の算定にあたっては、個室等、認知症の行動・心理症状の増悪した者の療養に相応しい設備を整備するこ

と。 

⑧ 当該加算は、当該入所が入所前１月の間に、当該介護医療院に入所したことがない場合及び過去１月の間に当該加算

（他サービスを含む）を算定したことがない場合に限り算定できることとする。 

的に開催していること。 

 

認知症専門加算（Ⅱ）を算定する場合 

１ 認知症専門ケア加算（Ⅰ）の基準のいずれにも適合すること。 

２ 認知症介護の指導に係る専門的な研修を修了している者を認知症専門ケア加算（Ⅰ）の基準に加え１名以上配

置し、事業所又は施設全体の認知症ケアの指導等を実施していること。 

３ 当該事業所又は施設における介護職員、看護職員毎の認知症ケアに関する研修計画を作成し、当該計画に従

い、研修を実施又は実施を予定していること。 

（厚生労働大臣が定める者） 

日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする認知症の者 
 

解釈通知等 ・対象者は、日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ又はＭに該当する患者を指すものとする。 

・「認知症介護に係る専門的な研修」とは、「認知症介護実践リーダー研修」及び認知症看護に係る適切な研修を指す。 

・入所者の栄養管理をするための会議は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。この際、個人情報

保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省

「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。 

・「認知症介護の指導に係る専門的な研修」とは、「認知症介護指導者研修」及び認知症看護に係る適切な研修を指す。 
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重度認知症疾患療養体制加算 （日額） 

基準等 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして市長に届け出た介護医療院において、入所者に対し

て、介護医療院サービスを行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、入所者の要介護状態区分に応じて、それぞれ

１日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次

に掲げるその他の加算は算定しない。 

(1) 重度認知症疾患療養体制加算(Ⅰ) 

㈠ 要介護１又は要介護２       140単位 

㈡ 要介護３、要介護４又は要介護５   40単位 

(2) 重度認知症疾患療養体制加算(Ⅱ) 

(一)要介護１又は要介護２        200単位 

(二)要介護３、要介護４又は要介護５   100単位 

(厚生労働大臣が定める施設基準） 

指定短期入所療養介護における重度認知症疾患療養体制加算の基準 

イ 重度認知症疾患療養体制加算(Ⅰ)の基準 

（1） 看護職員の数が、常勤換算方法で、当該介護医療院における指定短期入所療養介護の利用者の数及び入所者

（以下この号において「入所者等」という。）の数の合計数が四又はその端数を増すごとに一以上であるこ

と。ただし、そのうち当該介護医療院における入所者等の数を四をもって除した数（その数が一に満たない

ときは、一とし、その数に一に満たない端数が生じるときはこれを切り上げるものとする。）から当該介護

医療院における入所者等の数を六をもって除した数（その数が一に満たない端数が生じるときはこれを切り

上げるものとする。）を減じた数の範囲内で介護職員とすることができる。 

（2） 当該介護医療院に専任の精神保健福祉士（精神保健福祉士法（平成九年法律第百三十一号）第二条に規定す

る精神保健福祉士をいう。ロにおいて同じ。）及び理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士がそれぞれ一名

以上配置されており、各職種が共同して入所者等に対し介護医療院短期入所療養介護を提供していること。 

（3） 入所者等が全て認知症の者であり、届出を行った日の属する月の前三月において日常生活に支障を来すおそ

れのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする認知症の者の割合が二分の一以上であるこ

と。 

（4） 近隣の精神科病院（精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和二十五年法律第百二十三号）第十九条

の五に規定する精神科病院をいう。以下この⑷及びロにおいて同じ。）と連携し、当該精神科病院が、必要

に応じ入所者等を入院（同法に基づくものに限る。ロにおいて同じ。）させる体制が確保され、当該精神科

病院に勤務する医師の入所者等に対する診察が週四回以上行われていること。 

（5） 届出を行った日の属する月の前３月間において、身体拘束廃止未実施減算を算定していないこと。 

ロ 重度認知症疾患療養体制加算(Ⅱ)の基準 

（1） 看護職員の数が、常勤換算方法で、入所者等の数が四又はその端数を増すごとに一以上 

（2） 当該介護医療院に専ら従事する精神保健福祉士及び作業療法士がそれぞれ一名以上配置されており、各職種

が共同して入所者等に対し介護医療院短期入所療養介護を提供していること。 

（3） 六十平方メートル以上の床面積を有し、専用の器械及び器具を備えた生活機能回復訓練室を有しているこ

と。 

（4） 入所者等が全て認知症の者であり、届出を行った日の属する月の前三月において日常生活に支障を来すおそ

れのある症状又は行動が認められることから特に介護を必要とする認知症の者の割合が二分の一以上である

こと。 

（5） 近隣の精神科病院と連携し、当該精神科病院が、必要に応じ入所者等を入院させる体制が確保され、当該精

神科病院に勤務する医師の入所者等に対する診察が週四回以上行われていること。 

（6） 届出を行った日の属する月の前三月間において、身体拘束廃止未実施減算を算定していないこと。 

 
 

解釈通知等 イ 重度認知症疾患療養体制加算については、施設単位で体制等について届け出ること。 

ロ 施設基準第21 号の３イ(３)及び施設基準第21 号の３ロ(４)の基準において、入所者等が全て認知症の者とあるのは、 
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入所者等が全て認知症と確定診断されていることをいう。ただし、入所者については、入所後３か月間に限り、認知症の

確定診断を行うまでの間はＭＭＳＥ（Mini Mental State Examination）において23 点以下の者又はＨＤＳ―Ｒ（改訂長

谷川式簡易知能評価スケール）において20 点以下の者を含むものとする。短期入所療養介護の利用者については、認知

症と確定診断を受けた者に限る。なお、認知症の確定診断を行った結果、認知症でないことが明らかになった場合には、

遅滞なく適切な措置を講じなければならない。 

ハ 施設基準第21 の３号イ(３)の基準において、届出を行った日の属する月の前三月において日常生活に支障を来すおそ 

れのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする認知症の者の割合については、以下の式により計算するこ

と。 

(a) (ⅰ)に掲げる数÷(ⅱ)に掲げる数 

(ⅰ) 届出を行った日の属する月の前三月における認知症高齢者の日常生活自立度のランクⅢb 以上に該当する者の延 

入所者数 

(ⅱ) 届出を行った日の属する月の前三月における認知症の者の延入所者数 

ニ 施設基準第21 の３号ロ(４)の基準において、届出を行った日の属する月の前三月において日常生活に支障を来すおそ 

れのある症状又は行動が認められることから特に介護を必要とする認知症の者の割合については、以下の式により計算 

すること。 

(a) (ⅰ)に掲げる数÷(ⅱ)に掲げる数 

(ⅰ) 届出を行った日の属する月の前三月における認知症高齢者の日常生活自立度のランクⅣ以上に該当する者の延入 

所者数 

(ⅱ) 届出を行った日の属する月の前三月における認知症の者の延入所者数 

ホ 施設基準第21 の３号ロ(３)の基準における生活機能回復訓練室については、「介護医療院条例解釈」（平成30 年3 月 

22 日 第１号）のとおり、機能訓練室、談話室、食堂及びレクリエーション・ルーム等と区画せず、１つのオープンスペ

ースとすることは差し支えない。また、生活機能回復訓練室については、入所者に対する介護医療院サービスの提供に支

障を来さない場合は、他の施設と兼用して差し支えない。 

ヘ 施設基準第21 の３号イ(４)及び施設基準第21 の３号ロ(５)の基準で規定している医師が診察を行う体制については、 

連携する近隣の精神科病院に勤務する医師が当該介護医療院を週四回以上訪問し、入所者等の状況を把握するとともに、

必要な入所者等に対し診察を行っていること。ただし、老人性認知症疾患療養病棟（介護保険法施行令（平成十年政令第

四百十二号）第四条第二項に規定する病床により構成される病棟を有する病院の当該精神病床）の全部又は一部を転換し

開設した介護医療院にあっては、当該介護医療院の精神科医師又は神経内科医師が入所者等の状況を把握するとともに、

必要な入所者等に対し診察を週四回以上行うことで差し支えない。なお、その場合であっても、近隣の精神科病院と連携

し、当該精神科病院が、必要に応じ入所者等を入院させる体制が確保されている必要がある。 

 

排せつ支援加算 （Ⅰ）１０単位 （Ⅱ）１５単位 （Ⅲ）２０単位（月額） 

基準等 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市長に届け出た介護医療院において、継続的に入所者ごと

の排せつに係る支援を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、１月につき所定単位数を加算する。ただし、次に

いずれかの加算を算定している場合においては、他の加算は算定しない。 

(厚生労働大臣が定める基準） 

 イ 排せつ支援加算（Ⅰ） 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

（1） 入所者ごとに、要介護状態の軽減の見込みについて、医師又は医師と連携した看護師が施設入所時に評価

し、その後少なくとも６月に１回評価するとともに、その評価結果等の情報を厚生労働省に提出し、排せつ

支援の実施に当たって、当該情報その他排せつ支援の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用してい

ること。 

（2） （1）の評価の結果、排せつに介護を要する入所者であって、適切な対応を行うことにより、要介護状態の

軽減が見込まれるものについて、医師、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、当該入所者

が排せつに介護を要する原因を分析し、それに基づいた支援計画を作成し、当該支援計画に基づく支援を継

続して実施していること。 

（3） （1）の評価に基づき。少なくとも３月に１回、入所者ごとに支援計画を見直していること。 

 ロ 排せつ支援加算（Ⅱ） 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 
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（1） イ（1）から（3）までに掲げる基準のいずれにも適合すること。 

（2） 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。 

(一) イ（1）の評価の結果、要介護状態の軽減が見込まれる者について、施設入所時と比較して、排尿又   

は排便の状態の少なくとも一方が改善するとともにいずれにも悪化がないこと。 

(二) イ（1）の評価の結果、施設入所時におむつを使用していた者であって、要介護状態の軽減が見込ま

れるものについて、おむつを使用しなくなったこと。 

 ハ 排せつ支援加算（Ⅲ） イ（1）から（3）まで並びにロ（2）（一）及び（二）に掲げる基準のいずれにも適

合すること。 
 

解釈通知等 ① 排せつ支援加算は、排せつ支援の質の向上を図るため、多職種の共同により、入所者が排せつに介護を要する要因の 

分析を踏まえた支援計画の作成（Plan）、当該支援計画に基づく排せつ支援の実施（Do）、当該支援内容の評価

（Check）とその結果を踏まえた当該支援計画の見直し（Action）といったサイクル（以下この(36)において「ＰＤＣＡ」 

という。）の構築を通じて、継続的に排せつ支援の質の管理を行った場合に加算するものである。 

② 排せつ支援加算(Ⅰ)は、原則として入所者全員を対象として入所者ごとに大臣基準第71 号の３に掲げる要件を満たし 

た場合に、当該施設の入所者全員（排せつ支援加算(Ⅱ)又は(Ⅲ)を算定する者を除く。）に対して算定できるものであ 

ること。 

③ 本加算は、全ての入所者について、必要に応じ適切な介護が提供されていることを前提としつつ、さらに特別な支援 

 を行うことにより、施設入所時と比較して排せつの状態が改善することを評価したものである。したがって、例えば、

施設入所時において、入所者が尿意・便意を職員へ訴えることができるにもかかわらず、職員が適時に排せつを介助で

きるとは限らないことを主たる理由としておむつへの排せつとしていた場合、支援を行って排せつの状態を改善させた

としても加算の対象とはならない。 

④  大臣基準第71 号の３イ⑴の評価は、別紙様式６を用いて、排尿・排便の状態及びおむつ使用の有無並びに特別な支 

援が行われた場合におけるそれらの３か月後の見込みについて実施する。 

⑤ 大臣基準第71 号の３イ⑴の施設入所時の評価は、大臣基準第71 号の３イ⑴から⑶までの要件に適合しているものと 

して市長に届け出た日の属する月及び当該月以降の新規入所者については、当該者の施設入所時に評価を行うことと 

し、届出の日の属する月の前月以前から既に入所している者（以下「既入所者」という。）については、介護記録等に 

基づき、施設入所時における評価を行うこと。 

⑥  ④又は⑤の評価を医師と連携した看護師が行った場合は、その内容を支援の開始前に医師へ報告することとする。ま 

た、医師と連携した看護師が④の評価を行う際、入所者の背景疾患の状況を勘案する必要がある場合等は、医師へ相談 

することとする。 

⑦  大臣基準第71 号の３イ⑴の評価結果等の情報の提出については、ＬＩＦＥを用いて行うこととする。ＬＩＦＥへの 

 提出情報、提出頻度等については、「科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）関連加算に関する基本的考え方並びに事務 

処理手順及び様式例の提示について」を参照されたい。 

提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に資するため、適宜活用されるも 

のである。 

⑧  大臣基準第71 号の３イ⑵の「排せつに介護を要する入所者」とは、要介護認定調査の際に用いられる「認定調査員 

 テキスト2009 改訂版（平成30 年４月改訂）」の方法を用いて、排尿又は排便の状態が、「一部介助」若しくは「全介 

助」と評価される者又はおむつを使用している者をいう。 

⑨  大臣基準第71 号の３イ⑵の「適切な対応を行うことにより、要介護状態の軽減が見込まれる」とは、特別な支援を 

 行わなかった場合には、当該排尿若しくは排便又はおむつ使用にかかる状態の評価が不変又は低下となることが見込ま 

 れるものの、適切な対応を行った場合には、排尿又は排便の状態の少なくとも一方が改善又はおむつ使用ありから使用 

なしに改善すること、あるいは、排尿又は排便の状態の少なくとも一方が改善し、かつ、おむつ使用ありから使用なし 

に改善することが見込まれることをいう。 

⑩ 支援に先立って、失禁に対する各種ガイドラインを参考にしながら、対象者が排せつに介護を要する要因を多職種が 

共同して分析し、それに基づいて、別紙様式６の様式を用いて支援計画を作成する。要因分析及び支援計画の作成に関わ

る職種は、④の評価を行った医師又は看護師、介護支援専門員、及び支援対象の入所者の特性を把握している介護職員を

含むものとし、その他、疾患、使用している薬剤、食生活、生活機能の状態等に応じ薬剤師、管理栄養士、理学療法士、

作業療法士等を適宜加える。なお、介護福祉施設サービスにおいては、支援計画に相当する内容を施設サービス計画の中
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に記載する場合は、その記載をもって支援計画の作成に代えることができるものとするが、下線又は枠で囲う等によ

り、、他の記載と区別できるようにしてください。 

⑪ 支援計画の作成にあたっては、要因分析の結果と整合性が取れた計画を、個々の入所者の特性に配慮しながら個別に 

 作成することとし、画一的な支援計画とならないよう留意する。また、支援において入所者の尊厳が十分保持されるよ 

う留意する。 

⑫ 当該支援計画の実施にあたっては、計画の作成に関与した者が、入所者又はその家族に対し、排せつの状態及び今後 

の見込み、支援の必要性、要因分析並びに支援計画の内容、当該支援は入所者又はその家族がこれらの説明を 理解した

上で支援の実施を希望する場合に行うものであること、及び支援開始後であってもいつでも入所者又はその家族の希望に

応じて支援計画を中断又は中止できることを説明し、入所者及びその家族の理解と希望を確認した上で行うこと。 

⑬ 大臣基準第71 号の３イ⑶における支援計画の見直しは、支援計画に実施上の問題（排せつ支援計画の変更の必要性、 

関連職種が共同して取り組むべき事項の見直しの必要性等）があれば直ちに実施すること。 

その際、ＰＤＣＡの推進及び排せつ支援の質の向上を図る観点から、ＬＩＦＥへの提出情報及びフィードバック情報を

活用すること。 

⑭ 排せつ支援加算(Ⅱ)は、排せつ支援加算(Ⅰ)の算定要件を満たす施設において、施設入所時と比較して、排尿又は排 

便の状態の少なくとも一方が改善し、かつ、いずれにも悪化がない場合又はおむつ使用ありから使用なしに改善した場合

に、算定できることとする。 

⑮ 排せつ支援加算(Ⅲ)は、排せつ支援加算(Ⅰ)の算定要件を満たす施設において、施設入所時と比較して、排尿又は排 

便の状態の少なくとも一方が改善し、いずれにも悪化がなく、かつ、おむつ使用ありから使用なしに改善した場合に、 

算定できることとする。 

 

 平成30年度介護報酬改定に関するQ＆A（Vol.1）（平成30年３月23日）  

 

問84 排せつに介護を要する原因を分析し、それに基づいた支援計画を作成する際に参考にする、失禁に関するガイドラインに、以下

のものは含まれるか。 

 ・EBMに基づく尿失禁ガイドライン（平成16年 泌尿器科領域の治療標準化に関する研究班） 

 ・男性下部尿路症状診療ガイドライン（平成25年 日本排尿機能学会） 

 ・女性下部尿路症状診療ガイドライン（平成25年 日本排尿機能学会） 

 ・便失禁診療ガイドライン（平成29年 日本大腸肛門病学会） 

 

（答）いずれも含まれる。 

 

問77 排せつ支援加算について、「計画に基づく支援を継続して実施した場合は、支援を開始した日の属する月から起算して６月以内

の期間に限り、１月につき所定単位数を加算する。ただし、同一入所期間中に排せつ支援加算を算定している場合は、算定しない」

とされているが、１）「支援を継続して実施」を満たすためには、２）支援を開始した日の属する月から起算して６月の期間が経過

する前に、その場合、加算の算定はいつまで可能か。３）「同一入所期間中に排せつ支援加算を算定している場合は、算定しない」

とは、入所中１月分しか当該加算を算定できないという意味ではなく、加算が算定できる６月の期間を経過する等によって加算の算

定をを終了した場合は、支援を継続したり、新たに支援計画を立てたりしても加算を算定することはできないという意味か。 

 

（答）１）排せつに関して必要な支援が日常的に行なわれていれば、必ずしも毎日何らかの支援を行なっていることを求めるものではない。 

  ２）想定される。例えば、６月の期間の経過より前に当初見込んだ改善を達成し、その後は支援なしでも維持できると判断された場合 

や、利用者の希望によって支援を中止した場合等で、日常的な支援が行なわれない月が発生した際には、当該の月以降、加算は算定 

できない。 

   ３）貴見のとおりである。 
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自立支援促進加算 ３００単位（月額） 

基準等 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市長に届け出た介護医療院において、継続的に入所者ごと

の自立支援を行った場合は、１月につき所定単位数を加算する。 

(厚生労働大臣が定める基準） 

自立支援促進加算の基準 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

イ 医師が入所者ごとに、施設入所時に自立支援に係る医学的評価を行い、その後少なくとも６月に１回医学的評

価の見直しを行うとともに、その医学的評価の結果等の情報を厚生労働省に提出し、自立支援の促進に当たっ

て、当該情報その他自立支援の適切かつ有効な促進のために必要な情報を活用していること。 

ロ イの医学的評価の結果、自立支援の促進が必要であるとされた入所者ごとに、医師、看護職員、介護支援専門

員その他の職種の者が共同して、自立支援に係る支援計画を策定し、支援計画に従ったケアを実施しているこ

と。 

ハ イの医学的評価に基づき、少なくとも３月１回、入所者ごとに支援計画を見直していること。 

ニ 医師が自立支援に係る支援計画の策定等に参加していること。 
 

解釈通知等 ① 自立支援促進加算は、入所者の尊厳の保持及び自立支援に係るケアの質の向上を図るため、多職種共同による、入所者

が自立支援の促進を要する要因の分析を踏まえた支援計画の作成（Plan）、当該支援計画に基づく自立支援の促進

（Do）、当該支援内容の評価（Check）とその結果を踏まえた当該支援計画の見直し（Action）といったサイクル（以下

この(37)において「ＰＤＣＡ」という。）の構築を通じて、継続的に入所者の尊厳を保持し、自立支援に係る質の管理

を行った場合に加算するものである。 

② 本加算は、全ての入所者について、必要に応じ、適切な介護が提供されていることを前提としつつ、介護保険制度の理

念に基づき、入所者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、特に必要な支

援を実施していることを評価するものである。 

このため、医師が、定期的に、全ての入所者に対する医学的評価及びリハビリテーション、日々の過ごし方等について

のアセスメントを実施するとともに、医師、看護職員、介護職員、介護支援専門員その他の職種が、医学的評価、アセス

メント及び支援実績に基づき、特に自立支援のための対応が必要とされた者について、生活全般において適切な介護を実

施するための包括的な支援計画を策定し、個々の入所者や家族の希望に沿った、尊厳の保持に資する取組や本人を尊重す

る個別ケア、寝たきり防止に資する取組、自立した生活を支える取組、廃用性機能障害に対する機能回復・重度化防止の

ための自立支援の取組などの特別な支援を行っている場合に算定できるものである。なお、本加算は、画一的・集団的な

介護又は個別的ではあっても画一的な支援計画による取組を評価するものではないこと、また、リハビリテーションや機

能訓練の実施を評価するものではないことから、個別のリハビリテーションや機能訓練を実施することのみでは、加算の

対象とはならないこと。 

③ 本加算は、原則として入所者全員を対象として入所者ごとに大臣基準第71 号の４に掲げる要件を満たした場合に、当

該施設の入所者全員に対して算定できるものであること。 

④ 大臣基準第71 号の４イの自立支援に係る医学的評価は、医師が必要に応じて関連職種と連携し、別紙様式７を用い

て、当該時点における自立支援に係る評価に加え、特別な支援を実施することによる入所者の状態の改善可能性等につ

いて、実施すること。 

⑤ 大臣基準第71 号の４ロの支援計画は、関係職種が共同し、別紙様式７を用いて、訓練の提供に係る事項（離床・基本

動作、ＡＤＬ動作、日々の過ごし方及び訓練時間等）の全ての項目について作成すること。作成にあたっては、④の医

学的評価及び支援実績等に基づき、個々の入所者の特性に配慮しながら個別に作成することとし、画一的な支援計画と

ならないよう留意すること。 

⑥ 当該支援計画の各項目は原則として以下のとおり実施すること。その際、入所者及びその家族の希望も確認し、入所者

の尊厳が支援に当たり十分保持されるように留意すること。 

ａ 寝たきりによる廃用性機能障害を防ぐために、離床、座位保持又は立ち上がりを計画的に支援する。 

ｂ  食事は、本人の希望に応じ、居室外で、車椅子ではなく普通の椅子を用いる等、施設においても、本人の希望を尊重 

し、自宅等におけるこれまでの暮らしを維持できるようにする。食事の時間や嗜好等への対応について、画一的ではな

く、個人の習慣や希望を尊重する。 

ｃ   排せつは、入所者ごとの排せつリズムを考慮しつつ、プライバシーに配慮したトイレを使用することとし、特に多 

床室においては、ポータブルトイレの使用を前提とした支援計画を策定してはならない。 
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ｄ   入浴は、特別浴槽ではなく、一般浴槽での入浴とし、回数やケアの方法についても、個人の習慣や希望を尊重する 

こと。 

ｅ   生活全般において、入所者本人や家族と相談し、可能な限り自宅での生活と同様の暮らしを続けられるようにす 

る。 

ｆ  リハビリテーション及び機能訓練の実施については、本加算において評価をするものではないが、④の評価に基づ 

き、必要な場合は、入所者本人や家族の希望も確認して施設サービス計画の見直しを行う。 

⑦ 大臣基準第71 号の４ロにおいて、支援計画に基づいたケアを実施する際には、対象となる入所者又はその家族に説明

し、その同意を得ること。 

⑧ 大臣基準第71 号の４ハにおける支援計画の見直しは、支援計画に実施上に当たっての課題（入所者の自立に係る状態

の変化、支援の実施時における医学的観点からの留意事項に関する大きな変更、関連職種が共同して取り組むべき事項

の見直しの必要性等）に応じ、必要に応じた見直しを行うこと。 

その際、ＰＤＣＡの推進及びケアの向上を図る観点から、ＬＩＦＥへの提出情報とフィードバック情報を活用するこ

と。 

⑨ 大臣基準第第71 号の４ニの評価結果等の情報の提出については、ＬＩＦＥを用いて行うこととする。ＬＩＦＥへの提

出情報、提出頻度等については、「科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）関連加算に関する基本的考え方並びに事務処

理手順及び様式例の提示について」を参照されたい。 

提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に資するため、適宜活用されるもの

である。 

 

 令和３年度介護報酬改定に関するQ＆A（Vol.10）（令和３年６月９日）  

 

問84 本加算の目的にある「入所者の尊厳の保持及び自立支援に係るケアの質の向上を図ること」とはどのような趣旨か。 

 

（答）これまで、 

    － 寝たきりや不活発等に伴う廃用性機能障害は、適切なケアを行うことにより、回復や重度化防止が期待できること 

     － 中重度の要介護者においても、離床時間や座位保持時間が長い程、ＡＤＬが改善すること 

   等が示されており（第185回社会保障審議会介護給付費分科会資料123ページ等参照）さらに、日中の過ごし方を充実したものとする

ことで、本人の生きがいを支援し、生活の質を高めていくこと、さらには、機能障害があってもＡＤＬおよびＩＡＤＬを高めて、社会

参加につなげていくことが重要である。 

    介護保険は、尊厳を保持し、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、必要なサービス提供することを目

的とするものであり、本加算は、これらの取組を強化し行っている施設を評価することとし、多職種で連携し、「尊厳の保持」、「本

人を尊重する個別ケア」、「寝たきり防止」、「自立生活の支援等の観点から作成した支援計画に基づき、適切なケアを行うことを評

価することとしたものである。 

 

 

 

【答】具体的には、要介護状態となる以前の生活にどれだけ近づけるかという観点から、個々の入所者や家族の希望を聴取し、支援計画を

作成し、計画に基づく取組を行うなど本人を尊重する個別ケア等により、入所者や家族の願いや希望に沿った、人生の最後までの尊厳

の保持に資する取組を求めるものである。 

なお、個々の入所者の希望の確認にあたっては、改善の可能性等を詳細に説明する必要があり、例えば、入所者がおむつを使用してい

る状態に慣れて、改善の可能性があるにも関わらず、おむつの使用継続を希望しているような場合は、本加算で求める入所者や家族の希 

望とはいえないことに留意が必要である。 

【問５】 「個々の入所者や家族の希望に沿った、尊厳の保持に資する取組」とは、どのような取組か。また、希望の確認にあた

っては、どのようなことが求められるか。 
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【答】具体的には、廃用性機能障害は、基本的に回復が期待できるものであることを踏まえ、いわゆる「寝たきり」となることを防止する

取組を実施するにあｔり、計画的に行う離床等の支援を一定時間実施することを求めるものである。 

   したがって、治療のための安静保持が必要であることやターミナルケア等を行っていることなど医学的な理由等により、やむを得ず

ベッド離床や座位保持を行うべきでない場合を除き、原則として、全ての入所者がベッド離床や座位保持を行っていることが必要であ

る。 

    なお、 

    一 具体的な離床時間については、高齢者における離床時間と日常生活動作は、有意に関連し、離床時間が少ない人ほど日常生活動作

の自立度が低い傾向にある（（第185回社会保障審議会介護給付費分科会資料123ページを参照）とのデータもあることを参考に、一

定の時間を確保すること。 

一 本人の生きがいを支援し、生活の質を高めていく観点から、離床中行う内容を具体的に検討して取り組むこと 

  も重要である。 

 

 

 

【答】具体的には、入所者が要介護状態となる以前の生活にどれだけ近づけるかという観点から、 

  一 個人の習慣や希望を踏まえた食事の時間の設定 

  一 慣れ親しんだ食器等の使用 

  一 管理栄養士や調理員等の関係職種との連携による、個人の嗜好や見栄え等に配慮した食事の提供 

  など、入所者毎の習慣や希望に沿った個別対応を行うことを想定している。 

   また、 

  一 警官栄誉といった医学的な理由等により、ベッド離床を行うべきでない場合を除き、ベッド上で食事をとる入所者がいないようす

ること。 

  一 入所者の体調や食欲等の本人の意向等に応じて、配膳・下膳の時間に配慮すること 

   といった取り組みを想定している。 

   なお、衛生面に十分配慮のうえ、本人の状況を踏まえつつ、調理から喫食まで120分以内の範囲にできるように配膳することが望まし

いが、結果的に喫食出来なかった場合にレトルト食品の常備食を提供すること等も考えられること。 

 

 

 

【答】排せつは、プライバシーへの配慮等の観点から本来はトイレで行うものであり、要介護状態であっても、適切な介助により、トイレ

で排せつを行える場合も多いことから、多床室におけるポータブルトイレの使用は避けることが望ましい。 

   このため、本加算は、日中の通常のケア（＊）において、多床室でポータブルトイレを使用している利用者がいないことを想定してい

る。 

   ＊ 通常のケアではないものとして、特定の入所者について、在宅復帰の際にポータブルトイレを使用するため、可能な限り多床室

以外での訓練を実施した上で、本人や家族等も同意の上で、やむを得ず、プライバシー等にも十分に配慮して一時的にポータブル

トイレを使用した訓練を実施する場合が想定される。 

  なお「入所者ごとの排せつリズムを考慮」とは 

  一 トイレで排せつするためには、生理的な排便のタイミングや推定される膀胱内の残尿量の想定に基づき、入所者ごとの排せつリズ

ムを考慮したケアを提供することが必要であり、全ての入所者について、個々の利用者の排せつケアに関連する情報等を把握し、支

【問６】 支援計画の実施（「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（短期入所サービス及び特定施設入居者生

活介護に係る部分）及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」

（平成12年3月老企第40号第２の5（37）⑥ 

ａ～f等に基づくものをいう。以下同じ。）にあたっては、原則として「寝たきりによる廃用性機能障害を防ぐために、離

床、座位保持又は立ち上がりを計画的に支援する」こととされるが、具体的にどのような取組が求められるのか。また、離

床時間の目安はあるか。 

【問７】 支援計画の実施にあたっては、原則として「食事の時間や嗜好等への対応について、画一的ではなく、個人の習慣や希

望を尊重する」こととされるが、具体的にどのような取組が求められるのか。 

【問８】 支援計画の実施にあたっては、原則として「排せつは、入所者ごとの排せつリズムを考慮しつつ、プライバシーに配慮

したトイレを使用すること」とされているが、具体的にどのような取組が求められるのか。 
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援計画を作成し定期的に見直すことや 

   一 入所者に対して、例えば、おむつ交換にあたって、排せつリズムや、本人のQOL、本人が希望する時間等に沿って実施するもので

あり、こうした入所者の希望等を踏まえず、夜間、定時に一斉に巡回してすべての入所者のおむつ交換を一律に実施するような対応

が行われていないこと 

  を想定している。 

 

 

 

【答】尊厳の保持の観点から、全ての入所者が、特別浴槽でなく、個人浴槽等の一般浴槽で入浴していることが原則である。やむを得ず、

特別浴槽（個人浴槽を除く。）を利用している入所者がいる場合についても、一般浴槽を利用する入所者と同様であるが、 

  一 入浴時間を本人の希望を踏まえた時間に設定することや 

  一 本人の希望に応じて、流れ作業のような集団ケアとしないため、例えば、マンツーマン入浴ケアのように、同一の職員が居室から

浴室までの利用者の移動や、脱衣、洗身、着衣等の一連の行為に携わること 

  一 脱衣所や浴室において、プライバシーの配慮すること 

  等の個人の尊厳の保持をよち重視したケアを行うことが必要である。 

   また、自立支援の観点から、入所者の残存能力及び回復可能性のある能力に着目したケアを行うことが重要である。 

   なお、重度の要介護者に対して職員１人で個浴介助を行う場合には技術の習得が必要であり、事業所において組織的に研修等を行う

取組が重要である。なお、両側四肢麻痺等の重度の利用者に対する浴室での入浴ケアは２人以上の複数の職員で行うことを想定してい

る。 

 

 

 

【答】個々の入所者や家族の希望を叶えるといった視点が重要であり、例えば 

   一 起床後着替えを行い、利用者や職員、家族や来訪者とコミュニケーションをとること 

   一 趣味活動に興じることや、本人の希望に応じた外出をすること 

   等、本人の希望等を踏まえた、過ごし方に対する支援を行うことを求めるものである。 

    例えば、認知症の利用者においても、進行に応じて、その時点で出来る能力により社会参加することが本人の暮らしの支援につな

がると考えられる。 

    なお、利用者の居室について、本人の愛着ある物（仏壇や家具、家族の写真等）を持ち込むことにより、本人の安心できる環境づ

くりを行うとの視点も重要であり、特に、認知症の利用者には有効な取組であると考えられる。 

 

科学的介護推進体制加算 （Ⅰ）４０単位 （Ⅱ）６０単位 （月額） 

基準等 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市長に届け出た介護医療院が、入所者に対し、介護医療院

サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、１月につき所定単位数を加算する。ただし、いずれかの加算

を算定している場合においては、他の加算は算定しない。 

厚生労働大臣が定める基準） 

 イ 科学的介護推進体制加算（Ⅰ） 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

  （1）入所者ごとのＡＤＬ値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の入所者の心身の状況等に係る基本的

な情報を、厚生労働省に提出していること。 

  （2）必要に応じて施設サービス計画を見直すなど、サービスの提供にあたって、（1）に規定する情報その他サ

ービスを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用していること。 

 ロ 科学的介護推進体制加算（Ⅱ） 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

  （1）イ（1）に規定する情報に加えて、入所者ごとの疾病の状況等の情報を、厚生労働省に提出していること。 

（2）必要に応じて施設サービスを見直すなど、サービスの提供に当たって、イ（1）に規定する情報、イ（1） 

に規定する情報その他サービスを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用していること。 

 
 

解釈通知等 ① 科学的介護推進体制加算は、原則として入所者全員を対象として、入所者ごとに大臣基準第71 号の５に掲げる要件を

【問９】 支援計画の実施にあたっては、原則として「入浴は、特別浴槽ではなく、一般浴槽での入浴し、回数やケアの方法につ

いても、個人の習慣や希望を尊重すること」とされているが、具体的にどのような取組が求められるのか。 

【問10】支援計画の実施にあたっては、原則として「生活全般において、入所者本人や家族と相談し、可能な限り自宅での生活と

同様の暮らしを続けられるようにする」とされているが、具体的にどのような取組が求められるのか。 
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満たした場合に、当該施設の入所者全員に対して算定できるものであること。 

② 大臣基準第71 号の５イ⑴及びロ⑴の情報の提出については、ＬＩＦＥを用いて行うこととする。ＬＩＦＥへの提出情

報、提出頻度等については、「科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手

順及び様式例の提示について」を参照されたい。 

③ 施設は、入所者に提供する施設サービスの質を常に向上させていくため、計画（Plan）、実行（Do）、評価

（Check）、改善（Action）のサイクル（ＰＤＣＡサイクル）により、質の高いサービスを実施する体制を構築するとと

もに、その更なる向上に努めることが重要であり、具体的には、次のような一連の取組が求められる。したがって、情

報を厚生労働省に提出するだけでは、本加算の算定対象とはならない。 

イ 入所者の心身の状況等に係る基本的な情報に基づき、適切なサービスを提供するための施設サービス計画を作成する

（Plan）。 

ロ サービスの提供に当たっては、施設サービス計画に基づいて、入所者の自立支援や重度化防止に資する介護を実施す 

る（Do）。 

ハ ＬＩＦＥへの提出情報及びフィードバック情報等も活用し、多職種が共同して、施設の特性やサービス提供の在り方 

について検証を行う（Check）。 

ニ 検証結果に基づき、入所者の施設サービス計画を適切に見直し、施設全体として、サービスの質の更なる向上に努め 

る（Action）。 

④ 提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に資するため、適宜活用されるもの

である。 

 

 令和３年度介護報酬改定に関するQ＆A（Vol.10）（令和３年６月９日）  

○ 科学的介護推進体制、自立支援促進加算、褥瘡マネジメント加算、排せつ支援加算について 

 

 

 

【答】これらの加算については、算定要件として、サービスの利用を開始した日の属する月やサービスの提供を修了する日の属する月の

翌月10日までに、ＬＩＦＥへの情報提出を行っていただくこととしている。 

   当該サービスの再開や当該施設への再入所を前提とした、短期間の入院等による30日未満のサービス利用の中断の後、当該サービ

スの利用を再開した場合は、加算の算定要件であるサービス利用終了時やサービス利用開始時の情報提出は必要ないものとして差し

支えない。 

   一方、長期間の入院等により、30日以上、当該サービスの利用がない場合は、、加算の算定要件であるサービス利用終了時の情報

提出が必要であるとともに、その後、当該サービスの利用を再開した場合は、加算の算定要件であるサービス利用開始時の情報提出

が必要となる 

  ＊ サービス利用開始時に情報提出が必要な加算：科学的介護推進体制加算、自立支援促進加算、褥瘡マネジメント加算、排せつ支

援加算 

＊ サービス利用終了時に情報提出が必要な加算：科学的介護推進体制加算 

 

問３ サービス利用中に利用者の死亡により、当該サービスの利用が終了した場合について、加算の要件である情報提出の取扱如何。 

 

（答）当該利用者の死亡した月における情報を、サービス利用終了時の情報として提出する必要はあるが、死亡により、把握できない項目

があった場合、把握できた項目のみの提出でも差し支えない。 

【問２】  サービス利用中に入院等の事由により、一定期間サービス利用がなかった場合について、加算の要件である情報提出の取扱

如何。  
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長期療養生活移行加算 ６０単位 （月額） 

基準等 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護医療院が、入所者に対し、介護医療院サービスを行った場合にあ

っては、入所した日から起算して90日以内の期間に限り、長期療養生活移行加算として、１日につき所定単位数を加算

する。 

 イ 療養病床に1年以上入院していた者であること。 

 ロ 介護医療院への入所に当たって、当該入所者及びその家族等が、日常生活上の世話を行うことを目的とする施設と 

しての取組について説明を受けていること。 

(厚生労働大臣が定める基準） 

 入所者及びその家族党と地域住民等との交流が可能となるよう、地域の行事や活動等に積極的に関与していること。 
 

解釈通知等 ① 長期療養生活移行加算は、療養病床に１年以上入院していた者に対して、介護医療院サービスを提供した場合に算定 

 できるものである。 

②  療養病床から介護医療院に直接入所した者に対して算定できるものであり、療養病床を有する医療機関から転換を行 

って介護医療院を開設した場合は、転換を行った日が起算日となる。 

② 療養病床との違いを含め、生活施設としての取組について、入所者やその家族等に説明するとともに、質問、相談等 

に丁寧に応じること。説明等を行った日時、説明内容等はを記録をしておくこと。 

③ 入所者及び家族等と地域住民等との交流が可能となるよう、介護医療院で合同の行事を実施する場合には、地域住民 

等に周知すること。また、地域の行事や活動等に入所者やその家族等及び職員が参加できるように取り組むこと。 

 

安全対策体制加算 ２０単位 

基準等 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして市長に届け出た介護医療院が、入所者に対し、介護医

療院サービスを行った場合、安全対策体制加算として、入所初日に限り所定単位数を加算する。  

（厚生労働大臣が定める基準） 

 入所者及びその家族党と地域住民等との交流が可能となるよう、地域の行事や活動等に積極的に関与しているこ

と。 
 

解釈通知等 安全対策体制加算は、事故発生の防止のための指針の作成・委員会の開催・従業者に対する研修の実施及びこれらを適

切に実施するための担当者の配置を備えた体制に加えて、当該担当者が安全対策に係る外部の研修を受講し、組織的に安

全対策を実施する体制を備えている場合に評価を行うものである。 

安全対策に係る外部の研修については、介護現場における事故の内容、発生防止の取組、発生時の対応、施設のマネジ

メント等の内容を含むものであること。令和３年10 月31 日までの間にあっては、研修を受講予定（令和３年４月以降、

受講申込書等を有している場合）であれば、研修を受講した者とみなすが、令和３年10 月31 日までに研修を受講してい

ない場合には、令和３年４月から10 月までに算定した当該加算については、遡り返還すること。 

また、組織的な安全対策を実施するにあたっては、施設内において安全管理対策部門を設置し、事故の防止に係る指示

や事故が生じた場合の対応について、適切に従業者全員に行き渡るような体制を整備していることが必要であること。 
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サービス提供体制強化加算（届出） （Ⅰ） ２２単位（日額） （Ⅱ） １８単位（日額） 

（Ⅲ） ６単位（日額） 

基準等 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市長に届け出た介護医療院が、入所者に対し介護医療院サー

ビスを行なった場合は、当該基準に掲げる区分に従い、１日につき加算する。ただし、いずれかの区分の加算を算定して

いる場合においては、その他の区分の加算は算定しない。 

（厚生労働大臣が定める基準） 

イ サービス提供体制強化加算（Ⅰ）次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

（1） 次のいずれかに適合すること。 

（一） 介護医療院の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が100分の80以上であること。 

（二） 介護医療院の介護職員の総数のうち、勤続年数10年以上の介護福祉士の占める割合が100分の35以

上であること。 

（2） 提供する介護医療院サービスの質の向上に資する取組を実施していること。 

（3） 通所介護費等算定方法第15号（定員超過・人員基準欠如による減算）に規定する基準のいずれにも適合するこ

と。 

 ロ サービス提供体制強化加算（Ⅱ）次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

（1）介護医療院の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が100分の60以上であること。 

  （2）イ（3）に該当するものであること。 

 ハ サービス提供体制強化加算（Ⅲ）次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

（1） 次のいずれかに適合すること。 

（一） 介護医療院の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が100分の50以上であること。 

（二） 介護医療院の看護・介護職員の総数のうち、常勤職員の占める割合が100分の75以上であること。 

（三） 指定短期入所療養介護又は介護医療院サービスを利用者又は入所者に直接提供する職員の総数のう

ち、勤続年数7年以上の者の占める割合が100分の30以上であること。 

（2） イ（3）に該当するものであること。 

 
 

解釈通知等 ① 職員の割合の算出に当たっては、常勤換算方法により算出した前年度（３月を除く。）の平均を用いることとする。 

この場合の介護職員に係る常勤換算にあっては、入所者等への介護業務（計画作成等介護を行うに当たって必要な業務

は含まれるが、請求事務等介護に関わらない業務を除く。）に従事している時間を用いても差し支えない。 

前年度の実績が６月に満たない事業所（新たに事業を開始し、又は再開した事業所を含む。）については、届出日の属

する月の前３月について、常勤換算方法により算出した平均を用いることとする。したがって、新たに事業を開始し、又

は再開した事業者については、４月目以降届出が可能となるものであること。 

介護福祉士については、各月の前月の末日時点で資格を取得している者とすること。 

② 前年度の実績が６月に満たない事業所にあっては、届出を行った月以降においても、直近３月間の職員の割合につ

き、毎月継続的に所定の割合を維持しなければならない。なお、その割合については、毎月記録するものとし、所定の

割合を下回った場合については、直ちに訪問通所サービス通知第１の５の届出を提出しなければならない。 

③ 勤続年数とは、各月の前月の末日時点における勤続年数をいうものとする。 

④ 勤続年数の算定に当たっては、当該事業所における勤務年数に加え、同一法人の経営する他の介護サービス事業所、

病院、社会福祉施設等においてサービスを利用者に直接提供する職員として勤務した年数を含めることができるものと

する。 

⑤ 介護医療院サービスを患者に直接提供する職員とは、看護職員、介護職員、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士

として勤務を行う職員を指すものとする。 

⑥ 提供する介護医療院の質の向上に資する取組については、サービスの質の向上や利用者の尊厳の保持を目的として、

事業所として継続的に行う取組を指すものとする。 

 

（例） 

・ ＬＩＦＥを活用したＰＤＣＡサイクルの構築 
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・ ＩＣＴ・テクノロジーの活用 

・ 高齢者の活躍（居室やフロア等の掃除、食事の配膳・下膳などのほか、経理や労務、広報なども含めた介護業務以外 

の業務の提供）等による役割分担の明確化 

・ ケアに当たり、居室の定員が２以上である場合、原則としてポータブルトイレを使用しない方針を立てて取組を行っ 

ていること 

実施に当たっては、当該取組の意義・目的を職員に周知するとともに、適時のフォローアップや職員間の意見交換等 

により、当該取組の意義・目的に則ったケアの実現に向けて継続的に取り組むものでなければならない。 

  

介護職員処遇改善加算（届出） ・介護職員処遇改善加算（Ⅰ）･･･介護報酬総単位数の２.６％の単位数 

・介護職員処遇改善加算（Ⅱ）･･･介護報酬総単位数の１.９％の単位数 

・介護職員処遇改善加算（Ⅲ）･･･介護報酬総単位数の１.０％の単位数 

基準等  別に厚生労働大臣が定める基準に適合している事業所は令和６年３月３１日までの間、所定単位数に加算します。た

だし、いずれかの加算を算定している場合においては、その他の加算は算定しません。 

 

 ●厚生労働大臣が定める基準 

イ 介護職員処遇改善加算（Ⅰ）･･･次の①～⑧のいずれにも適合すること。 

① 退職手当を除く介護職員の賃金の改善に要する費用の見込み額が介護職員処遇改善加算の算定見込額を上回る

賃金改善に関する計画を策定し、当該計画に基づいて適切な措置を講じていること。 

② 事業所において、①の賃金改善計画、当該計画に係る実施期間及び実施方法その他の介護職員の処遇改善の計

画等を記載した介護職員処遇改善計画書を作成し、全ての介護職員に周知し、市長に届け出ていること。 

③ 介護職員処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること。ただし、経営状況等を理由に事業の継続

が著しく困難となった場合であって、介護職員の基準水準（本加算による賃金改善分を除く。）を見直した上で

賃金改善を行う場合には、その内容について市長に届け出ること。 

④ 事業所において、事業年度ごとに介護職員の処遇改善に関する実績を市長に報告すること。 

⑤ 算定日が属する月の前１２月間において、労働基準法、労働者災害補償保険法、最低賃金法、労働安全衛生

法、雇用保険法、その他の労働に関する法令に違反し、罰金以上の刑に処せられていないこと。 

⑥ 事業所において、労働保険料の納付が適正に行われていること。 

⑦ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

(1) 介護職員の任用の際における職責または職務内容等の要件（賃金も含む。）を定めていること。 

(2) (1)の要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。 

(3) 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施または研修機会を確保して

いること。 

(4) (3)について全ての介護職員に周知していること。 

(5) 介護職員の経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組

みを設けていること。 

(6) (5)の要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。 

⑧ ②の届出に係る計画の期間中に実施する介護職員の処遇改善の内容（賃金改善に関するものを除く。）及び当

該介護職員の処遇改善に要する費用の見込額を全ての職員に周知していること。 

 

ハ 介護職員処遇改善加算（Ⅱ）イ①から⑥まで、⑦(1)から(4)まで及び⑧に掲げる基準のいずれにも適合するこ

と。 

 

ニ 介護職員処遇改善加算（Ⅲ）･･･次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

① イの①から⑥及び⑧までに掲げる基準に適合すること。 

② 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。 

(1) 次に掲げる要件の全てに適合すること。 

ａ 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件（介護職員の賃金に関するものを含む。）を定め
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ていること。 

ｂ ａの要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること 

(2) 次に掲げる要件の全てに適合すること。 

ａ 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保し

ていること。 

ｂ ａについて全ての介護職員に周知していること。 

 

 ●キャリアパス要件 

・キャリアパス要件Ⅰ 

  次のイ、ロ及びハの全てに適合すること。 

  イ 介護職員の任用の際における職位、職責又は職務内容等に応じた任用等の要件（介護職員の賃金に関するもの

を含む。）を定めていること。 

  ロ イに掲げる職位、職責又は職務内容等に応じた賃金体系（一時金等の臨時的に支払われているものを除く。）

について定めていること。 

  ハ イ及びロの内容について就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備し、全ての介護職員に周知していること。 

・キャリアパス要件Ⅱ 

  次のイ及びロの全てに適合すること。 

  イ 介護職員の職務内容等を踏まえ、介護職員と意見を交換しながら、資質向上の目標及び一又は二に掲げる具体

的な計画を策定し、当該計画にかかる研修の実施又は研修の機会を確保していること。 

   一 資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供又は技術指導等を実施（OJT、OFF－JT等）するとともに、

介護職員の能力評価を行うこと。 

   二 資格取得のための支援（研修受講のための勤務シフトの調整、休暇の付与、費用（交通費、受講料等）の援

助等）を実施すること。 

  ロ イについて、全ての介護職員に周知していること。 

・キャリアパス要件Ⅲ 

次のイ及びロの全てに適合すること。 

  イ 介護職員について、経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定す

る仕組みを設けていること。具体的には、次の一から三までのいずれかに該当する仕組みであること。 

   一 経験に応じて昇給する仕組み 

    「勤続年数」や「経験年数」などに応じて昇給する仕組みであること。 

   二 資格等に応じて昇給する仕組み 

    「介護福祉士」や「実務者研修修了者」などの取得に応じて昇給する仕組みであること。ただし、介護福祉士

資格を有して当該事業所や法人で就業する者についても昇給が図られる仕組みであることを要する。 

   三 一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組み 

    「実技試験」や「人事評価」などの結果に基づき昇給する仕組みであること。ただし、客観的な評価基準や昇

給条件が明文化されていることを要する。 

  ロ イの内容について、就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備し、全ての介護職員に周知していること。 

 

 ●介護職員処遇改善加算加算の職場環境等要件 

届出に係る計画の期間中に実施する処遇改善（賃金改善を除く。）の内容を全ての介護職員に周知していること。 

 

 ●介護職員処遇改善加算の算定要件 

  加算（Ⅰ） キャリアパス要件Ⅰ、キャリアパス要件Ⅱ、キャリアパス要件Ⅲ、職場環境等要件の全てを満たすこ

と。 

  加算（Ⅱ） キャリアパス要件Ⅰ、キャリアパス要件Ⅱ、職場環境等要件の全てを満たすこと。 

  加算（Ⅲ） キャリアパス要件Ⅰ又はキャリアパス要件Ⅱのどちらかを満たすことに加え、職場環境等要件を満た

すこと。 
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● 【国Ｑ＆Ａ】平成２４年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１） 

問 介護職員の資質向上の支援に関する計画には、具体的にどのような内容が必要か。 

（答） 

当該計画については、特に基準等を設けておらず、事業者の運営方針や事業者が求める介護職員像及び介護職員の

キャリア志向に応じて適切に設定されたい。 

また、計画の期間は必ずしも賃金改善実施期間と合致しなくても良い。なお、目標を例示すれば、次のようなもの

が考えられる 

①利用者のニーズに応じた良質なサービス提供するために、介護職員が技術・能力（例：介護技術、コミュニケー

ション能力、協調性、問題解決能力、マネジメント能力等）の向上に努めること。 

②事業所全体での資格等（例：介護福祉士、介護職員基礎研修、訪問介護員研修等）の取得率向上 

問 賃金改善等の処遇改善計画の介護職員への周知方法の確認について、回覧形式で判子を押印した計画書の写しを提

出させること等が考えられるが、具体的にどのように周知すればよいか。 

（答） 

賃金改善計画等の周知については、全従事者が閲覧できる掲示板等への掲示や全従事者への文書による通知等が考

えられるが、各法人・事業所において適切な方法で実施することが必要である。 

問 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の定めには、最低限どのような内容が必要か。 

（答） 

職責や職務内容等については、特に基準等を設けておらず、事業者の運営方針等に基づいて設定することが必要で

ある。 

問 介護職員処遇改善加算の届出は毎年必要か。平成２７年度に加算を算定しており、平成２８年度にも加算を算定す

る場合、再度届け出る必要があるのか。 

（平成２７年度介護報酬改定Ｑ＆Ａ（Ｖｏｌ．２）にて一部改正） 

（答） 

介護職員処遇改善加算を算定しようとする事業所が前年度も加算を算定している場合、介護職員処遇改善計画書は

毎年提出する必要があるが、既に提出された計画書添付書類については、その内容に変更（加算取得に影響のない軽

微な変更を含む）がない場合は、その提出を省略させることができる。 

問 介護職員処遇改善計画書の作成について、当該計画の内容が変更になった場合は、改めて都道府県知事等に届け出

る必要があるのか。また、当該計画は、事業年度を超えて作成することはできないと解してよろしいか。 

（答） 

加算を算定する際に提出した介護職員処遇改善計画書等に変更があった場合には、必要な事項を記載した変更の届

出を行う。なお、加算取得に影響のない軽微な変更については、必ずしも届け出を行う必要はない。 

また、介護職員処遇改善計画は収入額・支出額等を各年度、見直しをする必要があるため、各年毎に作成すること

が必要である。 

問 実績報告で賃金改善額が加算額を下回った場合、これまでの交付金と同様、返還する必要があるのか。 

（答） 

 加算の算定要件は、賃金改善額が加算による収入額を上回ることであり、加算による収入額を下回ることは想定さ

れないが、仮に加算による収入額を下回っている場合は、一時金や賞与として支給されることが望ましい。 

なお、悪質な事例については、加算の算定要件を満たしていない不正請求として全額返還となる。 

問 期限までに実績報告が行われない場合は、実施期間中の当該加算は全額返還となるのか。 

（答） 

加算の算定要件で実績報告を行うこととしており、指定権者が実績報告の提出を求める等の指導を行っているにも

関わらず、実績報告の提出を行わない場合は、加算の算定要件を満たしていない不正請求として全額返還となる。 

問 加算は、事業所ごとに算定するため，介護職員処遇改善加算の算定要件である介護職員処遇改善計画書や実績報告

書は，（法人単位ではなく）事業所ごとに提出する必要があるのか。 

（答） 
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加算は、事業所毎に算定をするため事業所毎の届出が原則となるが、介護サービス事業所等を複数有する介護サー

ビス事業者等（法人である場合に限る。）である場合や介護サービス事業所等ごとの届出が実態に鑑み適当でない場

合、介護職員処遇改善計画書は、当該介護サービス事業者等が一括して作成することができる。また、同一の就業規

則により運営されている場合に、地域ごとや介護サービスごとに作成することができる。 

問 介護職員処遇改善加算は、区分支給限度基準額に反映しないとありますが、利用料には反映されるのか。 

（答） 

介護職員処遇改善加算は、区分支給限度基準額の算定には含まない。また、利用者には通常の介護報酬算出方式に

基づき算出した額の1割を請求することになる。 

問 介護報酬総単位数が区分支給限度基準額を超えた場合、介護職員処遇改善加算はどのように算定するのか。 

（答） 

介護職員処遇改善加算は、サービス別の介護報酬総単位数にサービス別の加算率を乗じて算出する。その上で、利

用者負担を算出する際には、まず介護報酬総単位数が区分支給限度基準額を超えているか否かを確認した上で超えて

いる場合には、超過分と当該超過分に係る加算は保険給付の対象外となる。 

問 複数のサービスを利用し、区分支給限度基準額を超えた場合、どのサービスを区分支給限度基準額超過の取扱いと

するのか。また、それは誰がどのように判断するのか。 

（答） 

 これまでの取扱いと同様に、いずれのサービスを区分支給限度基準額超過の取扱いとしても構わない。また、ケア

プラン作成時に、ケアマネジャーがどのサービスを区分支給限度基準額超過とするかについて判断する。 

 

● 【国Ｑ＆Ａ】平成２７年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.２） 

問 一時金で処遇改善を行う場合、「一時金支給日まで在籍している者のみに支給する（支給日前に退職した者には全

く支払われない）」という取扱いは可能か。 

（答） 

処遇改善加算の算定要件は、賃金改善に要する額が処遇改善加算による収入を上回ることであり、事業所（法人）

全体での賃金改善が要件を満たしていれば、一部の介護職員を対象としないことは可能である。 

ただし、この場合を含め、事業者は、賃金改善の対象者、支払いの時期、要件、賃金改善額等について、計画書等

に明記し、職員に周知すること。 

また、介護職員から加算に係る賃金改善に関する照会があった場合は、当該職員についての賃金改善の内容につい

て書面を用いるなど分かりやすく説明すること。 

問 処遇改善加算の算定要件である｢処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善｣に関して、下記の取組に要した費用を

賃金改善として計上して差し支えないか。 

① 法人で受講を認めた研修に関する参加費や教材費等について、あらかじめ介護職員の賃金に上乗せして支給するこ

と。 

② 研修に関する交通費について、あらかじめ介護職員に賃金に上乗せして支給すること。 

③ 介護職員の健康診断費用や、外部から講師を招いて研修を実施する際の費用を法人が肩代わりし、当該費用を介護

職員の賃金改善とすること。 

（答） 

処遇改善加算を取得した介護サービス事業者等は、処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善の実施と併せて、キ

ャリアパス要件や職場環境等要件を満たす必要があるが、当該取組に要する費用については、算定要件における賃金

改善の実施に要する費用に含まれない。 

当該取組に要する費用以外であって、処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を行うための具体的な方法につい

ては、労使で適切に話し合った上で決定すること。 

問 介護職員が派遣労働者の場合であっても、処遇改善加算の対象となるのか。 

（答） 

介護職員であれば派遣労働者であっても、処遇改善加算の対象とすることは可能であり、賃金改善を行う方法等に

ついて派遣元と相談した上で、介護職員処遇改善計画書や介護職員処遇改善実績報告書について、対象とする派遣労
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働者を含めて作成すること。 

 

● (厚生労働省「平成29年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ」 

キャリアパス要件Ⅲについて 

問 キャリアパス要件Ⅲと既存のキャリアパス要件Ⅰとの具体的な違い如何。 

（答） 

キャリアパス要件Ⅰについては、職位・職責・職務内容等に応じた任用要件と賃金体系を整備することを要件とし

ているが、昇給に関する内容を含めることまでは求めていないものである。一方、新設する介護職員処遇改善加算

（以下「加算」という。）の加算(Ⅰ)（以下「新加算(Ⅰ)」という。）の取得要件であるキャリアパス要件Ⅲにおい

ては、経験、資格又は評価に基づく昇給の仕組みを設けることを要件としている。 

問 昇給の仕組みとして、それぞれ『①経験 ②資格 ③評価のいずれかに応じた昇給の仕組みを設けること』という

記載があるが、これらを組み合わせて昇給の要件を定めてもいいか。 

（答） 

お見込みの通りである。 

問 昇給の方式については、手当や賞与によるものでも良いのか。 

（答） 

職級の方式は、基本給による賃金改善が望ましいが、基本給、手当、賞与等を問わない。 

問 資格等に応じて昇給する仕組みを設定する場合において、「介護福祉士資格を有して当該事業所や法人で就業する

者についても昇給が図られる仕組みであることを有する」とあるが、具体的にはどのような仕組みか。 

（答） 

本案件は、介護福祉士の資格を有して事業所や法人に雇用される者がいる場合があることを踏まえ、そのような者

も含めて昇給を図る観点から設けているものであり、例えば、介護福祉士の資格を有する者が、介護支援専門員の資

格を取得した場合に、より高い基本給や手当が支給される仕組みなどが考えられる。 

問 キャリアパス要件Ⅲによる昇給の仕組みについて、非常勤職員や派遣職員はキャリアパス要件Ⅲによる昇給の仕組

みの対象となるか。 

（答） 

キャリアパス要件Ⅲによる昇給の仕組みについては、非常勤職員を含め、当該事業所や法人に雇用される全ての介

護職員が対象となりうるものである必要がある。 

また、介護職員であれば派遣職員であっても、派遣先と相談の上、介護職員処遇改善加算の対象とし、派遣料金の

賃上げ分等に充てることは可能であり、この場合、計画書・実績報告書は、派遣労働者を含めて作成することとして

いる。新加算（Ⅰ）の取得にあたっても本取扱いに変わりはないが、キャリアパス要件Ⅲについて、派遣労働者を加

算の対象とする場合には、当該派遣労働者についても当該要件に該当する昇給の仕組みが整備されていることを要す

る。 

問 キャリアパス要件Ⅲの昇給の基準として「資格等」が挙げられているが、これにはどのようなものが含まれるの

か。 

（答） 

「介護福祉士」のような資格や、「実務者研修修了者」のような一定の研修の終了を想定している。また、「介護

福祉士資格を有して当該事業所や法人で就業する者についても昇給が図られる仕組み」については、介護職員として

職務に従事することを前提としつつ、介護福祉士の資格を有している者が、「介護支援専門員」や「社会福祉士」な

ど、事業所が指定する他の資格を取得した場合に昇給が図られる仕組みを想定している。 

また、必ずしも公的な資格である必要はなく、例えば、事業所等で独自の資格を設け、その取得に応じて昇給する

仕組みを設ける場合も満たし得る。ただし、その場合にも、当該資格を取得するための要件が明文化されているな

ど、客観的に明らかとなっていることを要する。 

問 『一定の基準に基づく定期に昇給を判定する仕組み』とあるが、一定の基準とは具体的にどのような内容を指すの

か。また、『定期に』とは、どの程度の期間まで許されるのか。 

（答） 
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昇給の判定基準については、客観的な評価基準や昇給条件が明文化されていることを要する。また、判定の時期に

ついては、事業所の規模や経営状況に応じて設定して差し支えないが、明文化されていることが必要である。 

問 キャリアパス要件Ⅲを満たす昇給の仕組みを設けたが、それによる賃金改善総額だけでは、加算の算定額を下回る

場合、要件は満たさないこととなるのか。 

（答） 

キャリアパス要件Ⅲを満たす昇給の仕組みによる賃金改善では加算の算定額に満たない場合においても、当該仕組

みによる賃金改善を含め、基本給、手当、賞与等による賃金改善の総額が加算の算定額を上回っていればよい。 

問 新加算（Ⅰ）取得のため就業規則等の変更を行う際、役員会等の承認を要するが、平成29年度について、当該承認

が計画書の提出期限の４月15日までに間に合わない場合、新加算（Ⅰ）を算定できないのか。 

（答） 

計画書に添付する就業規則等について、平成29年度については、４月15日の提出期限までに内容が確定していない

場合には、その時点での暫定のものを添付することとしてよい。ただし、その内容に変更が生じた場合、確定したも

のを６月30日までに指定権者に提出すること。 

問 平成29年４月15日までに暫定のものとして添付した就業規則等につき、役員会等の承認が得られなかった場合や、

内容に変更が生じた場合、新加算（Ⅰ）は算定できないのか。 

（答） 

事業所や法人内部において承認が得られなかった場合や、内容に変更が生じ、結果としてキャリアパス要件Ⅲを満

たさない場合については、新加算（Ⅰ）は算定できないが、新加算（Ⅰ）以外の区分の算定要件を満たしていれば、

変更届を提出の上、当該区分の加算を取得できる。また、内容の変更が軽微で、変更後の内容がキャリアパス要件Ⅲ

を満たす内容であれば、変更届の提出を要することなく、新加算（Ⅰ）を取得できる。 

 

● 平成30年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１） 

問 外国人の技能実習制度における介護職種の技能実習生は、介護職員処遇改善加算の対象となるのか。 

（答） 

介護職種の技能実習生の待遇について、「日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であること」とされている

ことに鑑み、介護職種の技能実習生が介護業務に従事している場合、ＥＰＡによる介護福祉士候補者と同様に、介護

職員処遇改善加算の対象となる。 

● 平成30年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.６） 

問 最低賃金を満たしているのかを計算するにあたっては、介護職員処遇改善加算により得た加算額を最低賃金額と比

較する賃金に含めることとなるのか。 

（答） 

介護職員処遇改善加算により得た加算額を、最低賃金額と比較する賃金に含むか否かについては、当該加算額が、

臨時に支払われる賃金や賞与等として支払われておらず、予定し得る通常の賃金として、毎月労働者に支払われてい

るような場合には、最低賃金額と比較する賃金に含めることとなるが、当該加算の目的等を踏まえ、最低賃金を満た

した上で、賃金の引上げを行っていただくことが望ましい。 

● 上記以外のＱ＆Ａについては、各年度の介護報酬改定に関するＱ＆Ａを参照 
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介護職員等特定処遇改善加算（届

出） 

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ）･･･介護報酬総単位数の１．５％に相当する単位数 

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ）･･･介護報酬総単位数の１．１％に相当する単位数 

基準等  別に厚生労働大臣が定める基準に適合している事業所は、所定単位数に加算します。ただし、いずれかの加算を算定

している場合においては、その他の加算は算定しません。 

 

●厚生労働省が定める基準 

イ 介護職員特定処遇改善加算（Ⅰ）･･･次の①～⑧のいずれにも適合すること。 

① 介護職員その他の職員の賃金改善について、次に掲げる基準のいずれにも適合し、かつ、賃金改善に要する費

用の見込額が介護職員等特定処遇改善加算の算定見込額を上回る賃金改善に関する計画を策定し、当該計画に基

づき適切な措置を講じていること。 

(1) 介護福祉士であって、経験及び技能を有する介護職員と認められる者（以下「経験・技能のある介護職員」

という。）のうち１人は、賃金改善に要する費用の見込額が月額８万円以上又は賃金改善後の賃金の見込額が年

額440万円以上であること。ただし、介護職員等特定処遇改善加算の算定見込額が少額であることその他の理由

により、当該賃金改善が困難である場合はこの限りでない。 

(2) 事業所における経験・技能のある介護職員の賃金改善に要する費用の見込額の平均が、介護職員（経験・技

能のある介護職員を除く。）の賃金改善に要する費用の見込額の平均を上回っていること。 

(3) 介護職員（経験・技能のある介護職員を除く。）の賃金改善に要する費用の見込額の平均が、介護職員以外

の職員の賃金改善に要する費用の見込額の平均の２倍以上であること。ただし、介護職員以外の職員の平均賃金

額が介護職員（経験・技能のある介護職員を除く。）の平均賃金額を上回らない場合はその限りでないこと。 

(4) 介護職員以外の職員の賃金改善後の賃金の見込額が年額440万円を上回らないこと。 

② 事業所において、賃金改善に関する計画、当該計画に係る実施期間及び実施方法その他の当該事業所の職員の

処遇改善の計画等を記載した介護職員等特定処遇改善計画書を作成し、全ての職員に周知し、市長に届け出てい

ること。 

③ 介護職員等特定処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること。ただし、経営の悪化等により事業

の継続が困難な場合、当該事業の継続を図るために当該事業所の職員の賃金水準（本加算による賃金改善分を除

く。）を見直すことはやむを得ないが、その内容について市長に届け出ること。 

④ 事業所において、事業年度ごとに当該事業所の職員の処遇改善に関する実績を市長に報告すること。 

⑤ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)を届け出ていること。 

⑥ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までのいずれかを算定していること。 

⑦ ②の届出に係る計画の期間中に実施する職員の処遇改善の内容（賃金改善に関するものを除く。以下この号に

おいて同じ。）及び当該職員の処遇改善に要する費用を全ての職員に周知していること。 

⑧ ⑦の処遇改善の内容等について、インターネットの利用その他の適切な方法により公表していること。 

ロ 介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ）･･･イ①から④まで及び⑥から⑧までに掲げる基準のいずれにも適合するこ

と。 

 

●特定加算の算定額に相当する賃金改善の実施 

①賃金改善の考え方 

賃金改善は、基本給、手当、賞与等（退職手当を除く。）のうち対象とする賃金項目を特定した上で行うものとし

ます。また、安定的な処遇改善が重要であることから、基本給による賃金改善が望ましいです。 

②賃金改善に係る賃金水準の比較の考え方 

賃金改善は、特定加算を取得していない場合の賃金水準と、特定加算を取得し実施される賃金水準との差分を用い

て算出します。 

 ③賃金改善に係る留意点 

特定加算の算定額に相当する賃金改善の実施に合わせて、算定基準イ⑤（介護福祉士の配置要件）、イ⑥（現行加

算要件）、イ⑦（職場環境等要件）及びイ⑧（見える化要件）を満たす必要があります。 
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●配分対象と配分方法 

①賃金改善の対象となるグループ 

ａ 経験・技能のある介護職員 

   介護福祉士であって、経験・技能を有する介護職員と認められる者をいう。具体的には、勤続10年以上の介護

福祉士を基本とし、他の法人における経験や、当該職員の業務や技能等を踏まえ、各事業所の裁量で設定するこ

ととします。 

ｂ 他の介護職員 

経験・技能のある介護職員を除く介護職員をいう。 

ｃ その他の職種 

介護職員以外の職員をいう。 

 ②事業所における配分方法（基本的には、「算定基準」のとおり。） 

ａ 経験・技能のある介護職員のうち1人以上は、賃金改善に要する費用の見込額が平均月額８万円以上又は賃金改

善後の賃金の見込額が年額440万円以上であること。なお、小規模事業所等で加算額全体が少額である等、設定す

ることが困難な場合は合理的な説明を求めることとします。 

ｂ 経験・技能のある介護職員の賃金改善に要する費用の見込額の平均が、他の介護職員の賃金改善に要する費用

の見込額の平均と比較し高いこと。 

ｃ 他の介護職員の賃金改善に要する費用の見込額の平均が、その他の職種の賃金改善に要する費用の見込額の平

均の２倍以上であること。 

ｄ その他の職種の賃金改善に要する費用の見込額が年額440万円を上回らないこと。 

 

●賃金改善以外の要件 

（介護福祉士の配置等要件） 

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）又は（Ⅱ）を算定していること。 

（現行加算要件） 

介護職員処遇改善加算（Ⅰ）から（Ⅲ）までのいずれかを算定していること。 

（職場環境等要件） 

届出の計画に係る計画の期間中に実施する処遇改善（賃金改善を除く。）の内容を全ての職員に周知しているこ

と。 

（見える化要件） 

特定加算に基づく取組について、ホームページへ掲載等により公表していること。具体的には、介護サービスの情

報公表制度を活用し、特定加算の取得状況を報告し、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取組内容を記載するこ

と。 

（特定加算の算定要件） 

イ 特定加算（Ⅰ）は、介護福祉士の配置等要件、現行加算要件、職場環境等要件及び見える化要件の全てを満たす

こと。 

ロ 特定加算（Ⅱ）は、現行加算要件、職場環境等要件及び見える化要件の全てを満たすこと。 

 

●賃金改善方法の周知について 

 事業所は、賃金改善を行う方法等について、職員に周知するとともに、就業規則等の内容についても職員に周知して

ください。 

また、介護職員から処遇改善加算・特定加算に係る賃金改善に関する照会があった場合は、当該職員についての賃金

改善の内容について、「賃金項目を特定した上で行うもの」となっていることもあり、書面を用いるなど分かりやすく

説明してください。毎年介護職員から、事業所は処遇改善加算を算定しているようだが、賃金改善がなされているか分

からないので確認したいとの問合せが多いので、周知についてよろしくお願いします。 

 

● 【国Ｑ＆Ａ】2019年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１） 

問 介護職員等特定処遇改善加算は、勤続10 年以上の介護福祉士がいなければ取得できないのか。 
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（答） 

介護職員等特定処遇改善加算については、 

・現行の介護職員処遇改善加算（Ⅰ）から（Ⅲ）までを取得していること 

・介護職員処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取組を行っていること 

・介護職員処遇改善加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等を通じた見える化を行っていること 

を満たす事業所が取得できることから、勤続10 年以上の介護福祉士がいない場合であっても取得可能である。 

問 職場環境等要件について、届出に係る計画の期間中に実施する処遇改善の内容を全ての職員に周知していることと

あるが、毎年度新たな取組を行わなければならないのか。 

（答） 

・介護職員等特定処遇改善加算における職場環境等要件については、「入職促進に向けた取組」、「資質の向上やキ

ャリアアップに向けた支援」、「両立支援・多様な働き方の推進」、「腰痛を含む心身の健康管理」、「生産性向

上のための業務改善の推進」及び「やりがい・働きがいの醸成」について、それぞれ１つ以上（令和３年度は、６

つの区分から３つの区分を選択し、選択した区分でそれぞれ１つ以上）の取組を行うことが必要である。 

・職場環境等要件については、令和３年度改定において、計画期間における取組の実施が求められることとされた

が、これは毎年度新たな取組を行うことまで求めるものではなく、前年度と同様の取組を当該年度に行うことで、

当該要件を満たすことも可能であること。 

（令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（vol.１）にて一部改正） 

問 ホームページ等を通じた見える化については、情報公表制度を活用しないことも可能か。 

（答） 

事業所において、ホームページを有する場合、そのホームページを活用し、 

・介護職員等特定処遇改善加算の取得状況 

・賃金改善以外の処遇改善に関する具体的な取組内容 

を公表することも可能である。 

問 経験・技能のある介護職員について、勤続10 年以上の介護福祉士を基本とし、介護福祉士の資格を有することを

要件としつつ、勤続10 年の考え方については、事業所の裁量で設定できることとされているが、どのように考える

のか。 

（答） 

「勤続10 年の考え方」については、 

・勤続年数を計算するにあたり、同一法人のみだけでなく、他法人や医療機関等での経験等も通算する 

・すでに事業所内で設けられている能力評価や等級システムを活用するなど、10 年以上の勤続年数を有しない者で

あっても業務や技能等を勘案して対象とする 

など、各事業所の裁量により柔軟に設定可能である。 

問 経験・技能のある介護職員に該当する介護職員がいないこととすることも想定されるのか。その場合、月額８万円

の賃金改善となる者又は処遇改善後の賃金が役職者を除く全産業平均賃金（440 万円）以上となる者を設定・確保す

ることは必要か。 

（答） 

・経験・技能のある介護職員については、勤続年数10 年以上の介護福祉士を基本とし、各事業所の裁量において設

定することとなり、処遇改善計画書及び実績報告書において、その基準設定の考え方について記載することとして

いる。 

・今回、公費1000 億円程度（事業費2000 億円程度）を投じ、経験・技能のある介護職員に重点化を図りながら、介

護職員の更なる処遇改善を行うという介護職員等特定処遇改善加算の趣旨を踏まえ、事業所内で相対的に経験・技

能の高い介護職員を「経験・技能のある介護職員」のグループとして設定し、その中で月額８万円の賃金改善とな

る者等を設定することが基本となる。 

・ただし、介護福祉士の資格を有する者がいない場合や、比較的新たに開設した事業所で、研修・実務経験の蓄積等

に一定期間を要するなど、介護職員間における経験・技能に明らかな差がない場合などは、この限りでない。な

お、このような「経験・技能のある介護職員」のグループを設定しない理由についても、処遇改善計画書及び実績
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報告書に具体的に記載する必要がある。 

・どのような経験・技能があれば「経験・技能のある介護職員」のグループに該当するかについては、労使でよく話

し合いの上、事業所ごとに判断することが重要である。 

問 月額８万円の処遇改善を計算するに当たり、現行の介護職員処遇改善加算による改善を含めて計算することは可能

か。 

（答） 

月額８万円の処遇改善の計算に当たっては、介護職員等特定処遇改善加算にもよる賃金改善分で判断するため、現

行の介護職員処遇改善加算による賃金改善分とは分けて判断することが必要である。 

問 処遇改善後の賃金が、役職者を除く全産業平均賃金（440 万円）以上かを判断するにあたっての賃金に含める範囲

はどこまでか。 

（答） 

「経験・技能のある介護職員」のうち設定することとしている「月額８万円の処遇改善」又は「処遇改善後の賃金

が役職者を除く全産業平均賃金（440 万円）以上」の処遇改善となる者に係る処遇改善後の賃金額については、手当

等を含めて判断することとなる。なお、「月額８万円」の処遇改善については、法定福利費等の増加分も含めて判断

し、処遇改善後の賃金「440 万円」については、社会保険料等の事業主負担その他の法定福利費等は含まずに判断す

る。 

問 その他の職種の440 万円の基準を判断するにあたって、賃金に含める範囲はどこまでか。 

（答） 

その他の職種の440 万円の基準については、手当等を含めて判断することとなる。なお、法定福利費等は含めな

い。 

問 その他の職種の440 万円の基準についての非常勤職員の給与の計算はどのように行うのか。 

（答） 

その他の職種の440 万円の基準についての非常勤職員の給与の計算に当たっては、常勤換算方法で計算し賃金額を

判断することが必要である。 

問 小規模な事業所で開設したばかりである等、設定することが困難な場合に合理的な説明を求める例として、８万円

等の賃金改善を行うに当たり、これまで以上に事業所内の階層・役職やそのための能力・処遇を明確化することが必

要になるため、規程の整備や研修・実務経験の蓄積などに一定期間を要する場合が挙げられているが、「一定期間」

とはどの程度の期間を想定しているのか。 

（答） 

・実際に月額８万円の改善又は年収440 万円となる者を設定するにはこれまで以上に事業所内の階層・役職やそのた

めの能力・処遇を明確化することが必要になるため、時間を要する可能性があるが、規程の整備等については適切

にご対応いただきたい。 

・当該地域における賃金水準や経営状況等、それぞれ状況は異なることから、「一定期間」を一律の基準で定めるこ

とや計画を定めて一定の期間で改善を求めることは適切でない。 

問 各グループの対象人数に関して、「原則として常勤換算方法による」とされているが、どのような例外を想定して

いるのか。 

（答） 

各グループにおける平均賃金改善額を計算するに当たっては、経験・技能のある介護職員及び他の介護職員につい

ては、常勤換算方法による人数の算出を求めている。一方で、その他の職種については、常勤換算方法のほか、実人

数による算出も可能であり、各事業所における配分ルールにも影響することも踏まえ、労使でよく話し合いの上、適

切に判断されたい。 

問 平均改善額の計算にあたり、母集団に含めることができる職員の範囲はどこまでか。 

（答） 

賃金改善を行う職員に加え、賃金改善を行わない職員についても、平均改善額の計算を行うにあたり職員の範囲に

含めることとなる。 

問 介護職員等特定処遇改善加算については、法人単位の申請が可能とされているが、法人単位での取扱いが認められ
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る範囲はどこまでか。 

（答） 

 法人単位での取扱いについては、 

・月額８万円の処遇改善となる者又は処遇改善後の賃金が役職者を除く全産業平均賃金（440 万円）以上となる者

を設定・確保 

・経験・技能のある介護職員、他の介護職員、その他の職種の設定が可能である。 

・また、法人単位で月額８万円の処遇改善となる者等の設定・確保を行う場合、法人で一人ではなく、一括して申

請する事業所の数に応じた設定が必要である。なお、事業所の中に、設定することが困難な事業所が含まれる場

合は、実態把握に当たりその合理的理由を説明することにより、設定の人数から除くことが可能である。 

・なお、取得区分が（Ⅰ）、（Ⅱ）と異なる場合であっても、介護職員等特定処遇改善加算の取得事業所間におい

ては、一括の申請が可能である（未取得事業所や処遇改善加算の非対象サービスの事業所、介護保険制度外の事

業所については一括した取扱いは認められない。）。 

 

● 【国Ｑ＆Ａ】２０１９年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.２） 

問 情報公表制度の報告対象外でかつ事業所独自のホームページを有しない場合、見える化要件を満たすことができ

ず、特定加算を算定できないのか。 

（答） 

・見える化要件を満たすには、特定加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等により公表していること

を求めている。 

・具体的には、介護サービスの情報公表制度を活用していることを原則求めているが、この制度の対象となってい

ない場合は、外部の者が閲覧可能な形で公表することが必要である。その手法としては、ホームページの活用に

限らず、事業所・施設の建物内の入口付近など外部の者が閲覧可能な場所への掲示等の方法により公表すること

も可能である。 

問 2019年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）（平成31年４月12日）問６に「月額８万円の処遇改善を計算する

に当たっては、現行の介護職員処遇改善加算による賃金改善分と分けて判断することが必要」とされているが、「役

職者を除く全産業平均賃金（440万円）以上か」を判断するに当たっては、現行の介護職員処遇改善加算による改善

を含めて計算することは可能か。 

（答） 

経験・技能のある介護職員のグループにおいて、月額平均８万円以上又は賃金改善後の賃金が年額 440 万円以上

となる者（以下この Q&A において「月額８万円 の改善又は年収440 万円となる者」という。）を設定することを求

めている。この年収 440 万円を判断するに当たっては、現行の介護職員処遇改善加算による改善を含めて計算する

ことが可能である。 

問 経験・技能のある介護職員のグループにおいて、 月額８万円の改善又は年収440万円となる者を設定することにつ

いて、「現に賃金が年額440万円以上の者がいる場合にはこの限りでない」とは、具体的にどのような趣旨か。 

（答） 

・今回の特定加算については、公費1000億円（事業費2000億円程度）を投じ、リーダー級の介護職員について他産業

と遜色ない賃金水準（＝440万円）を目指し、介護職員の更なる処遇改善を行うものである。 

・特定加算による改善を行わなくとも、経験・技能のある介護職員のグループ内に、既に賃金が年額440万円以上で

ある者がいる場合には、当該者が特定加算による賃金改善の対象となるかに関わらず、新たに月額８万円の改善又

は年収440万円となる者を設定しなくても、特定加算の算定が可能である。 

問 事業所における配分方法における「ただし、その他の職種の平均賃金額が他の介護職員の平均賃金額を上回らない

場合はこの限りでないこと。」とはどのような意味か。 

（答） 

・特定加算については、介護職員の処遇改善という趣旨を損なわない程度で、介護職以外の職員も一定程度処遇改善

を可能とする柔軟な運用を認めることとしており、この具体的な配分方法として、他の介護職員の平均賃金改善額

については、その他の職種の平均賃金改善額の２倍以上となることを求めている。 
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・ただし、その他の職種の平均賃金額が他の介護職員の平均賃金額を上回らない場合においては、柔軟な取扱いを認

め、両グループの平均賃金改善額が等しくなる（１：１）までの改善を可能とするものである。 

なお、その他の職種全体では他の介護職員の平均賃金額を上回る場合であっても、その他の職種のうち、他の介

護職員の平均賃金額を上回らない職種については、当該職種に限り、他の介護職員と平均賃金改善額が等しくなる

までの改善を行うことも可能である。 

（令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（vol.１）にて一部改正） 

問 介護給付のサービスと介護予防・日常生活支援総合事業を一体的に運営している場合であっても、月額８万円の改

善又は年収440万円となる者を２人設定する必要があるのか。また、その場合の配分ルール（グループ間の平均賃金

改善額 2:1:0.5）はどのような取扱いとなるのか。 

（答） 

・事業所において、介護給付のサービスと介護予防・日常生活支援総合事業を一体的に行っており、同一の就業規則

等が適用される等労務管理が同一と考えられる場合は、法人単位の取扱いを適用するのではなく、同一事業所とみ

なし、 

－ 月額８万円の改善又は年収 440 万円となる者を１人以上設定すること 

－ 配分ルールを適用すること 

により、特定加算の算定が可能である。 

・なお、介護給付のサービスと予防給付のサービス（通所リハビリテーションと予防通所リハビリテーションなど）

についても同様である。 

・また、特別養護老人ホーム等と併設されている又は空所利用型である短期入所生活介護、介護老人保健施設等と短

期入所療養介護についても、同様に判断することが可能であるとともに、これらについては、介護老人福祉施設又

は介護老人保健施設等が特定加算を算定している場合において、短期入所生活介護等においても、同じ加算区分を

算定することが可能である。（短期入所生活介護等において特定加算（Ⅰ）を算定する場合は、体制等状況一覧表

における「併設本体施設における介護職員等特定処遇改善加算Ⅰの届出状況」（あり／なし）の欄について、「あ

り」と届け出ること。） 

（令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（vol.１）にて一部改正） 

問 本部の人事、事業部等で働く者など、法人内で介護に従事していない職員について、「その他職種」に区分し、特

定加算による処遇改善の対象とすることは可能か。 

（答） 

特定加算の算定対象サービス事業所における業務を行っていると判断できる場合には、その他の職種に含めること

ができる。 

問 事業所内での配分方法を決めるにあたり、「他の介護職員」を設定せず、「経験・技能のある介護職員」と「その

他の職種」のみの設定となることは想定されるのか。 

（答） 

・事業所毎に、「経験・技能のある介護職員」のグループを設定することが必要であるが、介護職員の定着が進み、

勤続年数が長くなったこと等により、当該事業所で働く介護職員全てが、「経験・技能のある介護職員」であると

認められる場合には、「経験・技能のある介護職員」と「その他の職種」のみの設定となることも想定される。 

・この場合における配分ルールについては、当該事業所における「経験・技能のある介護職員」の平均賃金改善額

が、「その他の職種」の平均賃金改善額の２倍より高いことが必要である。 

（令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（vol.１）にて一部改正） 

問 特定加算によって得られた加算額を配分ルール（グループ間の平均賃金改善額が2:1:0.5）を満たし配分した上

で、更に事業所の持ち出しで改善することは可能か。 

（答） 

・各事業所において、特定加算による処遇改善に加え、事業所の持ち出しで処遇改善を行うことは可能である。 

・この場合においては、特定加算による賃金改善分について配分ルールを満たしていることを確認するため、実績報

告書における賃金改善所要額、グループごとの平均賃金改善額等においては、特定加算による賃金改善額を記載の

うえ、持ち出しにより更なる賃金改善を行った旨付記すること（改善金額の記載までは不要）。 
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問 看護と介護の仕事を0.5ずつ勤務している職員がいる場合に、「経験・技能のある介護職員」と「その他の職種」

それぞれに区分しなければならないのか。 

（答） 

・勤務時間の全てでなく部分的であっても、介護業務を行っている場合は、介護職員として、「経験・技能のある介

護職員」、「他の介護職員」に区分することは可能。なお、兼務職員をどのグループに区分するか、どのような賃

金改善を行うかについては、労働実態等を勘案し、事業所内でよく検討し、対応されたい。 

問 介護サービスや総合事業、障害福祉サービス等において兼務している場合、配分ルールにおける年収はどのように

計算するのか。 

（答） 

どのサービスからの収入かに関わらず、実際にその介護職員が収入として得ている額で判断して差し支えない。 

 

● 【国Ｑ＆Ａ】２０１９年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.４） 

問 介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書において、介護職員（職員）の賃金の総額を計算するに

当たり、「なお、これにより難い合理的な理由がある場合には、他の適切な方法により前年度の（介護職員）の賃金

の総額を推定するものとする」とされているが、「これにより難い合理的な理由がある場合」とは、例えばどのよう

な場合を想定しているのか。 

（答） 

・ これにより難い合理的な理由がある場合としては、例えば、 

- 前年の10月に事業所を新設した等サービス提供期間が12ヶ月に満たない場合、 

- 申請する前年度において職員の退職などにより職員数が減少し、基準額となる賃金総額として適切でない場合、 

- 前年（１～12月）の途中から事業規模の拡大又は縮小を行い、申請年度においては、変更後の事業規模で実施す

る予定である等、当該年度の賃金総額として適切な規模に推定する必要がある場合 

等を想定している。 

・ なお、具体的な推計方法については、例えば、 

- サービス提供期間が12ヶ月に満たない場合は、12ヶ月サービスを提供していたと仮定した場合における賃金水準

を推計すること 

- 事業規模を拡大した場合は、比較時点にいない職員について、当該職員と同職であって、勤務年数等が同等の職

員の賃金水準で推計すること 

等が想定される。 

また、複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業所において、当該申請に関係する事業所等に

増減があった場合は、変更の届出が必要とされているが、例えば、事業所が増加することにより、職員も増えた場合

における推計方法は、当該職員と同職であって勤務年数等が同等の職員の賃金水準で推計し、前年度（前年の１～12

月）の賃金総額を推計することが想定される。 

問 介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書における「前年度における介護サービス事業者等の独自

の賃金改善額」には、どのようなものを記載するのか。 

（答） 

・介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書を提出する前年度において介護サービス事業者等が、

加算額を上回る賃金改善を行うために実施した賃金改善額（初めて処遇改善加算を取得した年度（交付金を取得

している場合については交付金を初めて取得した年度）以降に、新たに行ったものに限る。手当や定期昇給によ

るものなど賃金改善の手法は問わない。）について、記載することを想定している。 

・なお、このため、加算額を上回る賃金改善を行うために実施した「以前から継続している賃金改善」についても

記載することは可能である。 

問 「月額８万円以上」又は「年額440万円以上」の改善の対象とし、賃金改善を行っていた経験・技能のある介護職

員が、年度の途中で退職した場合には、改めて別の職員について、「月額８万円以上」又は「年額440万円以上」の

改善を行わなくてはならないか。 

（答） 
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・特定処遇改善加算の配分に当たっては、賃金改善実施期間において、経験・技能のある介護職員のグループにお

いて、月額８万円の改善又は年収440万円となる者を１人以上設定することが必要であるが、予定していた者が、

賃金改善実施期間に退職した場合等においては、指定権者に合理的な理由を説明することにより、当該配分ルー

ルを満たしたものと扱うことが可能である。 

・なお、説明に当たっては、原則、介護職員処遇改善実績報告書・介護職員等特定処遇改善実績報告書の「④月額

８平均８万円又は改善後の賃金が年額440万円となった者＜特定＞」欄の「その他」に記載することを想定してい

る。 

問 介護サービスと障害福祉サービス等を両方実施しており、職員が兼務等を行っている場合における介護職員の賃金

総額はどのように計算するのか。 

（答） 

・介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書に、職員の賃金を記載するにあたり、原則、加算の算

定対象サービス事業所における賃金については、常勤換算方法により計算することとしており、同一法人におい

て介護サービスと障害福祉サービスを実施しており、兼務している職員がいる場合においても、介護サービス事

業所における賃金について、常勤換算方法による計算をし、按分し計算することを想定している。 

・一方で、計算が困難な場合等においては実際にその職員が収入として得ている額で判断し差し支えない。 

 

● 【国Ｑ＆Ａ】令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１） 

問 特定加算の介護職員間の平均の賃金改善額の配分ルールが見直されたとのことであるが、具体的な取扱いはどのよ

うになるのか。 

（答） 

・特定加算について、事業所内でのより柔軟な配分を可能とする観点から、平均賃金改善額について、「経験・技

能のある介護職員」は、「その他の介護職員」と比較し、「２倍以上」から「より高くする」ことに見直すもの

である。 

これに伴い、配分ルールの見直しを行う場合は、労使でよく話し合いの上、設定されたい。 

・なお、「月額８万円の改善又は改善後の賃金が年額400万円以上」の者は、引き続き設定する必要があることに留

意されたい。 

問 2019年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（vol.4）（令和２年３月30日）問４において、「これにより難い合理的な

理由がある場合」の例示及び推計方法例が示されているが、勤続年数が長い職員が退職し、勤続年数の短い職員を採

用した場合等は、これに該当するのか。またどのように推計するのか。 

（答） 

・賃金改善の見込額と前年度の介護職員の賃金の総額との比較については、改善加算及び特定加算による収入額を

上回る賃金改善が行われていることを確認するために行うものであり、勤続年数が長い職員が退職し、職員を新

規採用したことにより、前年度の介護職員の賃金の総額が基準額として適切でない場合は、「これにより難い合

理的な理由がある場合」に該当するものである。 

・このような場合の推計方法について、例えば、前年度の介護職員の賃金の総額は、 

－ 退職者については、その者と同職であって勤務年数等が同等の職員が、前年度在籍していなかったものと仮定し

た場合における賃金総額を推定する 

－ 新規採用職員については、その者と同職であって勤務年数等が同等の職員が、前年度在籍したものと仮定した場

合における賃金総額を推定する 

等が想定される。 

・ 具体的には、 

－ 勤続10 年の者が前年度10 人働いていたが、前年度末に５人退職し 

－ 勤続１年目の者を今年度当初に５人採用した場合には、 

仮に、勤続年数が同一の者が全て同職であった場合、前年度、 

－ 勤続10 年の者は５人在籍しており、 

－ 勤続１年の者は15 人在籍していたものとして、 

賃金総額を推計することが想定される。 
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問 処遇改善計画書において「その他の職種（C）には、賃金改善前の賃金が既に年額440万円を上回る職員の賃金を含

まないこと。」との記載があるが、年額440万円を上回る職員は「前年度の一月当たりの常勤換算職員数」について

どのように取り扱うのか。 

（答） 

2019 年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（vol.１）（平成31 年４月13 日）問13のとおり、平均賃金額の計算にお

ける母集団には、賃金改善を行う職員に加え、賃金改善を行わない職員も含めることとしており、年額440 万円を上

回る職員も、「前年度の一月当たりの常勤換算職員数」に含めることとなる。 

問 処遇改善計画書の作成時においては、特定加算の平均の賃金改善額の配分ルールを満たしており、事業所としても

適切な配分を予定していたものの、職員の急な退職等によりやむを得ず、各グループに対して計画書通りの賃金改善

を行うことができなくなった結果、配分ルールを満たすことができなかった場合、どのような取扱いとすべきか。 

（答） 

・職員の退職等のやむを得ない事情により、配分ルールを満たすことが困難になった場合は、実績報告にあたり、

合理的な理由を求めることとすること。（令和２年度実績報告書においては、申出方法は問わないが、令和３年

度においては、「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理

手順及び様式例の提示について」（令和３年３月16 日老発0316 第４号）でお示しした実績報告書（様式３－

１）の「⑥その他」に記載されたい。） 

・なお、その場合でも、特定加算による収入額を上回る賃金改善が必要である。 

 

● 【国Ｑ＆Ａ】介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関するＱ＆Ａ 

問 処遇改善計画書及び実績報告書において基準額１、２（前年度の（介護職員の）賃金の総額）及び基準額３（グル

ープ別の前年度の平均賃金額）の欄が設けられているが、実績報告書の提出時において、基準額１、２及び３に変更

の必要が生じた場合について、どのように対応すればよいか。 

（答） 

・処遇改善加算及び特定加算（以下「処遇改善加算等」という。）については、原則、当該事業所における処遇改

善加算等により賃金改善を行った総額が、処遇改善加算等による収入額を上回る必要があり、実績報告において

もその点を確認しているところ。 

・当該事業所における処遇改善加算等により賃金改善を行った総額については、 

①前年度の賃金の総額（基準額１、２） 

②処遇改善加算又は特定加算による賃金改善を含めた当該年度の賃金の総額 

を比較し計算することとしているが、①について職員構成や賃金改善実施期間等が変わることにより、修正が必要

となった場合や、②について経営状況等が変わった場合、以下の取扱いが可能である。 

＜①について職員構成や賃金改善実施期間等が変わることにより、修正が必要となった場合＞ 

当該年度において、勤続年数が長い職員が退職し、職員を新規採用したこと等により、前年度と職員構成等が変わ

った場合や賃金改善実施期間が処遇改善計画書策定時点と変わった場合等に、処遇改善計画書に記載した前年度の賃

金の総額が、②と比較するに当たっての基準額として適切ではなくなる場合がある。 

通常は、処遇改善計画書の変更の届出を行い、基準額１、２の額を推計することにより修正することとなるが、こ

の場合は、実績報告書の提出時において、変更前後の基準額と合理的な変更理由を説明することで差し支えない。

（令和２年度実績報告書においては、説明方法は問わないが、令和３年度においては、「介護職員処遇改善加算及び

介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」（令和３年３月

16 日老発0316 第４号）でお示しした実績報告書（様式３－１）の「⑥その他」に記載されたい。） 

なお、これは、基準額３についても同様であるとともに、推計方法は、令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ

（Vol.１）（令和３年３月19 日）問22 を参考にされたい。 

＜②について経営状況等が変わった場合＞ 

サービス利用者数の減少などにより経営が悪化し、一定期間収支が赤字である、資金繰りに支障が生じる等の状況

により、賃金水準を引き下げざるを得ない場合は、特別事情届出書を届け出ることで、計画書策定時点と比較し「加

算の算定により賃金改善を行った賃金の総額」が減少し、実績報告書において賃金改善所要額が加算総額を下回るこ

とも差し支えない。 
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なお、賃金水準を引き下げた要因である特別な状況が改善した場合には、平成27年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ

（Vol.２）（平成27 年４月30 日）問56 のとおり、可能な限り速やかに賃金水準を引下げ前の水準に戻す必要があ

ること。 

● 上記以外のＱ＆Ａについては、各年度の介護報酬改定に関するＱ＆Ａを参照 

 

 

介護職員等ベースアップ等支援加算

（届出） 

介護報酬総単位数の０.５％ 

基準等 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している事業所は、所定単位数を加算します。 

 

●厚生労働大臣が定める基準  

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

① 介護職員その他の職員の賃金改善について、賃金改善に要する費用の見込額が介護職員等ベースアップ等支援加算

の算定見込額を上回り、かつ、介護職員及びその他の職員のそれぞれについて賃金改善に要する費用の見込額の３分

の２以上を基本給又は決まって毎月支払われる手当に充てる賃金改善に関する計画を策定し、当該計画に基づき適切

な措置を講じていること。 

② 賃金改善に関する計画、当該計画に係る実施期間及び実施方法その他の当該事業所の職員の処遇改善の計画等を記

載した介護職員等ベースアップ等支援計画書を作成し、全ての職員に周知し、市長に届け出ていること。 

③ 介護職員等ベースアップ支援加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること。ただし、経営の悪化等により事業

の継続が困難な場合、当該事業の継続を図るために当該事業所の職員の賃金水準（本加算による賃金改善分を除

く。）を見直すことはやむを得ないが、その内容について市長に届け出ること。 

④ 事業年度ごとに当該事業所の職員の処遇改善に関する実績を市長に報告すること。 

⑤ 介護職員処遇改善加算（Ⅰ）から（Ⅲ）までのいずれかを算定していること。 

⑥ ②の届出に係る計画の期間中に実施する職員の処遇改善に要する費用の見込額を全ての職員に周知していること。 
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（３） 減 算  

 

身体拘束廃止未実施減算（届出） （日額） ※入所者全員から1日につき減算 

基準等 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は所定単位数から100分の10に相当する単位数を減算する。 

 

別に厚生労働大臣が定める基準 

介護医療院基準第16条第第５項（同条４項に規定する身体拘束等を行う場合の記録）及び同条第６項に規定する基準

に適合していないこと。 

＜参考＞ 

  介護医療院基準第16条第５項 

    介護医療院は、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむ

を得ない理由を記録しなければならない。 

   第６項 

介護医療院は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。 

（１）身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上開催するとともに、その結果につ

いて、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。 

（２）身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

（３）介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。 

    

介護医療院基準第16条第５項に規定する記録の記載は、介護医療院の医師が診療録に記載しなければなりません。 

なお、当該記録は、介護医療院基準第42条第２項の規定に基づき、２年間保存しなければならない。 

解釈通知

等 

施設において身体拘束等が行われていた場合ではなく、医療院条例第16条第５項の記録を行っていない場合及び同条第６

項に規定する措置を講じていない場合に、入所者全員について所定単位数から減算することとなる。具体的には、記録を行

っていない、身体的拘束の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上開催していない、身体的拘束適正化のた

めの指針を整備していない又は身体的拘束適正化のための定期的な研修を実施していない事実が生じた場合、速やかに改善

計画を相模原市長に提出した後、事実が生じた月から３月後に改善計画に基づく改善状況を相模原市長に報告することと

し、事実が生じた月の翌月から改善が認められた月までの間について、入所者全員について所定単位数から減算する。 

＜参考＞ 

【事実が生じた月とは、相模原市長に改善計画が提出された月となる((厚生労働省「介護サービス関係Ｑ＆Ａ」 

(平成24年6月1日・老健局総務課介護保険指導室事務連絡) 問681))】 

 

安全管理体制未実施減算 ５単位 （日額） 

基準等 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、安全管理体制未実施減算として、１日につき５単位を所定の単位数

から減算する。 

 

別に厚生労働大臣が定める基準 

 介護医療院サービスにおける安全管理体制未実施減算の基準 

介護医療院基準第40条第1項（事故発生の防止）に規定する基準に適合していること。 

      

解釈通知等 安全管理体制未実施減算について 

安全管理体制未実施減算については、介護医療院基準第40 条第１項に規定する基準を満たさない事実が生じた場合

に、その翌月から基準に満たない状況が解消されるに至った月まで、入所者全員について、所定単位数から減算すること

とする。 

なお、同項第４号に掲げる安全対策を適切に実施するための担当者は、令和３年改正省令の施行の日から起算して６月

を経過するまでの間、経過措置として、当該担当者を設置するよう努めることとしているため、当該期間中、当該減算は

適用しない。 
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栄養管理に係る減算 １４単位 （日額） 

基準等 栄養管理について、別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、１日につき14単位を所定の単位数から減算す

る。 

 

別に厚生労働大臣が定める基準 

 介護医療院サービスの注５の厚生労働大臣が定める基準 

介護医療院基準第４条に定める栄養士又は管理栄養士の員数を置いていること及び介護医療院基準第20条の２（栄養管

理）（介護医療院基準第54条において準用する場合を含む。）に規定する基準に適合していること。 

      

解釈通知等 栄養管理に係る減算について 

栄養管理の基準を満たさない場合の減算については、介護医療院基準第４条に定める栄養士又は管理栄養士の員数若し

くは介護医療院基準第20条の２（介護医療院基準第54 条において準用する場合を含む。）に規定する基準を満たさない

事実が生じた場合に、その翌々月から基準を満たさない状況が解決されるに至った月まで、入所者全員について、所定単

位数が減算されることとする（ただし、翌月の末日において基準を満たすに至っている場合を除く。） 

 

療養環境減算（届出） Ⅰ ２５単位 Ⅱ ２５単位 （日額） 

基準等 別に厚生労働大臣が定める施設基準に該当する介護医療院について、療養環境減算として、当該基準に掲げる区分に従

い、１日につき25単位を所定の単位から減算する。 

 

別に厚生労働大臣が定める施設基準 

 介護医療院における療養環境減算に係る施設基準 

イ 療養環境減算(1) 

介護医療院の療養室（省令第５条第２項第１号に規定する療養室をいう。）に隣接する廊下の幅が、内法による

測定で、１,８メートル未満であること。（両側に療養室がある廊下の場合にあっては、内法による測定で、２，７

メートル未満であること。） 

  ロ 療養環境減算(Ⅱ) 

   介護医療院の療養室に係る床面積の合計を入所定員で除した数が８未満であること。 

     

解釈通知等 療養環境減算について 

イ 療養環境減算(1)は、当該介護医療院の療養室に隣接する廊下の幅が、内法による測定で壁から測定して、１,８メー

トル未満である場合に算定する。なお、両側に療養室がある廊下の場合にあっては、内法による測定で壁から測定し

て、２，７メートル未満である場合に算定する。 

ロ 療養環境減算(Ⅱ)は、当該介護医療院の療養室に係る床面積の合計を入所定員で除した数が８未満である場合に算定

する。療養室に係る床面積の合計については、内法による測定とすること。 

療養棟ごとの適用について 

  療養環境減算(1)については、各療養棟を単位として評価を行なうものであり、設備基準を満たす療養棟とそうでない

療養とがある場合には、同一施設であっても、基準を満たさない療養棟において、療養環境減算(1)を受けることとなり

ます。 
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２ 特別診療費  

厚生労働大臣が定める特定診療費に係る指導管理等及び単位数（平成12年厚生省告示第30号） 

  厚生労働大臣が定める特定診療費及び特別診療費に係る指導管理等及び単位数 

  厚生労働大臣が定める特別診療費に係る指導管理等及び単位数は、別表第二に定めるとおりとする。 

特別診療費 

入所者又は利用者に対して、指導管理、リハビリテーション等のうち日常的に必要な医療行為として別に厚生労働大臣が定めるものを

行った場合に、別に厚生労働大臣が定める単位数に10円を乗じて得た額を算定する。 

 

○特別診療費について（老企第40号第２の８(28)） 

 厚生労働大臣が定める特定診療費に係る指導管理等及び単位数（平成12年厚生省告示第30号） 

感染対策指導管理 ６単位（日額） 

基準等 別に厚生労働大臣が定める基準を満たす、指定短期入所療養介護事業所（居宅基準に規定する指定短期入所療養介護事

業所をいい、介護老人保健施設、病院、診療所及び老人性認知症疾患療養病棟であるものを除く。以下別表第二において

同じ。）、介護医療院において、常時感染防止対策を行う場合に指定短期入所療養介護、介護医療院サービスを受けてい

る利用者又は入所者について算定する。 

〔厚生労働大臣が定める基準〕 

１ メチシリン耐性黄色ブドウ球菌等の感染を防止するにつき十分な設備を有していること。 

２ メチシリン耐性黄色ブドウ球菌等の感染を防止するにつき十分な体制が整備されていること。 
 

解釈通知等 施設全体として常時感染対策をとっている場合に算定する。 

 

（施設基準等） 

・当該医療機関において、老企第58号別添様式2を参考として、院内感染防止対策委員会が設置され、対策がなされてい

ること。 

・当該医療機関において、院内感染対策委員会が月１回程度、定期的に開催されていること。 

 施設内感染対策委員会は、テレビ電話装置等（リアルタイムでの画像を介したコミュニケーションが可能な機器をい

う。）を活用して行うことができるものとする。この際、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者

における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイド

ライン」等を遵守すること。 

・院内感染対策委員会は、病院長又は診療所長、看護部長、薬剤部門の責任者、検査部門の責任者、事務部門の責任

者、感染症対策に関し相当の経験を有する医師等の職員から構成されていること（診療所においては各部門の責任者

を兼務した者で差し支えない。） 

・当該医療機関内にある検査部において、各病棟の微生物学的検査に係る状況等を記した「感染情報レポート」が週1回

程度作成されており、当該レポートが院内感染対策委員会において十分に活用されている体制がとられていること。

当該レポートは、入院中の患者からの各種細菌の検出状況や薬剤感受性成績のパターン等が医療機関の疫学情報とし

て把握、活用されることを目的として作成されるものであり、各病棟からの拭き取り等による各種細菌の検出状況を

記すものではない。 

・院内感染防止対策として、職員等に対し流水による手洗いの励行を徹底させるとともに、各病室に水道又は速乾式手

洗い液等の消毒液が設置されていること。ただし、認知症患者が多い等、その特性から病室に消毒液を設置すること

が適切でないと判断される場合に限り、携帯用の速乾式消毒液等を用いても差し支えないものとする。 
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褥瘡対策指導管理 （Ⅰ）６単位（日額） （Ⅱ）１０単位（日額） 

基準等 褥瘡対策指導管理費（Ⅰ）については、別に厚生労働大臣が定める基準を満たす指定短期入所療養介護事業所、介護医

療院において、常時褥瘡対策を行う場合において、指定短期入所療養介護、介護医療院サービスを受けている利用者又は

入所者（日常生活の自立度が低い者に限る。）について、１日につき所定所定単位数を算定する。 

褥瘡対策指導管理費（Ⅱ）については、褥瘡対策指導管理(Ⅰ)に係る別に厚生労働大臣が定める基準を満たす介護医療

院において、入所者ごとの褥瘡対策等に係る情報を厚生労働省に提出し、褥瘡対策の実施に当たって、当該情報その他褥

瘡対策の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用し、かつ、施設入所時に褥瘡が発生するリスクがあるとされた入

所者について、褥瘡の発生のない場合に、１月につき所定単位数を算定する。 

 

〔厚生労働大臣が定める基準〕 

 褥瘡対策につき十分な体制が整備されていること 
 

解釈通知等 ⑴   褥瘡対策指導管理(Ⅰ)に係る特別診療費は、「障害老人の日常生活自立度（寝たきり度）判定基準の活用について」

（平成３年11月18日厚生省大臣官房老人保健福祉部長通知老健第102-２号）におけるランクＢ以上に該当する患者につ

いて、常時褥瘡対策をとっている場合に算定する。 

 また、褥瘡管理に当たっては、施設ごとに当該マネジメントの実施に必要な褥瘡管理に係るマニュアルを整備し、当

該マニュアルに基づき実施することが望ましいものであること。 

⑵   褥瘡対策指導管理(Ⅱ)に係る特別療養費は、褥瘡対策指導管理(Ⅰ)の算定要件を満たす介護医療院において、サービ

スの質の向上を図るため、以下の①から④までを満たし、多職種の共同により、褥瘡対策指導管理(Ⅰ)を算定すべき入

所者（以下この⑵において単に「入所者」という。）が褥瘡対策を要する要因の分析を踏まえた褥瘡ケア計画の作成

（Plan）、当該計画に基づく褥瘡対策の実施（Do）、当該実施内容の評価（Check）とその結果を踏まえた実施計画の見

直し（Action）といったサイクル（以下「ＰＤＣＡ」という。）の構築を通じて、継続的にサービスの質の管理を行っ

た場合に算定するものである。 

① 施設入所時及びその後少なくとも３月に１回、別添様式３を用いて、褥瘡の状態及び褥瘡の発生と関連のあるリスク

についての評価を実施すること。 

施設入所時の評価は、新たに本加算の算定を開始しようとする月の翌月以降に入所した者については、当該者の施設

入所時における評価を、新たに本加算の算定を開始しようとする月において既に入所している者（以下「既入所者」と

いう。）については、介護記録等に基づいて、施設入所時における評価を行うこと。 

② 褥瘡対策等に係る情報の提出については、「科学的介護情報システム（Long-term care Information system For 

Evidence）」（以下「ＬＩＦＥ」という。）を用いて行うこととする。ＬＩＦＥへの提出情報、提出頻度等については、

「科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」 

（令和３年３月16 日老老発0316 第４号）を参照されたい。 

提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に資するため、適宜活用されるも

のである。 

③ ①の評価の結果、褥瘡が発生するリスクがあるとされた入所者ごとに褥瘡対策に関する診療計画を作成し、少なく 

とも３月に１回見直していること。褥瘡対策に関する診療計画は、褥瘡管理に対する各種ガイドラインを参考にしなが

ら、入所者ごとに、褥瘡管理に関する事項に対し関連職種が共同して取り組むべき事項や、入所者の状態を考慮した評価

を行う間隔等を検討し、別添様式３を用いて、作成すること。なお、褥瘡対策に関する診療計画に相当する内容を施設サ

ービス計画の中に記載する場合は、その記載をもって褥瘡対策に関する診療計画の作成に代えることができるものとする

が、下線又は枠で囲う等により、他の記載と区別できるようにすること。 

また、褥瘡対策に関する診療計画の見直しは、褥瘡対策に関する診療計画に実施上の問題（褥瘡管理の変更の必要

性、関連職種が共同して取り組むべき事項の見直しの必要性等）があれば直ちに実施すること。その際、ＰＤＣＡの推

進及びサービスの向上を図る観点から、ＬＩＦＥへの提出情報及びフィードバック情報を活用すること。 

なお、褥瘡対策に関する診療計画に基づいた褥瘡対策を実施する際には、対象となる入所者又はその家族に説明し、

その同意を得ること。 

④  ①の評価の結果、施設入所時に褥瘡が発生するリスクがあるとされた入所者について、施設入所日の属する月の翌 
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月以降に別添様式３を用いて評価を実施するとともに、別添様式３に示す持続する発赤（ｄ１）以上の褥瘡の発症がな

いこと。 

ただし、施設入所時に褥瘡があった入所者については、当該褥瘡の治癒後に、褥瘡の再発がない場合に算定できるもの

とする。 

（施設基準等） 

・当該介護医療院において、褥瘡対策に係る専任の医師、看護職員から構成される褥瘡対策チームが設置されている。 

・当該介護医療院における日常生活の自立度ランクＢ以上に該当する入所者につき、老企第58号別添様式3を参考として

褥瘡対策に関する診療計画を作成し、褥瘡対策を実施すること。なお、老企第40号別紙様式５（褥瘡対策に関するス

クリーニング・ケア計画書）を用いて褥瘡対策に関する診療計画を作成することも差し支えありません。 

・患者の状態に応じて、褥瘡対策に必要な体圧分散式マットレス等を適切に選択し使用する体制が整えられていること。 

 

初期入所診療管理 ２５０単位（１回） 

基準等  介護医療院において、別に厚生労働大臣が定める基準に従い、入所者に対して、その入所に際して医師が必要な診察、

検査等を行い、診療方針を定めて文書で説明を行った場合に、入所中1回（診療方針に重要な変更があった場合にあって

は、２回）を限度として所定単位数を算定する。 

 

（厚生労働大臣が定める基準） 

１ 医師、看護師等の共同により策定された診療計画であること。 

２ 病名、症状、予定される検査及びリハビリテーションの内容及びその日程その他入所に関し必要な事項が記載され

た総合的な診療計画であること。 

３ 当該診療計画が入所した日から起算して２週間以内に、入所者に対し、文書により交付され、説明がなされるもの

であること。 

 

解釈通知等 ・当該入所者が過去３月間（ただし、認知症である老人の日常生活自立度判定基準（平成5年10月26日厚生省老人保健福祉

局長通知老健第135号）におけるランクⅢ、Ⅳ又はＭに該当する者の場合は過去１月間とする。）の間に、当該介護医療

院に入入所したことがない場合に限り算定できる。 

・同一施設内の医療機関から介護医療院へ入所した入所者にあっては、算定の対象としない。 

・なお、入所後６か月以内に、入所者の病状の変化等により診療計画を見直さざるを得ない状況になり、同様に診療計画

を作成し、文書を用いて入所者に説明を行った場合には、１回に限り算定できる。 

 

（施設基準） 

・入所の際に、医師、看護師、その他必要に応じ関係職種が共同して総合的な診療計画を策定し、患者に対し、老企第

58号別添様式４を参考として、文書により病名、症状、治療計画、栄養状態、日常生活の自立の程度（認知症の評価

を含む。） 等のアセスメント及びリハビリテーション計画、栄養摂取計画等について、入院後２週間以内に説明を

行い、入所者又はその家族の同意を得ること 

・初期入院診療管理において求められる入所に際して必要な医師の診察、検査等には、院内感染対策の観点から必要と

医師が判断する検査が含まれるものであること。 

・入所時に治療上の必要性から入所者に対し、病名について情報提供し難い場合にあっては、可能な範囲において情報

提供を行い、その旨を診療録に記載すること。 

・医師の病名等の説明に対して理解ができないと認められる入所者についてはその家族等に対して行ってもよい。 

・説明に用いた文書は、入所者(説明に対して理解ができないと認められる患者についてはその家族等)に交付するとと

もに、その写しを診療録に貼付するものとする。 



 97 

 

重度療養管理 １２５単位（日額） 

基準等 指定短期入所療養介護事業所において、指定短期入所療養介護を受けている利用者（要介護４又は要介護５に該当する

者に限る。）であって別に厚生労働大臣が定める状態にあるものに対して、計画的な医学的管理を継続して行い、かつ、

療養上必要な処置を行った場合に、算定する。 

（厚生労働大臣が定める状態） 

次のいずれかに該当する状態 

１ 常時頻回の喀痰吸引を実施している状態 

２ 呼吸障害等により人工呼吸器を使用している状態 

３ 中心静脈注射を実施しており、かつ、強心薬等の薬剤を投与している状態 

４ 人工腎臓を実施しており、かつ、重篤な合併症を有する状態 

  ５ 重篤な心機能障害、呼吸障害等により常時モニター測定を実施している状態 

６ 膀胱又は直腸の機能障害の程度が身体障害者福祉法施行規則（昭和25年厚生省令第15号）別表第５号に掲げる身体

障害程度等級表の４級以上に該当し、かつ、ストーマの処置を実施している状態 

解釈通知等 要介護４又は要介護５に該当する者であって、厚生労働大臣の定める状態にある利用者に対して、計画的な医学管理を継

続して行い、かつ、療養上必要な処置を行った場合に、当該処置を行った日について算定できるものである。当該加算を

算定する場合にあっては、当該処置を行った日、当該処置の内容等を診療録に記載しておくこと。 

 

（施設基準等） 

・算定できる患者の状態は、次のいずれかについて、当該状態が一定の期間や頻度で継続し、かつ、当該処置を行って

いるものであること。 

なお、請求明細書の摘要欄に該当する状態（基準等の１から６まで）を記載することとする。なお、複数の状態に該

当する場合は主たる状態のみを記載すること。 

ア １の「常時頻回の喀痰吸引を実施している状態」とは当該月において１日あたり８回（夜間を含め約３時間に１回

程度）以上実施している日が20日を超える場合をいうものであること。 

イ ２の「呼吸障害等により人工呼吸器を使用している状態」については、当該月において１週間以上人工呼吸又は間

歇的陽圧呼吸を行っていること。 

ウ ３の「中心静脈注射を実施しており、かつ、強心薬等の薬剤を投与している状態」については、中心静脈注射を実

施し、かつ、塩酸ドパミン、塩酸ドブタミン、ミルリノン、アムリノン、塩酸オルプリノン、不整脈用剤又はニト

ログリセリン（いずれも注射薬に限る。）を24時間以上持続投与している状態であること。 

エ ４の「人工腎臓を実施しており、かつ、重篤な合併症を有する状態」については、人工腎臓を各週２日以上実施し

ているものであり、かつ、下記に掲げるいずれかの合併症をもつものであること。 

a 透析中に頻回の検査、処置を必要とするインスリン注射を行っている糖尿病 

b 常時低血圧（収縮期血圧が90mmHg 以下） 

c 透析アミロイド症で手根管症候群や運動機能障害を呈するもの 

d 出血性消化器病変を有するもの 

e 骨折を伴う２次性副甲状腺機能亢進症のもの 

f うっ血性心不全（NYHA Ⅲ度以上）のもの 

オ ５の「重篤な心機能障害、呼吸障害等により常時モニター測定を実施している状態」については、持続性心室性頻

拍や心室細動等の重症不整脈発作を繰り返す状態、収縮期血圧90mmHg 以下が持続する状態、又は酸素吸入を行っ

ても動脈血酸素飽和度が90％以下の状態で、常時、心電図、血圧、動脈血酸素飽和度のいずれかを含むモニタリン

グを行っていること。 

カ ６の「膀胱又は直腸の機能障害の程度が身体障害者福祉法施行規則別表第５号に掲げる身体障害者障害程度等級表

の４級以上に該当し、かつ、ストーマの処置を実施している状態」については、当該患者に対して、皮膚の炎症等

に対するケアを行った場合に算定できるものであること。 
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特定施設管理 ２５０単位（日額） 

基準等 １ 指定短期入所療養介護事業所、介護医療院において、後天性免疫不全症候群の病原体に感染している利用者又は入所

者に対して指定短期入所療養介護、介護医療院サービスを行う場合に算定する。 

２ 個室又は２人部屋において後天性免疫不全症候群の病原体に感染している利用者又は入所者に対して、指定短期入所

療養介護、介護医療院サービスを行う場合は、個室の場合にあっては１日300単位、２人部屋にあっては150単位を加

算する 

解釈通知等 後天性免疫不全症候群の病原体に感染している者については、CD4リンパ球数の値にかかわらず、抗体の陽性反応があれ

ば250単位（日額）を算定できるものであり、さらに、個室又は２人部屋においてサービスを提供している場合(利用者等

の希望により特別の設備の整った個室に入室する場合を除く。) 、個室の場合にあっては１日300単位、２人部屋にあって

は150単位をそれぞれ加算するものとする。 

 

 

重症皮膚潰瘍管理指導（届出） １８単位（日額） 

基準等 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして市長に届け出た指定短期入所療養介護事業所、介護医療

院において、指定短期入所療養介護、介護医療院サービスを受けている利用者又は入所者であって重症皮膚潰瘍を有して

いるものに対して、計画的な医学的管理を継続して行い、かつ、療養上必要な指導を行った場合に算定する。 

（厚生労働大臣が定める施設基準） 

１ 褥瘡対策指導管理の基準（褥瘡対策につき十分な体制が整備されていること。）を満たしていること。 

２ 重症皮膚潰瘍を有する入所者について皮膚科又は形成外科を担当する医師が重症皮膚潰瘍管理を行なっているこ 

と。 

３ 重症皮膚潰瘍管理を行うにつき必要な器械及び器具が具備されていること。 

解釈通知等 ・重症な皮膚潰瘍(Sheaの分類Ⅲ度以上のものに限る。)を有している利用者等に対して、計画的な医学管理を継続して行

い、かつ、療養上必要な指導を行った場合に算定するものであること。 

・当該患者の皮膚潰瘍がSheaの分類のいずれに該当するか、治療内容等について診療録に記載すること。 

・褥瘡対策に関する基準を満たしていること。 

（施設基準等） 

・褥瘡対策に関する基準を満たしていること。 

・個々の患者に対する看護計画の策定、利用者等の状態の継続的評価、適切な医療用具の使用、褥瘡等の皮膚潰瘍の早

期発見及び重症化の防止にふさわしい体制にあること。 

・その他褥瘡等の皮膚潰瘍の予防及び治療に関して必要な処置を行うにふさわしい体制にあること。 

・重症皮膚潰瘍管理指導の施設基準に係る届出は老企第58号別添様式５を用いること。なお、当該加算の届出について

は実績を要しない。 
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薬剤管理指導（届出） ３５０単位（１回）  薬学的管理指導を行った場合：５０単位（１回） 

基準等 １ 指定短期入所療養介護事業所、介護医療院であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして

市長に届け出たものにおいて、指定短期入所療養介護、介護医療院サービスを受けている利用者又は入所者に対し

て、投薬又は注射及び薬学的管理指導を行った場合に、週１回に限り、月に４回を限度として所定単位数を算定す

る。 

２ 介護医療院において、入所者ごとの服薬情報等の情報を厚生労働省に提出し、処方の実施に当たって、当該情報その他 

薬物療法の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用した場合に、１月につき所定単位数に20単位を加算する。 

３ 疼痛緩和のために別に厚生労働大臣が定める特別な薬剤の投薬又は注射が行われている利用者に対して、当該薬剤の

使用に関する必要な薬学的管理指導を行った場合は、１回につき所定単位数に50単位を加算する。 

（厚生労働大臣が定める施設基準） 

１ 薬剤管理指導を行うにつき必要な薬剤師が配置されていること。 

２ 薬剤管理指導を行うにつき必要な医薬品情報の収集及び伝達を行うための専用施設を有していること。 

３ 入所者ごとに適切な薬学的管理（副作用に関する状況の把握を含む。）を行い、薬剤師による服薬指導を行ってい

ること。 

（厚生労働大臣が定める特定診療費に係る特別な薬剤） 

麻薬及び向精神薬取締法（昭和28法律第14号）第２条第１号に規定する麻薬。 

解釈通知等 ・当該施設の薬剤師が医師の同意を得て薬剤管理指導記録に基づき、直接服薬指導(服薬に関する注意及び効果、副作用等

に関する状況把握を含む。)を行った場合に週１回に限り算定できる。ただし、算定する日の間隔は６日以上とする。本

人への指導が困難な場合にあっては、その家族等に対して服薬指導を行った場合であっても算定できる。 

・当該施設の薬剤師は、過去の投薬・注射及び副作用発現状況等を患者に面接・聴取し、当該医療機関及び可能な限り他

の医療機関における投薬及び注射に関する基礎的事項を把握する。 

・薬剤管理指導の算定日を請求明細書の摘要欄に記載する。 

・当該施設の薬剤師が患者ごとに作成する薬剤管理指導記録には、次の事項を記載し、最後の記入の日から最低3年間保存

する。 

入所者の氏名、生年月日、性別、入所年月日、退所年月日、要介護度、診療録の番号、投薬・注射歴、副作用歴、アレル

ギー歴、薬学的管理の内容(重複投薬、配合禁忌等に関する確認等を含む。)、入所者への指導及び入所者からの相談事

項、薬剤管理指導等の実施日、記録の作成日及びその他の事項。 

・２の加算の算定に当たって、厚生労働省への情報の提出については、「科学的介護情報システム（ Long-term care 

Information system For Evidence）」（以下「ＬＩＦＥ」という。）を用いて行うこととする。ＬＩＦＥへの提出情

報、提出頻度等については、「科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順

及び様式例の提示について」を参照されたい。 

サービスの質の向上を図るため、ＬＩＦＥへの提出情報及びフィードバック情報を活用し、入所者の病状、服薬アドヒ 

アランス等に応じた処方の検討（Plan）、当該検討に基づく処方（Do）、処方後の状態等を踏まえた総合的な評価

（Check）、その評価結果を踏まえた処方継続又は処方変更（Action）の一連のサイクル（ＰＤＣＡサイクル）により、サ 

ービスの質の管理を行うこと。 

提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に資するため、適宜活用されるもので

ある。 

・３の加算は、特別な薬剤の投薬又は注射が行われている入所者(麻薬を投与されている場合)に対して、通常の薬剤管理

指導に加えて当該薬剤の服用に関する注意事項等に関し、必要な指導を行った場合に算定する。 

・薬剤管理指導に係る特定診療費を算定している入所者に投薬された医薬品について、当該医療機関の薬剤師が以下の情

報を知ったときは、原則として当該薬剤師は、速やかに当該患者の主治医に対し、当該情報を文書により提供するもの

とする。 

①医薬品緊急安全性情報 

②医薬品等安全性情報 

・３の算定に当たっては、前記の薬剤管理指導記録に少なくとも次の事項についての記載がされていなければならない。 
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①麻薬に係る薬学的管理の内容(麻薬の服薬状況、疼痛緩和の状況等) 

②麻薬に係る入所者への指導及び患者からの相談事項 

③その他麻薬に係る事項 

・薬剤管理指導及び３に掲げる指導を行った場合は、必要に応じ、その要点を文書で医師に提供する。 

・投薬・注射の管理は、原則として、注射薬についてもその都度処方せんにより行うものとするが、緊急やむを得ない場

合においてはこの限りではない。 

・当該基準については、やむを得ない場合に限り、特定の診療料につき区分して届出を受理して差し支えない。 

（施設基準等） 

・常勤換算方法で、２名から当該併設医療機関に基準上必要とされる数を減じて得た数以上配置されているとともに、

薬剤管理指導に必要な体制がとられていること。（医療機関と併設する介護医療院） 

・医薬品情報の収集及び伝達を行うための専用施設（ 以下「医薬品情報管理室」という。）を有し、薬剤師が配置

されていること。ただし、医療機関と併設する介護医療院にあっては、介護医療院の入所者の処遇に支障がない場

合には、併設する医療機関の医薬品情報管理室及びそこに配置される薬剤師と兼ねることができる。 

・医薬品情報管理室の薬剤師が、有効性、安全性等薬学的情報の管理及び医師等に対する情報提供を行っているこ

と。 

・当該医療機関の薬剤師は、利用者等ごとに薬剤管理指導記録を作成し、投薬又は注射に際して必要な薬学的管理(副

作用に関する状況把握を含む。)を行い、必要事項を記入するとともに、当該記録に基づく適切な患者指導を行って

いること。 

・投薬・注射の管理は、原則として、注射薬についてもその都度処方せんにより行うとするが、緊急やむを得ない場

合においてはこの限りではない。 

・届出に関しては、以下のとおりとする。 

① 薬剤管理指導料の施設基準に係る届出は、老企58号別添様式６を用いること。 

② 当該医療機関に勤務する薬剤師の氏名、勤務の態様（常勤・非常勤、専従・非専従の別)及び勤務時間を別添

様式７を用いて提出すること。 

③ 調剤、医薬品情報管理、病棟薬剤管理指導、又は利用者等へ薬剤管理指導のいずれに従事しているかを(兼務

の場合はその旨を) 及び併設する医療機関との兼務の有無を備考欄に記載する。。 

④ 調剤所及び医薬品情報管理室の配置図及び平面図を提出すること。 
 

 

医学情報提供 （Ⅰ）２２０単位  （Ⅱ）２９０単位 

基準等 医学情報提供（Ⅰ）については、併設型小規模介護医療院（介護医療院基準第４条第７項に規定する併設型小規模介護

医療院をいう。以下ここにおいて同じ。）である指定短期入所療養介護事業所、介護医療院が、指定短期入所療養介護、

介護医療院サービスを受けている利用者若しくは入所者の退所時に、診療に基づき、診療所での診療の必要を認め、診療

所に対して、当該利用者若しくは入所者の同意を得て、当該利用者若しくは入所者の診療状況を示す文書を添えて当該利

用者若しくは入所者の紹介を行った場合又は介護医療院（併設型小規模介護医療院を除く。）である指定短期入所療養介

護事業所、介護医療院が、指定短期入所療養介護、介護医療院サービスを受けている利用者若しくは入所者の退所時に、

診療に基づき、病院での診療の必要を認め、病院に対して、当該利用者若しくは入所者の同意を得て、当該利用者若しく

は入所者の診療状況を示す文書を添えて当該利用者若しくは入所者の紹介を行った場合に算定する。 

医学情報提供（Ⅱ）については、併設型小規模介護医療院である指定短期入所療養介護事業所、介護医療院が、指定短

期入所療養介護、介護医療院サービスを受けている利用者若しくは入所者の退所時に、診療に基づき、病院での診療の必

要を認め、病院に対して、当該利用者若しくは入所者の同意を得て、当該利用者若しくは入所者の診療状況を示す文書を

添えて当該利用者若しくは入所者の紹介を行った場合又は護医療院（併設型小規模介護医療院を除く。）である指定短期

入所療養介護事業所、介護医療院が、指定短期入所療養介護、介護医療院サービスを受けている利用者若しくは入所者の

退所時に、診療に基づき、診療所での診療の必要を認め、診療所に対して、当該利用者若しくは入所者の同意を得て、当

該利用者若しくは入所者の診療状況を示す文書を添えて当該利用者若しくは入所者の紹介を行った場合に算定する。 
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理学療法〔届出〕 （Ⅰ）１２３単位（１回）   （Ⅱ）７３単位（１回） 

基準等 １ 理学療法（Ⅰ）については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして市長に届け出た指定短期

入所療養介護事業所、介護医療院において、指定短期入所療養介護、介護医療院サービスを受けている利用者若しく

は入所者に対して、理学療法を個別に行った場合に算定し、理学療法（Ⅱ）については、それ以外の指定短期入所療

養介護事業所、介護医療院において、指定短期入所療養介護、介護医療院サービスを受けている利用者若しくは入所

者に対して、理学療法を個別に行った場合に算定する。 

２ 理学療法については、利用者又は入所者１人につき１日３回（作業療法及び言語聴覚療法と併せて１日４回）に限り

算定するものとし、その利用を開始又は入所した日から起算して４月を超えた期間において、１月に合計11回以上行

った場合は、11回目以降のものについては、所定単位数の100分の70に相当する単位を算定する。 

３ 理学療法(Ⅰ)に係る別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして市長に届け出た、指定短期入所療

養介護事業所において、医師、看護師、理学療法士等が共同してリハビリテーション計画を策定し、当該リハビリテ

ーション計画に基づき理学療法(Ⅰ)を算定すべき理学療法を行った場合に、利用者が理学療法を必要とする状態の原

因となった疾患等の治療等のために入院若しくは入所した病院、診療所若しくは介護保険施設を退院若しくは退所し

た日又は法第27条第１項に基づく要介護認定若しくは法第32条第1項に基づく要支援認定を受けた日から初めて利用し

解釈通知等 ・医学情報提供に係る特定診療費は、医療機関間の有機的連携の強化等を目的として設定されたものであり、両者の患者

の診療に関する情報を相互に提供することにより、継続的な医療の確保、適切な医療を受けられる機会の増大、医療・

社会資源の有効利用を図ろうとするものである。 

・医療機関が、退院する患者の診療に基づき他の医療機関での入院治療の必要性を認め、患者の同意を得て当該機関に対

して、診療状況を示す文書を添えて患者の紹介を行った場合にそれぞれの区分に応じて算定する。 

・紹介に当たっては、事前に紹介先の機関と調整の上、老企第58号別添様式１に定める様式又はこれに準じた様式の文書

に必要事項を記載し、患者又は紹介先の機関に交付する。また、交付した文書の写しを診療録に添付するとともに、診

療情報の提供先からの当該患者に係る問い合わせに対しては、懇切丁寧に対応するものとする。 

・提供される内容が、患者に対して交付された診断書等であり、当該患者より自費を徴収している場合又は意見書等であ

り意見書の交付について診療報酬、公費で既に相応の評価が行われている場合には、医学情報提供に係る特定診療費は

算定できない。 

・１退院につき１回に限り算定できる。 

リハビリテーションの通則（理学療法、作業療法、言語聴覚療法等） 

・リハビリテーションは、利用者の生活機能の改善等を目的とする理学療法、作業療法、言語聴覚療法等より構成され、いずれも実用的

な日常生活における諸活動の自立性の向上を目的として行われるものである。 

・理学療法、作業療法及び言語聴覚療法は、利用者１人につき１日合計４回に限り算定し、集団コミュニケーション療法は１日につき３

回、摂食機能療法は、１日につき１回のみ算定する。 

・リハビリテーションの実施に当たっては、医師、理学療法士若しくは作業療法士又は言語聴覚士（理学療法士又は作業療法士に加えて

配置されている場合に限る。）の指導のもとに計画的に行うべきものであり、特に訓練の目標を設定し、定期的に評価を行うことによ

り、効果的な機能訓練が行えるようにすること。また、その実施は以下の手順により行うこととする。 

イ 医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の職種の者が共同して、利用者ごとのリハビリテーション実施計画を作成する

こと。リハビリテーション実施計画の作成に当たっては、施設サービス計画との整合性を図るものとする。なお、リハビリテーシ

ョン実施計画に相当する内容を施設サービス計画の中に記載する場合は、その記載をもってリハビリテーション実施計画の作成に

代えることができる。 

ロ 利用者ごとのリハビリテーション実施計画に従い医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士がリハビリ

テーションを行うとともに、利用者の状態を定期的に記録する。 

ハ 利用者ごとのリハビリテーション実施計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて当該計画を見直すとともに、その内容を利

用者又はその家族に説明し、その同意を得る。 

ニ リハビリテーションを行う医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、看護職員、介護職員その他の職種の者に対し、リハ

ビリテーションの観点から、日常生活上の留意点、介護の工夫等の情報を伝達する。 
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た月に限り、１月に１回を限度として所定単位数に480単位を加算する。ただし、作業療法の３の規定により加算する

場合はこの限りでない。 

４ 指定短期入所療養介護事業所において、理学療法士等が指定短期入所療養介護を行う療養棟において、基本的動作能

力又は応用的動作能力若しくは社会的適応能力の回復を図るための日常動作の訓練及び指導を月２回以上行った場合

は、１月に１回を限度として所定単位数に300単位を加算する。ただし、作業療法の４の規定により加算する場合はこ

の限りでない。なお、当該加算の対象となる訓練及び指導を行った日については、所定単位数は算定しない。 

５ 指定短期入所療養介護事業所、介護医療院において、専従する常勤の理学療法士を２名以上配置し、理学療法(Ⅰ)を

算定すべき理学療法を行った場合に、１回につき35単位を所定単位数に加算する。 

６ 介護医療院において、入所者ごとのリハビリテーション実施計画の内容等の情報を厚生労働省に提出し、リハビリテー

ションの実施に当たって、当該情報その他リハビリテーションの適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用して

いる場合は、１月につき１回を限度として所定単位数に33単位を加算する。ただし、作業療法の注６又は言語聴覚療

法の注４の規定により加算する場合はこの限りでない。 

 

（厚生労働大臣が定める施設基準） 

  理学療法（Ⅰ）を算定すべき理学療法の施設基準 

１ 理学療法士が適切に配置されていること。 

２ 利用者又は入所者の数が理学療法士を含む従事者の数に対し、適切なものであること。 

３ 当該療法を行うにつき、十分な専用施設を有していること。 

４ 当該療法を行うにつき、必要な器械及び器具が具備されていること。 

 

解釈通知等 ・理学療法（Ⅰ）に係る特定診療費は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして届出を行った医療

機関において、理学療法（Ⅱ）に係る特定診療費は、それ以外の医療機関において算定するものであり、生活機能の改

善等を通して、実用的な日常生活における諸活動の自立性の向上を図るために、種々の運動療法・実用歩行訓練・活動

向上訓練・物理療法等を組み合わせて個々の利用者の状態像に応じて行った場合に算定する。 

・理学療法は、医師の指導監督のもとで行われるものであり、医師又は理学療法士の監視下で行われるものである。ま

た、専任の医師が、直接訓練を実施した場合にあっても、理学療法士が実施した場合と同様に算定できる。 

・届出施設である医療機関において、治療、訓練の専用施設外で訓練を実施した場合においても算定できる。 

・理学療法に係る特定診療費は、利用者に対して個別に20分以上訓練を行った場合に算定するものであり、訓練時間が20

分に満たない場合は、介護予防短期入所療養介護、短期入所療養介護又は介護療養施設サービスに係る介護給付費のう

ち特定診療費でない部分に含まれる。 

・理学療法に係る特定診療費の所定単位数には、徒手筋力検査及びその他の理学療法に付随する諸検査が含まれる。 

・理学療法（Ⅰ）における理学療法にあっては、１人の理学療法士が１人の利用者に対して重点的に個別的訓練を行うこ

とが必要と認められる場合であって、理学療法士と利用者が１対１で行った場合にのみ算定する。なお、利用者の状態

像や日常生活のパターンに合わせて、１日に行われる理学療法が複数回にわたる場合であっても、そのうち２回分の合

計が20分を超える場合については、１回として算定することができる。 

・別に厚生労働大臣が定める理学療法(Ⅰ)を算定すべき理学療法の施設基準に適合しているものとして届出を行った医療

機関であって、あん摩マッサージ指圧師等理学療法士以外の従事者が訓練を行った場合は、当該療法を実施するにあた

り、医師又は理学療法士が従事者に対し事前に指示を行い、かつ理学療法士が、従事者とともに訓練を受ける全ての利

用者の運動機能訓練の内容等を的確に把握するとともに、事後に従事者から医師又は理学療法士に対し当該療法に係る

報告が行なわれる場合に限り、理学療法(Ⅱ)に準じて算定する。なお、この場合に監視に当たる理学療法士が理学療法

を行った場合は、理学療法（Ⅰ）を算定することができる。 

・理学療法（Ⅰ）の実施に当たっては、医師は定期的な運動機能検査をもとに、理学療法の効果判定を行い、理学療法実

施計画を作成する必要がある。ただし、理学療法実施計画はリハビリテーション実施計画に代えることができる。な

お、理学療法を実施する場合は、開始時及びその後３か月に１回以上利用者に対して当該理学療法実施計画の内容を説

明し、その内容の要点を診療録に記載する。 

・理学療法（Ⅱ）とは、個別的訓練（機械・器具を用いた機能訓練、水中機能訓練、温熱療法、マッサージ等を組み合わ

せて行なう個別的訓練を含む。）を行う必要がある患者に行う場合であって、従事者と患者が１対１で行った場合に算
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定する。なお、患者の状態像や日常生活のパターンに合わせて、１日に行われる理学療法が複数回にわたる場合であっ

ても、そのうち２回分の合計が20分を超える場合については、１回として算定することができる。 

 

  

（施設基準等） 

理学療法（Ⅰ）を算定する場合 

・専任の医師及び専従する理学療法士がそれぞれ１ 人以上勤務すること。 

ただし、医療機関と併設する介護医療院の理学療法士については、サービス提供に支障がない場合には、理学療法

士が常勤換算方法で１人以上勤務することで差し支えない。 

・治療・訓練を十分実施し得る専用の施設を有しており、当該専用の施設の広さは介護医療院については100平方メート

ル以上、併設型小規模介護医療院については45平方メートル以上とすること。なお、専用の施設には機能訓練室を充

てて差し支えない。 

・当該療法を行うために必要な専用の器械・器具を次のとおり具備すること（理学療法に係る訓練室と連続した構造の

場合は共有としても構わないものとする。）。なお、当該療法を行うために必要な器械・器具のうち代表的なもの

は、以下のものであること。 

・当該療法を行うために必要な専用の器械・器具を次のとおり具備すること（作業療法に係る訓練室と連続した構造の

場合は共有としても構わないものとする。）。なお、当該療法を行うために必要な器械・器具のうち代表的なものは 

各種測定用器具（角度計、握力計等）、血圧計、平行棒、傾斜台、姿勢矯正用鏡、各種車椅子、各種歩行補助具、各種

装具（長・短下肢装具等）、家事用設備、和室、各種日常生活活動訓練用器具 

・リハビリテーションに関する記録（実施時間、訓練内容、担当者等）は患者毎に同一ファイルとして保管され、常に

医療従事者により閲覧が可能であるようにすること。 

・届出に関する事項 

① 理学療法（Ⅰ）の施設基準に係る届出は、老企第58号別添様式８を用いること。 

② 当該治療に従事する医師、理学療法士又は作業療法士、及びその他の従事者の氏名、勤務の態様（常勤・非常勤、

専従・非専従の別）並びに勤務時間を老企第58号別添様式７を用いて提出すること。なお、その他の従事者が理学

療法の経験を有するものである場合はその旨を備考欄に記載すること。 

③ 当該治療が行われる専用の施設の配置図及び平面図を添付すること。 
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作業療法〔届出〕 １２３単位（１回）  

基準等 １ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして市長に届け出た指定短期入所療養介護事業所、介護医

療院において、指定短期入所療養介護、介護医療院サービスを受けている利用者又は入所者に対して、作業療法を個

別に行った場合に、所定単位数を算定する。 

２ 作業療法については、利用者又は入所者１人につき１日３回(理学療法及び言語聴覚療法と合わせて１日４回)に限り

算定するものとし、その利用を開始又は入所した日から起算して４月を超えた期間において、１月に合計11回以上行

った場合は、11回目以降のものについては、所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定する。 

３ 作業療法に係る別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして市長に届け出た指定短期入所療養介護

事業所において、医師、看護師、作業療法士等が共同してリハビリテーション計画を策定し、当該リハビリテーショ

ン計画に基づき作業療法を算定すべき作業療法を行った場合に、利用者が作業療法を必要とする状態の原因となった

疾患等の治療等のために入院若しくは入所した病院、診療所若しくは介護保険施設を退院若しくは退所した日又は法

第27条第１項に基づく要介護認定若しくは法第32条第１項に基づく要支援認定を受けた日から初めて利用した月に限

り、１月に１回を限度として所定単位数に480単位を加算する。ただし、理学療法の３の規定により加算する場合はこ

の限りでない。 

４ 指定短期入所療養介護事業所において、作業療法士等が指定短期入所療養介護を行う療養棟において、基本的動作能

力又は応用的動作能力若しくは社会的適応能力の回復を図るための日常動作の訓練及び指導を月２回以上行った場合

は、１月に１回を限度として所定単位数に300単位を加算する。ただし、理学療法の４の規定により加算する場合はこ

の限りでない。なお、当該加算の対象となる訓練及び指導を行った日については、所定単位数は算定しない。 

５ 指定短期入所療養介護事業所、介護医療院において、専従する常勤作業療法士を２名以上配置して作業療法を算定す

べき作業療法を行った場合に、１回につき35単位を所定単位数に加算する。 

６ 介護医療院において、入所者ごとのリハビリテーション実施計画の内容等の情報を厚生労働省に提出し、リハビリテー 

ションの実施に当たって、当該情報その他リハビリテーションの適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用してい

る場合は、１月につき１回を限度として所定単位数に33単位を加算する。ただし、理学療法の注６又は言語聴覚療法の

注４の規定により加算する場合はこの限りでない。 

（厚生労働大臣が定める施設基準） 

  作業療法を算定する場合の施設基準 

１ 作業療法士が適切に配置されていること。 

２ 利用者又は入所者の数が作業療法士を含む従事者の数に対し、適切なものであること。 

３ 当該療法を行うにつき、十分な専用施設を有していること。 

４ 当該療法を行うにつき、必要な器械及び器具が具備されていること。 
 

解釈通知等 ・作業療法に係る特定診療費は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして届出を行った医療機関に

おいて、生活機能の改善等を通して、実用的な日常生活における諸活動の自立性の向上を図るために、総合的に個々の

患者の状態像に応じて作業療法を行った場合に算定する。 

・作業療法は、医師の指導監督のもとで行われるものであり、医師又は作業療法士の監視下で行われたものについて算定

する。また、専任の医師が、直接訓練を実施した場合にあっても、作業療法士が実施した場合と同様に算定できる。 

・届出施設である医療機関において、治療、訓練の専用施設外で訓練を実施した場合においても、所定単位数により算定

できる。 

・作業療法にあっては、１人の作業療法士が１人の患者に対して重点的に個別的訓練を行うことが必要と認められる場合

であって、作業療法士と患者が１対１で20分以上訓練を行った場合にのみ算定する。なお、訓練時間が20分に満たない

場合は、予防短期入所療養介護、短期入所療養介護又は介護療養施設サービスに係る介護給付費のうち特定診療費でな

い部分に含まれる。また、患者の状態像や日常生活のパターンに合わせて、１日に行われる作業療法が複数回にわたる

場合であっても、そのうち２回分の合計が20分を超える場合については、１回として算定することができる。 

・作業療法の所定単位数には、日常生活動作検査及びその他の作業療法に付随する諸検査が含まれる。 

・作業療法の実施に当たっては、医師は定期的な作業能力検査をもとに、作業療法の効果判定を行い、作業療法実施計画

を作成する必要がある。ただし、作業療法実施計画はリハビリテーション実施計画に代えることができる。なお、作業



 105 

療法を実施する場合は、開始時及びその後３か月に１回以上患者に対して当該作業療法実施計画の内容を説明し、その

要点を診療録に記載する。 

 

（施設基準等） 

・専任の医師及び専従する理学療法士がそれぞれ１ 人以上勤務すること。 

ただし、医療機関と併設する介護医療院の理学療法士については、サービス提供に支障がない場合には、理学療法

士が常勤換算方法で１人以上勤務することで差し支えない。 

・治療・訓練を十分実施し得る専用の施設を有しているものであり、当該専用の施設の広さは、75平方メートル以上と

すること。なお、専用の施設には機能訓練室を充てて差し支えない。 

・当該療法を行うために必要な専用の器械・器具を次のとおり具備すること（理学療法に係る訓練室と連続した構造の

場合は共有としても構わないものとする。）。なお、当該療法を行うために必要な器械・器具のうち代表的なもの

は、以下のものであること。 

各種測定用器具（角度計、握力計等）、血圧計、家事用設備、和室、各種日常生活活動訓練用器具 

・リハビリテーションに関する記録（実施時間、訓練内容、担当者等）は患者毎に同一ファイルとして保管され、常に

医療従事者により閲覧が可能であるようにすること。 

・届出に関する事項 

①作業療法の施設基準に係る届出は、老企第58号別添様式８を用いること。 

②当該治療に従事する医師、理学療法士又は作業療法士、及びその他の従事者の氏名、勤務の態様（常勤・非常勤、

専従・非専従の別）並びに勤務時間を老企第58号別添様式７を用いて提出すること。なお、その他の従事者が理学

療法の経験を有するものである場合はその旨を備考欄に記載すること。 

③当該治療が行われる専用の施設の配置図及び平面図を添付すること。 

 

 

理学療法及び作業療法に係る加算を算定するに当たっての留意点 

・理学療法及び作業療法の３に掲げる加算は、理学療法（Ⅰ）又は作業療法に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合してい

ると医療機関が届出をした指定短期入所療養介護事業所又は指定介護予防短期入所療養介護事業所において、当該３に掲げる場合に限

り算定するものであること。 

・理学療法及び作業療法の３の加算に関わるリハビリテーション計画は、入所者毎に行われるケア・マネジメントの一環として行われる

ことに留意すること。 

・理学療法及び作業療法の３の加算は、以下のイ及びロに掲げるとおり実施した場合に算定するものであること。 

イ 入院時に、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他職種の者がリハビリテーションに関する解決すべき課題の把握とそれ

に基づく評価を行い、その後、多職種共同によりリハビリテーションカンファレンスを行ってリハビリテーション実施計画を作成

すること。 

ロ 作成したリハビリテーション実施計画については、入所者又はその家族に説明し、その同意を得ていること。 

・理学療法及び作業療法の４に掲げる加算は、理学療法又は作業療法を算定する指定短期入所療養介護事業所又は指定介護予防短期入所

療養介護事業所において、理学療法士又は作業療法士等が入院又は入所中の患者に対して、看護職員若しくは介護職員と共同して、月

２回以上の日常生活の自立に必要な起居、食事、整容、移動等の日常動作の訓練及び指導（以下「入院生活リハビリテーション管理指

導」という。）を行った場合に、１月に１回を限度として算定するものであること。 

・理学療法及び作業療法の４の加算を算定すべき入院生活リハビリテーション管理指導を行った日においては、理学療法及び作業療法に

係る特定診療費の所定単位数は算定できないものである。 

・理学療法及び作業療法の４の加算を算定する場合にあっては、入院生活リハビリテーション管理指導を行った日時、実施者名及びその

内容を診療録に記載するものである。 

 

理学療法及び作業療法の注６並びに言語聴覚療法の注４に掲げる加算を算定するに当たっての留意点 

① 厚生労働省への情報の提出については、「科学的介護情報システム（Long-term care Information system For Evidence）」（以下

「ＬＩＦＥ」という。）を用いて行うこととする。ＬＩＦＥへの提出情報、提頻度等については、「科学的介護情報システム（ＬＩＦ

Ｅ）関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」を参照されたい。 



 106 

② サービスの質の向上を図るため、ＬＩＦＥへの提出情報及びフィードバック情報を活用し、利用者の状態に応じたリハビリテーショ

ン実施計画の作成（Plan）、当該計画に基づくリハビリテーションの実施（Do）、当該実施内容の評価（Check）、その評価結果を踏ま

えた当該計画の見直し・改善（Action）の一連のサイクル（ＰＤＣＡサイクル）により、サービスの質の管理を行うこと。なお、評価

は、リハビリテーション実施計画書に基づくリハビリテーションの提供開始からおおむね２週間以内に、その後はおおむね３月ごとに

を行うものであること。 

③ 提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に資するため、適宜活用されるものである。 

 

 言語聴覚療法（届出） ２０３単位（１回） 

基準等 １ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして市長に届け出た指定短期入所療養介護事業所、介護医

療院において、指定短期入所療養介護、介護医療院サービスを受けている利用者又は入所者に対して、言語聴覚療法

を個別に行った場合に、所定単位数を算定する。  

２ 言語聴覚療法については、利用者又は入所者１人につき１日３回（理学療法と作業療法と併せて１日４回）に限り算

定するものとし、その利用を開始又は入所した日から起算して４月を超えた期間において、１月に合計11回以上行っ

た場合は、11回目以降のものについては、所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定する。 

３ 指定短期入所療養介護事業所、介護医療院において、専従する常勤の言語聴覚士を２名以上配置して言語聴覚療法を

行った場合に、１回につき35単位を所定単位数に加算する。 

４  介護医療院において、入所者ごとのリハビリテーション実施計画の内容等の情報を厚生労働省に提出し、リハビリテ

ーションの実施に当たって、当該情報その他リハビリテーションの適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用し

ている場合は、１月につき１回を限度として所定単位数に33単位を加算する。ただし、理学療法又は作業療法の注６

の規定により加算する場合はこの限りでない。 

（厚生労働大臣が定める施設基準） 

１ 言語聴覚士が適切に配置されていること。 

２ 利用者又は入所者の数が言語聴覚士の数に対し適切なものであること。 

３ 当該療法を行うにつき十分な専用施設を有していること。 

４ 当該療法を行うにつき必要な器械及び器具が具備されていること。 

解釈通知等 ・言語聴覚療法に係る特定診療費は、失語症、構音障害、難聴に伴う聴覚・言語機能の障害又は人工内耳埋込術後等の言

語聴覚機能に障害を持つ患者に対して言語機能又は聴覚機能に係る訓練を行った場合に算定する。 

・言語聴覚療法は、医師の指導監督のもとで行われるものであり、医師又は言語聴覚士により実施された場合に算定す

る。 

・言語聴覚療法は、患者に対して重点的に個別的訓練を行う必要があると認められる場合であって、専用の言語療法室等

において、言語聴覚士と患者が１対１で20分以上訓練を行った場合に算定する。なお、訓練時間が20分に満たない場合

は、介護予防短期入所療養介護又入所療養介護、短期入所療養介護又は介護療養施設サービスに係る介護給付費のうち

特定診療費でない部分に含まれる。また、患者の状態像や日常生活パターンに合わせて、１日に行われる言語聴覚療法

が複数回にわたる場合であり聴覚療法が複数回にわたる場合であっても、そのうち２回分の合計が20分を超える場合に

ついては、１回として算定することできる。 

・言語聴覚療法の実施に当たっては、医師は定期的な言語聴覚機能検査をもとに、言語聴覚療法の効果判定を行い、言語

聴覚療法実施計画を作成する必要がある。ただし、言語聴覚療法実施計画をリハビリテーション実施計画に代えること

ができる。なお、作業療法を実施する場合は、開始時及びその後３か月に１回以上患者に対して当該言語聴覚療法実施

計画の内容を説明し、その内容の要点を診療録に記載する。 

(施設基準等） 

・専任の医師が１ 名以上勤務すること。 

・専従する常勤言語聴覚士が１人以上勤務すること。ただし、医療機関と併設する介護医療院の常勤の言語聴覚士

については、サービス提供に支障がない場合には、言語聴覚士が常勤換算方法で１人以上勤務することで差し支え 

ない。 

・次に掲げる当該療法を行うための専用の療法室及び必要な器械・器具を有していること。 
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ア 専用の療法室 

個別療法室（８㎡以上）を１室以上有していること（言語聴覚療法以外の目的で使用するものは個別療法当

しないものとする。）。なお、当該療法室は、車椅子、歩行器・杖等を使用する利用者が容易かつ安全に出入

り可能であり、遮音等に配慮した部屋でなければならないものとする。 

ィ 必要な器械・器具（主なもの） 

簡易聴力スクリーニング検査機器、音声録音再生装置、ビデオ録画システム、各種言語・心理・認知機能検

査機器・用具、発声発語検査機器・用具、各種診断・治療材料（絵カード他） 

・リハビリテーションに関する記録（実施時間、訓練内容、担当者等）は患者毎に同一ファイルとして保管され、

常に医療従事者等により閲覧が可能であるようにすること。 

・届出に関する事項 

① 言語聴覚療法の施設基準に係る届出は、老企第58号別添様式８を用いること。 

② 当該治療に従事する医師及び言語聴覚士の氏名、勤務の態様（常勤・非常勤、専従・非専従の別）及び勤務

時間を老企58号別添様式７を用いて提出すること。 

③ 当該治療が行われる専用の施設の配置図及び平面図を添付すること。 
 

 

理学療法及び作業療法の注６並びに言語聴覚療法の注４に掲げる加算を算定するに当たっての留意点 

① 厚生労働省への情報の提出については、「科学的介護情報システム（Long-term care Information system For Evidence）」（以下

「ＬＩＦＥ」という。）を用いて行うこととする。ＬＩＦＥへの提出情報、提頻度等については、「科学的介護情報システム（ＬＩＦ

Ｅ）関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」を参照されたい。 

② サービスの質の向上を図るため、ＬＩＦＥへの提出情報及びフィードバック情報を活用し、利用者の状態に応じたリハビリテーショ

ン実施計画の作成（Plan）、当該計画に基づくリハビリテーションの実施（Do）、当該実施内容の評価（Check）、その評価結果を踏ま

えた当該計画の見直し・改善（Action）の一連のサイクル（ＰＤＣＡサイクル）により、サービスの質の管理を行うこと。なお、評価

は、リハビリテーション実施計画書に基づくリハビリテーションの提供開始からおおむね２週間以内に、その後はおおむね３月ごとに

を行うものであること。 

③ 提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に資するため、適宜活用されるものである。 

 

集団コミュニケーション療法〔届出〕 ５０単位（１回） 

基準等 １ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして市長に届け出た指定短期入所療養介護事業所、介護医

療院において、指定短期入所療養介護、介護医療院サービスを受けている利用者又は入所者に対して、集団コミュニケ

ーション療法を行った場合に、所定単位数を算定する。 

２ 利用者又は入所者１人につき１日３回に限り算定するものとする。 

 

(厚生労働大臣が定める施設基準) 

１ 言語聴覚士が適切に配置されていること 

２ 利用者又は入所者の数が言語聴覚士の数に対し適切なものであること 

３ 当該療法を行うにつき、十分な専用施設を有していること 

４ 当該療法を行うにつき必要な器械及び器具が具備されていること。 
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解釈通知等 ・集団コミュニケーション療法に係る特定診療費は、失語症、構音障害、難聴に伴う聴覚・言語機能の障害又は人工内耳

埋込術後等の言語聴覚機能に障害を持つ複数の患者に対し、集団で言語機能又は聴覚機能に係る訓練を行った場合に算

定する。 

・集団コミュニケーション療法は、医師の指導監督のもとで行われるものであり、医師又は言語聴覚士の監視下で行われ

るものについて算定する。 

・集団コミュニケーション療法に係る特定診療費は、１人の言語聴覚士が複数の患者に対して訓練を行うことができる程

度の症状の患者であって、特に集団で行う言語聴覚療法である集団コミュニケーション療法が有効であると期待できる

患者に対し、言語聴覚士が複数の患者に対して訓練を行った場合に算定する。同時に行なう患者数については、その提

供時間内を担当する言語聴覚士により、適切な集団コミュニケーション療法が提供できる人数以内に留める必要があ

り、過度に患者数を多くして、患者１人１人に対応できないということがないようにする。なお、患者の状態像や日常

生活のパターンに合わせて、１日に行われる理学療法が複数回にわたる場合であっても、そのうち２回分の合計が20分

を超える場合については、１回として算定することができる。 

・集団コミュニケーション療法の実施に当たっては、医師は定期的な言語聴覚機能能力に係る検査をもとに、効果判定を

行い、集団コミュニケーション療法実施計画を作成する必要がある。ただし、集団コミュニケーション療法実施計画は

リハビリテーション実施計画に代えることができる。なお、集団コミュニケーション療法を実施する場合は、開始時そ

の後３か月に１回以上患者に対して当該集団コミュニケーション療法の実施計画の内容を説明し、その要点を診療録に

記載する。 

(施設基準等） 

・専任の常勤医師が１名以上勤務すること。 

・専従する常勤言語聴覚士が１人以上勤務すること。 

・次に掲げる当該療法を行うための専用の療法室及び必要な器械・器具を有していること。 

ア 専用の療養室 

集団コミュニケーション療法室（８㎡以上）を１室以上有していること（集団コミュニケーション療法以外の

目的で使用するものは集団コミュニケーション療法室に該当しないものとする。ただし、言語聴覚療法における

個別療養室と集団コミュニケーション療法室の共用は可能なものとする。）。なお、当該療法室は、車椅子、歩

行器・杖等を使用する利用者が容易かつ安全に出入り可能であり、遮音等に配慮した部屋でなければならないも

のとする。 

イ 必要な器械・器具（主なもの） 

簡易聴力スクリーニング検査機器、音声録音再生装置、ビデオ録画システム、各種言語・心理・認知機能検査

機器・用具、発声発語検査機器・用具、各種診断・治療材料（絵カード他） 

・リハビリテーションに関する記録（実施時間、訓練内容、担当者等）は患者毎に同一ファイルとして保管され、

常に医療従事者により閲覧が可能であるようにすること。 

・届出に関する事項 

①集団コミュニケーション療法の施設基準に係る届出は、老企第58号別添様式８を用いること。 

②当該治療に従事する医師及び言語聴覚士の氏名、勤務の態様（常勤・非常勤、専従・非専従の別）及び勤務時

間を老企58号別添様式７を用いて提出すること。 

③当該治療が行われる専用の施設の配置図及び平面図を添付すること。 

 

 



 109 

 

摂食機能療法 ２０８単位（日額） 

基準等 指定短期入所療養介護事業所、介護医療院において、指定短期入所療養介護、介護医療院サービスを受けている利用者又

は入所者であって摂食機能障害を有するものに対して、摂食機能療法を30分以上行った場合に、１月に４回を限度として所定

単位数を算定する。 

解釈通知等 ・摂食機能療法に係る特定診療費は、摂食機能障害を有する患者に対して、個々の患者の状態像に対応した診療計画書に基

づき、医師又は歯科医師若しくは医師又は歯科医師の指示の下に言語聴覚士、看護師、准看護師、歯科衛生士、理学療法士

又は作業療法士が１回につき30分以上訓練指導を行った場合に限り算定する。なお、「摂食機能障害を有するもの」とは、発

達遅滞、顎切除及び舌切除の手術又は脳血管疾患等による後遺症により摂食機能に障害がある者のことをいう。 

・医師又は歯科医師の指示の下に言語聴覚士又は看護師、准看護師、歯科衛生士が行う嚥下訓練は、摂食機能療法として算

定できる。 

 

短期集中リハビリテーション ２４０単位（日額） 

基準等 介護医療院において、介護医療院サービスを受けている入所者に対して、医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作 

業療法士又は言語聴覚士が、その入所した日から起算して３月以内の期間に集中的に理学療法、作業療法、言語聴覚療法

又は摂食機能療法を行った場合に、所定単位数を算定する。ただし、理学療法、作業療法、言語聴覚療法又は摂食機能療

法を算定する場合は、算定しない。 

解釈通知等 ・短期集中リハビリテーションにおける集中的なリハビリテーションとは、１週につき概ね３日以上実施する場合をいう。 

・短期集中リハビリテーションは、当該入所者が過去３月間に、当該施設に入院したことがない場合に限り算定できる。ただし、入

所者が過去３月間の間に、介護医療院に入所したことがあり、４週間以上の入院後に介護医療院に再入所した場合であって、 

短期集中リハビリテーションの必要性が認められる者の場合及び入所者が過去３月間の間に、介護医療院に入所したことがあり、

４週間未満の入院後に介護医療院に再入所した場合であって、以下に定める状態である者の場合はこの限りでない。 

ア 脳梗塞、脳出血、くも膜下出血、脳外傷、脳炎、急性脳症（低酸素脳症等）、髄膜炎等を急性発症した者 

イ 上・下肢の複合損傷（骨、筋・腱・靭帯、神経、血管のうち３種類以上の複合損傷）、脊椎損傷による四肢麻痺（１肢

以上）、体幹・上・下肢の外傷・骨折、切断・離断 

 

認知症短期集中リハビリテーション〔届出〕 ２４０単位（日額） 

基準等 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして市長に届け出た介護医療院において、介護医療院サービ

スを受けている入所者のうち、認知症であると医師が判断した者であって、リハビリテーションによって生活機能の改善

が見込まれると判断されたものに対して、医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が、

その入院した日から起算して３月以内の期間に集中的なリハビリテーションを個別に行った場合に、１週に３日を限度と

して所定単位数を算定する。 

 

(厚生労働大臣が定める施設基準)  

１ 当該リハビリテーションを担当する理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が適切に配置されていること。 

２ 入所者数が、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の数に対して適切なものであること。 
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解釈通知等 ・認知症短期集中リハビリテーションは、認知症患者の在宅復帰を目的として行うものであり、記憶の訓練、日常生活活

動の訓練等を組み合わせたプログラムを週３日、実施することを標準とする。 

・当該リハビリテーション加算は、精神科医師若しくは神経内科医師又は認知症に対するリハビリテーションに関する専

門的な研修を修了した医師により、認知症の入所者であって生活機能の改善が見込まれると判断された者に対して、在

宅復帰に向けた生活機能の改善を目的として、リハビリテーション実施計画に基づき、医師又は医師の指示を受けた理

学療法士、作業療法士又は言語聴覚士（以下「理学療法士等」という。）が記憶の訓練、日常生活活動の訓練等を組み

合わせたプログラムを実施した場合に算定できるものである。なお、記憶の訓練、日常生活活動の訓練等を組み合わせ

たプログラムは認知症に対して効果の期待できるものであること。 

・当該リハビリテーションに関わる医師は精神科医師又は神経内科医師を除き、認知症に対するリハビリテーションに関

する研修を修了していること。なお、認知症に対するリハビリテーションに関する研修は、認知症の概念、認知症の診

断、及び記憶の訓練、日常生活活動の訓練等の効果的なリハビリテーションのプログラム等から構成されており、認知

症に対するリハビリテーションを実施するためにふさわしいと認められるものであること。 

・当該リハビリテーションにあっては１人の医師又は理学療法士等が１人の患者等に対して行った場合にのみ算定する。 

・当該リハビリテーション加算は、患者等に対して個別に20分以上当該リハビリテーションを実施した場合に算定するも

のであり、時間が20分に満たない場合は、指定介護療養施設サービス費に含まれる。 

・当該リハビリテーションの対象となる患者等はMMSE（Mini Mental State Examination）又はHDS―R（改訂長谷川式簡

易知能評価スケール）において概ね５点～25点に相当する者とする。 

・当該リハビリテーションに関する記録（実施時間、訓練内容、訓練評価、担当者等）は利用者毎に保管されること。 

・短期集中リハビリテーションを算定している場合であっても、別途当該リハビリテーションを実施した場合は当該リハ

ビリテーションを算定することができる。 

・当該リハビリテーションは、当該患者等が過去３月間の間に、当該リハビリテーションを算定したことがない場合に限

り算定できることとする。 

 

精神科作業療法（届出） ２２０単位（日額） 

基準等 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして市長に届け出た指定短期入所療養介護事業所、介護医療

院において、指定短期入所療養介護、介護医療院サービスを受けている利用者又は入所者に対して、精神科作業療法を行

った場合に算定する。 

（厚生労働大臣が定める施設基準） 

１ 作業療法士が適切に配置されていること。 

２ 利用者又は入所者の数が作業療法士の数に対し適切なものであること。 

３ 当該作業療法を行うにつき十分な専用施設を有していること。 

 



 111 

 

解釈通知等 ・精神科作業療法は、精神障害者の社会生活機能の回復を目的として行うものであり、実施される作業内容の種類にかか

わらずその実施時間は患者１人当たり１日につき２時間を標準とする。 

・１人の作業療法士は、１人以上の助手とともに当該療法を実施した場合に算定する。この場合の１日当たりの取扱い患

者数は、概ね25人を１単位として、１人の作業療法士の取扱い患者数は１日３単位75人以内を標準とする。 

・精神科作業療法を実施した場合はその要点を個々の患者の診療録に記載すること。 

・当該療法に要する消耗材料及び作業衣等については、当該医療機関の負担となるものである。 

（施設基準等） 

・作業療法士は、専従者として最低１人が必要であること。 

・患者数は、作業療法士１人に対しては、１日75人を標準とすること。 

・作業療法を行うためにふさわしい専用の施設を有しており、当該専用の施設の広さは、作業療法士１人に対して

75平方メートルを基準とすること。 

・当該療法を行うために必要な専用の器械・器具を次のとおり具備すること。 

       

作業名 器具等の基準（例示） 

手 工 芸 織機、編機、ミシン、ろくろ等 

木 工 作業台、塗装具、工具等 

印 刷 印刷器具、タイプライター等 

日常生活動作 各種日常生活動作用設備 

農耕又は園芸 農具又は園芸用具等 

・精神科を標榜する医療機関であって、精神科を担当する医師(非常勤でよい。)の指示の下に実施するものとする。 

・届出に関する事項 

①精神科作業療法の施設基準に係る届出は、老企第58号別添様式９を用いること。 

②当該治療に従事する作業療法士の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従の別)及び勤務時間を老企第

58  号別添様式７を用いて提出すること。 

③当該治療が行われる専用の施設の配置図及び平面図を添付すること。 

      
 

 

 認知症老人入院精神療法 ３３０単位（週額） 

基準等 指定短期入所療養介護事業所、介護医療院において、指定短期入所療養介護、介護医療院サービスを受けている利用者

又は入所者に対してに対して、認知症老人入院精神療法を行った場合に算定する。 

解釈通知等 ・認知症老人入院精神療法とは、回想法又はＲ・Ｏ・法(リアリティー・オリエンテーション法)を用いて認知症患者の情

動の安定、残存認知機能の発掘と活用、覚醒性の向上等を図ることにより、認知症疾患の症状の発現及び進行に係わる

要因を除去する治療法をいう。 

・認知症老人入院精神療法にあっては、精神科医師の診療に基づき対象となる患者ごとに治療計画を作成し、この治療計

画に従って行うものであって、定期的にその評価を行う等の計画的な医学的管理に基づいて実施しているものである。 

・精神科を担当する１人の医師及び１人の臨床心理技術者等の従事者により構成される少なくとも合計２人の従事者が行

った場合に限り算定するものである。なお、この場合、精神科を担当する医師が、必ず１人以上従事していること。 

・１回に概ね10人以内の患者を対象として、１時間を標準として実施するものである。 

・実施に要した内容、要点及び時刻について診療録等に記入するものである。 
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３ 介護保険施設等における居住費（滞在費）・食費の負担軽減制度について （補足給付） 

 

低所得者（生活保護受給者、市町村民税世帯非課税者）については、食費及び居住費の負担限度額が設定され、入所者の負担が軽減され

ています。負担限度額を超えた部分については、介護保険から「補足給付」が行われます。 

具体的には、下記の（Ａ）と（Ｂ）の差額が、特定入所者介護（支援）サービス費として施設に直接支給されます。 

（Ａ）厚生労働大臣の定める基準費用額と施設の定める額を比較して低い方の額 

（Ｂ）負担限度額と実際の入所者又は入所者が負担する額を比較して高い方の額 

なお、第１段階から第３段階までの入所者から、負担限度額を超えて入所者負担を徴収した場合は、補足給付は行われません。 

 

利用者 

負担段階 

居住費 

食費 
従来型個室 ※1 多床室 

ユニット型 

個室 

ユニット型 

個室的多床室 

第１段階 
４９０円 

（３２０円） 
０円 ８２０円 ４９０円 ３００円 

第２段階 
４９０円 

（４２０円） 
３７０円 ８２０円 ４９０円 

３９０円 

（６００円） 

第３段階 ① 
１，３１０円 

（８２０円） 
３７０円 １，３１０円 １，３１０円 

６５０円 

（１，０００円） 

第３段階 ② 
１，３１０円 

（８２０円） 
３７０円 １，３１０円 １，３１０円 

１，３６０円 

（１，３００円） 

第４段階 
負担限度額はありません 

（金額は施設との契約によります） 

標準費用額 １，６６８円 ３７７円 １，６６８円 ２，００６円 １，４４５円※2 

 ※1 短期入所療養介護を利用の場合は（ ）内の金額となります。 

※2 令和３年８月からの金額。（令和３年７月までは１，３９２円） 

 

※ その他、詳細については、相模原市ホームページをご確認ください。 

 


